
第１編 共 通 編

第１章 総 則

第１節 総 則
１－１－１ 適 用

１．愛媛県土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、県が発注する土
木工事（農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事を含む。以下「工事」という。）
に係る、工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、
統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適
正な履行の確保を図るためのものである。

２．請負者は、共通仕様書の適用に当たって、建設業法第１８条に定める建設工事の請
負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負者はこ
れら監督、検査（完成検査、既成部分検査）に当たっては、地方自治法施行令（昭
和２２年政令第１６号）第１６７条の１５に基づくものであることを認識しなければならな
い。

３．設計書及び図面、現場説明書及び質問回答書並びに特記仕様書に記載された事項
は、この共通仕様書に優先する。

４．設計書、図面、現場説明書、質問回答書若しくは特記仕様書の間に相違がある場
合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督
員に確認して指示を受けなければならない。

５．設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位と非ＳＩ単位が併記され
ている場合は（ ）内を非ＳＩ単位とする。

１－１－２ 用語の定義

１．監督員とは、工事請負契約の適正な履行を確保するため、発注者が置いた職員を
いう。

２．契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
３．設計図書とは、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回
答書をいう。

４．設計書とは、図面及び仕様書に記載した内容を受けて作成した工事目的物に関す
る施工の方法、材料の仕様、工事費の積算方法等を示した図書をいう。

５．仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書
を総称していう。

６．共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施
工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、
あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。

７．特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有
の技術的要求を定める図書をいう。

８．現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条

－１－



件等を説明するための書類をいう。
９．質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者
が回答する書面をいう。

１０．図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された
設計図等をいう。

１１．指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要
な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

１２．承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者
が書面により同意することをいう。

１３．協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と請負者
が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

１４．提出とは、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
１５．提示とは、工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
１６．報告とは、請負者が発注者又は監督員に対し、工事の状況又は結果について書面
をもって知らせることをいう。

１７．通知とは、発注者若しくは監督員が請負者に対し、又は請負者が発注者若しくは
監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１８．書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印
したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メール
により伝達できるものとする。電子メールにより伝達する場合は、「愛媛県建設
ＣＡＬＳ／ＥＣ運用マニュアル（案）」によるものとする。

１９．確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、そ
の内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

２０．立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認する
ことをいう。

２１．段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、
出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。

２２．完成検査とは、検査員が契約書第３１条第２項（契約書第３８条第１項において準用
する場合を除く。）の規定に基づいて請負者が施工した工事目的物と契約図書とを
照合して工事の完成を確認することをいう。

２３．既成部分検査とは、請負者からの請求に基づき、検査員が契約書第３７条第３項の
規定又は契約書第３８条第１項において準用する契約書第３１条第２項の規定に基づい
て工事の出来形、工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品
の出来形又は同項に規定する指定部分に係る工事の出来形と契約図書とを照合して
工事の既成部分を確認することをいう。

２４．中間検査とは、工事の施工途中において、検査員が工事の出来形、工事現場に搬
入済の工事材料又は製造工場等にある工場製品の出来形、品質、規格、数量等につ
いて設計図書と照合して工事の施工状況を確認することをいう。

２５．検査員とは、契約書第３１条第２項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者
が定めた者をいう。
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２６．現場技術員とは、発注者が契約の適正な履行を確保するために、監督員に代わり
現場で契約図書に示された項目の臨場をする者をいう。

２７．同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質又は設計図書に指定がない場合、
監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、請負者の負担とする。

２８．工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期
間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

２９．工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
３０．工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等
の建設又は測量を開始することを含む）の初日をいう。

３１．工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
３２．本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
３３．仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるもの
をいう。

３４．工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
３５．現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確
に指定される場所をいう。

３６．ＳＩとは、国際単位系をいう。
３７．現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所
有権は発注者に帰属する。

３８．ＪＩＳ規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のＪＩＳ製品記号は、Ｊ
ＩＳの国際単位系（ＳＩ）移行（以下「新ＪＩＳ」という。）に伴い、すべて新Ｊ
ＩＳの製品記号としているが、旧ＪＩＳに対応した材料を使用する場合は、旧ＪＩ
Ｓ製品記号に読み替えて使用出来るものとする。

１－１－３ 設計図書の照査等

１．請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸
与することができる。ただし、市販及びホームページ等に掲載されているものにつ
いては、請負者が備えなければならない。

２．請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第１８条第１項
第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督
員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等
を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の
要求があった場合は従わなければならない。

３．請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書
を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

１－１－４ 工程表

請負者は、契約書第３条に規定する工程表を作成し、監督員を経由して発注者に提
出しなければならない。なお、監督員が指示した場合は、更に詳細の工程表を作成し
提出しなければならない。
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１－１－５ 施工計画書

１．請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等につい
ての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、当初の請負代金が５０
万円未満の工事については、監督員が指示する場合を除き、施工計画書の作成を省
略することができる。
請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。

また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の
一部を省略することができる。

（１）工事概要
（２）計画工程表
（３）現場組織表
（４）指定機械
（５）主要船舶・機械
（６）主要資材
（７）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
（８）施工管理計画
（９）安全管理
（１０）緊急時の体制及び対応
（１１）交通管理
（１２）環境対策
（１３）現場作業環境の整備
（１４）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
（１５）その他
２．請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事
に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなけ
ればならない。

３．請負者は、施工計画書を提出した際、監督員から指示された事項を詳細に記載し
た施工計画書を、指示された時までに提出しなければならない。

１－１－６ 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事につい
て、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事
実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、
土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から
土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時
は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額５００万円
以上２，５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを

直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満た
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ない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
１－１－７ 監督員

１．当該工事における監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。
２．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急
を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口
頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示
内容等を確認するものとする。

１－１－８ 現場技術員

請負者は、設計図書で発注者支援組織等に委託した現場技術員の配置が明示された
場合には、次の各号によらなければならない。
（１）現場技術員が監督員に代わり現場で契約図書に示された項目の臨場をする場合

には、その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、デー
タ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならな
い。ただし、現場技術員は、契約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承
諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。

（２）監督員から請負者に対する連絡又は伝達等を現場技術員を通じて行うことがあ
るので、この際は監督員から直接連絡又は伝達等があったものと同等とする。な
お、連絡又は伝達を受け付けた場合は、その都度監督員に伝わった旨を報告しな
ければならない。

（３）請負者が監督員に対して行う連絡又は伝達は、現場技術員を通じて行ってはな
らない。ただし、監督員から指示があった場合はこの限りではない。

１－１－９ 工事用地等の使用

１．請負者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管
理者の注意をもって維持・管理するものとする。

２．設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が
必要とする用地については、自ら準備し、確保しなければならない。

３．請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、そ
の土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が
生じないように努めなければならない。

４．請負者は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監
督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成
前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。

５．発注者は、第１項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しな
いときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用
は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請
負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。

１－１－１０ 工事の着手

請負者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に
定める工事始期日以降３０日以内に工事に着手しなければならない。
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１－１－１１ 工事の下請負

請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなけれ
ばならない。
（１）請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
（２）下請負者が愛媛県建設工事入札参加有資格業者である場合には、指名停止期間

中でないこと。
（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

１－１－１２ 施工体制台帳

１．請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額（当該下請負
契約が２以上ある場合は、それらの請負代金の総額）が３，０００万円以上になる場合、
建設業法第２４条の７第１項に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えると
ともに、発注者に提出しなければならない。

２．第１項の請負者は、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の６の
規定により、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場
所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに発注者に提出しなければならない。

３．第１項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつ
ど施工体制台帳及び施工体系図を変更し、第１項及び第２項の規定により工事現場
に備え、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するとともに、
すみやかに発注者に提出しなければならない。

４．第１項の請負者は、工事完成後、全ての精算下請負代金額を記載した施工体系図
に最終の下請契約書の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

１－１－１３ 請負者相互の協力

請負者は、契約書第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に
協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と

相互に協力しなければならない。
１－１－１４ 調査・試験に対する協力

１．請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対し
て、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。

２．請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった
場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後におい
ても同様とする。

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなけ
ればならない。

（２）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象
になった場合には、その実施に協力しなければならない。

（３）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成する
と共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時
間管理を適切に行なわなければならない。
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（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注
者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義
務を負う旨を定めなければならない。

３．請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合
には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同
様とする。

４．請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合
には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同
様とする。なお、調査要領等は別途、監督員が指示するものとする。

１－１－１５ 工事の一時中止

１．発注者は、契約書第２０条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請
負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部
又は一部の施工について一時中止をさせることができる。

（１）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行
が不適当又は不可能となった場合

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
（３）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった

場合
（４）第三者、請負者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合
２．発注者は、請負者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、発
注者が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は
一部の施工について一時中止させることができるものとする。

３．前１項及び２項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、工事現場
を適切に保全しなければならない。

１－１－１６ 設計図書の変更

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工
事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

１－１－１７ 工期変更

１．契約書第１５条第７項、第１７条第１項、第１８条第５項、第１９条、第２０条第３項、第
２１条及び第４３条第２項の規定に基づく工期の変更について、契約書第２３条の工期変
更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認するものとする。

２．請負者は、契約書第１８条第５項及び第１９条に基づき設計図書の変更又は訂正が行
われた場合、第１項において工期変更協議の対象であると確認された事項について、
必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書
第２３条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出しなけ
ればならない。
３．請負者は、契約書第２０条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となっ
た場合、第１項において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要
とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第２３条
第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。
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４．請負者は、契約書第２１条に基づき工期の延長を求める場合、第１項において工期
変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、
変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第２３条第２項に定める協議開始の
日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。

５．請負者は、契約書第２２条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短
縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第２３条第２項に
定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出しなければならない。

１－１－１８ 支給材料及び貸与物件

１．請負者は、支給材料及び貸与物件を契約書第１５条第８項の規定に基づき善良な管
理者の注意をもって管理しなければならない。

２．請負者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にそ
の残高を明らかにしておかなければならない。

３．請負者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、
その時点。）には支給品精算書を監督員に提出しなければならない。

４．請負者は、契約書第１５条第１項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を
受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の
１４日前までに監督員に提出しなければならない。
５．契約書第１５条第１項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督員の指示によ
るものとする。引渡場所からの積込み、荷下しを含む運搬に係る費用は請負者の負
担とする。

６．請負者は、契約書第１５条第９項「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の
規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返
還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。ま
た、返還に要する費用は請負者の負担とする。

７．請負者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得
なければならない。

８．請負者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
９．支給材料及び貸与物件の所有権は、請負者が管理する場合でも発注者に属するも
のとする。

１－１－１９ 工事現場発生品

１．請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、品質、規格及び数量を
記載した現場発生品調書を作成し、監督員に提出するとともに、その指示を受けて
処理しなければならない。

２．請負者は、第１項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡
しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督員の指示する場所で
監督員に引き渡さなければならない。

３．請負者は、前２項以外の現場発生品を自らの責任と費用で処分しなければならない。
１－１－２０ 建設副産物

１．請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、
設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計
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図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明
示がない任意の仮設工事に当たっては、監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、工事施工中においては、
産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により、適正に処理されていることを確認す
るとともに監督員に提示し、工事施工後においては、マニュフェストの写し等を監
督員に提出しなければならない。

３．請負者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成１４年５月
３０日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年
１０月２５日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなけれ
ばならない。

４．請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合に
は、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提
出しなければならない。

５．請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設
発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資
源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しな
ければならない。

６．請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工
事完了後速やかに実施状況を記録し監督員に提出しなければならない。

１－１－２１ 監督員による検査（確認を含む）及び立会等

１．請負者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会に当たっては、あ
らかじめ立会願を監督員に提出しなければならない。

２．監督員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために
必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求で
きるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。

３．請負者は、監督員による検査（確認を含む）及び立会に必要な準備、人員及び資
機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督員が製作工場において立会および監督員による検査（確認を含む）を

行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければ
ならない。

４．監督員による検査（確認を含む）及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。
ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。

５．請負者は、契約書第９条第２項第３号、第１３条第２項又は第１４条第１項若しくは
同条第２項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査（確認を含む）に合格し
た場合にあっても、契約書第１７条及び第３１条に規定する義務を免れないものとする。

６．段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
（１）請負者は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期、及び監督員が指示する施

工段階において、段階確認を受けなければならない。
（２）請負者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所

定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の
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実施について通知があった場合には、請負者は段階確認を受けなければならない。
（３）段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印し

た書面を、請負者は保管し検査時に提出しなければならない。
（４）請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機

会を提供するものとする。
７．監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができ
る。この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員
にこれらを提示し確認を受けなければならない。
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表１－１ 段階確認一覧表

種 別 細 別 確 認 時 期

指定仮設工 設置完了時

土工（掘削工） 土（岩）質の変化した時

道路土工（路床盛土工）
舗装工（下層路盤） プルーフローリング実施時

表層安定処理工 表層混合処理・路床安定処理 処理完了時

置換 掘削完了時

サンドマット 処理完了時

バーチカルドレーン工 サンドドレーン
袋詰式サンドドレーン
ペーパドレーン

施工時
施工完了時

締固め改良工 サンドコンパクションパイル 施工時
施工完了時

固結工 粉体噴射攪拌
高圧噴射攪拌
セメントミルク攪拌
生石灰パイル

施工時
施工完了時

薬液注入 施工時

矢板工
（仮設を除く）

鋼矢板
鋼管矢板

打込時
打込完了時

既製杭工 既製コンクリート杭
鋼管杭
Ｈ鋼杭

打込時
打込完了時（打込杭）
掘削完了時（中堀杭）
施工完了時（中堀杭）
杭頭処理完了時

場所打杭工 リバース杭
オールケーシング杭
アースドリル杭
大口径杭

掘削完了時
鉄筋組立て完了時
施工完了時
杭頭処理完了時

深礎工 土（岩）質の変化した時
掘削完了時
鉄筋組立て完了時
施工完了時
グラウト注入時

オープンケーソン基礎工
ニューマチックケーソン基礎工

鉄杳据え付け完了時
本体設置前（オープンケーソン）
掘削完了時（ニューマチック
ケーソン）
土（岩）質の変化した時
鉄筋組立て完了時

鋼管井筒基礎工 打込時
打込完了時
杭頭処理完了時
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種 別 細 別 確 認 時 期

置換工（重要構造物） 掘削完了時

築堤・護岸工 法線設置完了時

砂防えん堤 法線設置完了時

護岸工 法覆工（覆土施工がある場合） 覆土前

基礎工・根固工 設置完了時

重要構造物
函渠工（樋門・樋管含む）
躯体工（橋台）
ＲＣ躯体工（橋脚）
橋脚フーチング工
ＲＣ擁壁
砂防えん堤
堰本体工
排水機場本体工
水門工

土（岩）質の変化した時
床掘掘削完了時
鉄筋組立て完了時
埋戻し前

躯体工
ＲＣ躯体工

杳座の位置決定時

床版工 鉄筋組立て完了時

鋼橋 仮組立て完了時（仮組立てが
省略となる場合を除く）

ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工
プレビーム桁製作工
プレキャストブロック桁組立工
ＰＣホロースラブ製作工
ＰＣ版桁製作工
ＰＣ箱桁製作工
ＰＣ片持箱桁製作工
ＰＣ押出し箱桁製作工
床版・横組工

プレストレスト導入完了時
横締め作業完了時

プレストレスト導入完了時
縦締め作業完了時

ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時
（工場製作除く）

トンネル掘削工 土（岩）質の変化した時

トンネル支保工 支保工完了時
（支保工変化毎）

トンネル覆工 コンクリート打設前

コンクリート打設後

トンネルインバート工 鉄筋組立て完了時

地盤改良工（港湾） 置換工 施工時

サンドコンパクションパイル工
深層混合処理工

施工時
施工完了時

サンドドレーン 施工時

埋立工及び裏埋工（港湾） 裏埋工 施工時

ケーソン工（港湾） 製作工 鉄筋組立て完了時
曳航前
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種 別 細 別 確 認 時 期

ほ場整備工 整地工 基盤整地完了時

農地造成工 暗渠排水工 管布設完了時

管水路工 減圧水槽工 土（岩）質の変化した時

床掘掘削完了時

鉄筋組立て完了時

埋戻し前

ため池改修工 トレンチ 土質の変化した時

掘削完了時

第１層転圧時

トレンチ盛土１ｍ完了時

本堤土工 第１層転圧時

堤体盛土１ｍ完了時

底樋土工 土質の変化した時

床掘掘削完了時

均しコンクリート横埋戻し時

洪水吐掘削 土（岩）質の変化した時

床掘掘削完了時

構造物 底樋管布設完了時

鉄筋組立て完了時

埋戻し前

山腹工 法切工 土（岩）質の変化した時

土留工 床掘完了時

水路工 法切完了時

筋工 施工時

伏工 施工後

埋戻し前

森林整備 植栽 植栽前

植栽完了時

保育 下刈り、つる切完了時

本数調整伐、枝落、選木及び
伐倒完了時
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１－１－２２ 数量の算出

１．請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
２．請負者は、出来形測量の結果を基に、請負者の費用により、愛媛県が定める土木
工事数量算出要領及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員
に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、愛媛県
が定める土木工事施工管理基準を満たしていれば、設計図書の変更の対象としない
ものとする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量を

いう。
１－１－２３ 工事完成検査

１．請負者は、契約書第３１条の規定に基づき、工事完成届を発注者に提出しなければ
ならない。

２．請負者は、工事完成届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべ
て満たさなくてはならない。

（１）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成している
こと。

（２）契約書第１７条第１項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料等の資料の整備

がすべて完了していること。
（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結し

ていること。
３．監督員は、工事検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。
４．検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門
技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる
検査を行うものとする。

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を
行う。

（２）工事管理状況に関する書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
５．請負者は、愛媛県工事検査規程（昭和６３年４月愛媛県告示第５０９号）に基づく軽
微な破壊検査を行うことができるよう準備しなければならない。この場合、工事検
査による掘削、破壊、削孔、抜取り等の箇所は、工事検査終了後、直ちに復旧しな
ければならない。

６．検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて
修補の請求を行うことができるものとする。

７．修補の完了が確認された場合は、その請求の日から補修完了の確認の日までの期
間は、契約書第３１条第２項に規定する期間に含めないものとする。

８．請負者は、当該工事完成検査については、第１編１－１－２１第３項の規定を準用
する。

１－１－２４ 既成部分検査等

１．請負者は、契約書第３７条第２項の部分払の確認の請求を行った場合、又は契約書
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第３８条第１項の工事の完成の通知を行った場合は、既成部分に係わる検査を受けな
ければならない。

２．請負者は、契約書第３７条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受
ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、発注者に提出しなければならない。

３．検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門
技術者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、
次の各号に掲げる検査を行うものとする。

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を
行う。

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
４．請負者は、検査員の請求による修補については、前条の第６項の規定に従うもの
とする。

５．請負者は、当該既成部分検査については、１－１－２１第３項の規定を準用する。
６．監督員は、既成部分検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。
７．請負者は、契約書第３４条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける
前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。

１－１－２５ 中間検査

１．請負者は、愛媛県工事検査規程に基づく中間検査を受けなければならない。
２．検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門
技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる
検査を行うものとする。

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を
行う。

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
３．請負者は、検査員の請求による修補については、１－１－２３の第６項の規定に従
うものとする。

４．請負者は、当該中間検査については、１－１－２１第３項の規定を準用する。
５．監督員は、中間検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。

１－１－２６ 部分使用

１．発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。
２．請負者は、発注者が契約書第３３条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行
う場合には、中間検査を受けるものとする。

１－１－２７ 施工管理

１．請負者は、工事の施工に当たっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、
品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。

２．監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管
理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、請負者は、監督員の
指示に従うものとする。これに伴う費用は、請負者の負担とするものとする。

（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合
（２）管理試験結果が限界値に異常接近した場合
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（３）試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
（４）前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
３．請負者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、
工事名、工期、発注者名及び請負者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速
やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、
監督員の承諾を得て省略することができるものとする。

４．請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
５．請負者は、工事に使用する指定機械及び主要な船舶を搬入・搬出する際には、監
督員に通知しなければならない。

６．請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼ
さないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ
通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。また、損傷が請負者の過失
によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原形に復元しなければならない。

７．請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及
び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。

８．請負者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び関係官公庁
へ通知し、その指示を受けるものとする。

９．請負者は、愛媛県が定める土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記
録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。た
だし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、愛媛県が定める土木工事施工管理基準に定められていない工種については、

監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
１－１－２８ 履行報告

請負者は、契約書第１１条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告しなければなら
ない。

１－１－２９ 工事関係者に対する措置請求

１．発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関し
て、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明
示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２．発注者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現
場代理人を兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵
守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その
理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

１－１－３０ 工事中の安全確保

１．請負者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成
１３年３月２９日）、建設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長 平
成６年１１月１日）、「港湾工事安全施工指針（社）日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安
全施工指針（社）日本潜水協会」及び「作業船団安全運行指針（社）日本海上起重
技術協会」を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止
を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請
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負者を拘束するものではない。
２．請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の
支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。

３．請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達、平成５年１月１２
日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。

４．請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書によ
り建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければ
ならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、
それを使用することができる。

５．請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及
ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。

６．請負者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を
払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。

７．請負者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、
その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。

８．請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは
連絡を行い安全を確保しなければならない。

９．請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休
憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極
的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

１０．請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割
当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に現場に即した安全に関する研
修・訓練等を実施しなければならない。

（１）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
（２）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
（３）当該工事内容等の周知徹底
（４）当該工事における災害対策訓練
（５）当該工事現場で予想される事故対策
（６）その他、安全・訓練等として必要な事項
１１．前項の実施に当たり、「共通仕様書」「労働安全衛生規則」「土木工事安全施工技
術指針」等の諸規定・法令について、工事の現場施工に関係する項目を把握・理解
し、初回の安全訓練で作業員全員に研修し、理解させなければならない。なお、作
業員全員への研修は、原則として現場代理人が行うものとする。

１２．安全に関する研修・訓練等の具体的な実施計画の作成に当たっては、工事の内容
に応じた具体的な計画を作成するとともに、作業員全員への研修を行う諸規定・法
令の関係項目を具体的に記載し、工事着手前に監督員に提出しなければならない。

１３．工事完了時の安全に関する研修・訓練等の実施結果資料の提出に当たっては、実
施状況写真、実施内容、出席者の判る資料、諸規定・法令の関係項目の研修プログ
ラム及び研修資料の写し等を共通仕様書で定める他の資料とともに添付し、監督員
の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
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１４．請負者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、
港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及
び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

１５．請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負
業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の
措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織す
るものとする。

１６．発注者が、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第３０条第１項に規定する措置
を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負
者はこれに従うものとする。

１７．請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関
連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等
については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

１８．災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先さ
せるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に通知しな
ければならない。

１９．請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位
置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。

２０．請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、
その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。

２１．請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとと
もに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。

１－１－３１ 爆発及び火災の防止

１．請負者は、火薬類の使用については、以下の規定によらなければならない。
（１）請負者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要があ

る場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁
の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳の写し

を監督員に提出しなければならない。
（２）請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用

計画書を提出しなければならない。
（３）現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警

報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周
辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。

２．請負者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
（１）請負者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使

用場所及び日時、消火設備等を記載した計画書を監督員に提出しなければならない。
（２）請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけ

ればならない。
（３）請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示
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を行い、周辺の整理に努めなければならない。
（４）請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。

１－１－３２ 後片付け

請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、
残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、
かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足

場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
１－１－３３ 事故報告書

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、監
督員に通報するとともに、監督員が指示する様式（工事事故報告書）で指示する期日
までに、提出しなければならない。

１－１－３４ 環境対策

１．請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、
昭和６２年４月１６日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気
汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十
分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

２．請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ
監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三
者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応に当たり、その
交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくととも
に、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

３．監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への
損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果た
し、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めること
ができる。この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。

４．請負者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災
害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。

５．請負者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、
工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、請負者
は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。

１－１－３５ 文化財の保護

１．請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財
の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、
監督員に報告し、その指示に従わなければならない。

２．請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注
者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者と
しての権利を保有するものである。

１－１－３６ 交通安全管理

１．請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の
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落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特
に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者
に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第２８条によって処置するものとする。

２．請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事に
ついては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期
間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、そ
の他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

３．請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送
をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な
事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダ
ンプトラックを使用する場合、次の事項に留意し、過積載防止に努めなければなら
ない。また、下請負人についても十分に指導しなければならない。

（１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませてはならない。
（２）さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませてはならない。
（３）過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長

することのないようにしなければならない。
（４）当該工事において、取引関係のあるダンプカー事業車が過積載を行い、また、

さし枠装着車等を土砂運搬にしようとしている場合は、早急に不正状態を解消す
る措置を講じなければならない。

（５）建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請負人及び骨材納入業者の
利益を不当に害することのないようにしなければならない。

４．請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全につい
て、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画
線及び道路標示に関する命令（昭和３５年１２月１７日総理府・建設省令第３号）、道路
工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和３７年８月３０日）
及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和４７年２月）
に準じ、安全対策を講じなければならない。

５．請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書
の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

６．請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び
使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負
者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、
標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。

７．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において
使用するものとする。

８．請負者は、他の請負者と工事用道路を共用する必要がある場合においては、関連
する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

９．公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管
してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を
中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物
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を撤去しなくてはならない。
１０．工事の性質上、請負者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道
路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み
替えるものとする。

１１．請負者は、工事の施工に当たっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、
必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区
域を航行又はえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければな
らない。

１２．請負者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を海中に落
とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除
けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、監督員及び関係官公庁に通知し
なければならない。

１３．請負者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなけれ
ばならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措
置を講じるとともに監督員及び関係官公庁に通知しなければならない。

１４．請負者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（昭和３６年政令第２６５
号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第４７条
の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。

ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態に
おけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を
含む。

１－１－３７ 安全対策

１．請負者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、一般交通に支障を来
すことを未然に防ぎ、もって公共工事の円滑な執行に資することを理解し、適正に

表１－１ 一般的制限値

車両の諸元 一 般 的 制 限 値

幅
長さ
高さ
重量 総 重 量

軸 重
隣接軸重
の 合 計

輪 荷 重
最小回転半径

２．５ｍ
１２．０ｍ
３．８ｍ
２０．０ｔ（但し、高速自動車国道・指定道路については、

軸距・長さに応じ最大２５．０ｔ）
１０．０ｔ
隣り合う車軸に係る軸距１．８ｍ未満の場合は１８ｔ
（隣り合う車軸に係る軸距が１．３ｍ以上で、かつ、当
該隣り合う車軸に係る軸重が９．５ｔ以下の場合は１９ｔ）、
１．８ｍ以上の場合は２０ｔ
５．０ｔ
１２．０ｍ
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工事を実施しなければならない。
２．請負者は、工事の施工に当たって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位
置及び配置期間等について監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変
更が生じた場合も同様とする。

３．請負者は、工事の施工に当たって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内
容の判る写真及び交通整理員の雇用実績を所定の様式により、その他の資料と併せ
て提出しなければならない。

１－１－３８ 施設管理

請負者は、工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）又は部分使用施設（契
約書第３３条の適用部分）について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っ
ても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるもの
とする。なお、当該協議事項は、契約書第９条の規定に基づき処理されるものとする。

１－１－３９ 諸法令の遵守

１．請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、
諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令
は以下に示す通りである。

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）
（３）下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）
（４）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）
（５）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）
（６）作業環境測定法（昭和５０年法律第２８号）
（７）じん肺法（昭和３５年法律第３０号）
（８）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）
（９）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）
（１０）健康保険法（昭和１１年法律第７０号）
（１１）中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）
（１２）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）
（１３）出入国管理及び難民認定法（平成３年法律第９４号）
（１４）道路法（昭和２７年法律第１８０号）
（１５）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）
（１６）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）
（１７）道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）
（１８）砂防法（明治３０年法律第２９号）
（１９）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）
（２０）河川法（昭和３９年法律第１６７号）
（２１）海岸法（昭和３１年法律第１０１号）
（２２）港湾法（昭和２５年法律第２１８号）
（２３）港則法（昭和２３年法律第１７４号）
（２４）漁港法（昭和２５年法律第１３７号）
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（２５）下水道法（昭和３３年法律第７９号）
（２６）航空法（昭和２７年法律第２３１号）
（２７）公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）
（２８）軌道法（大正１０年法律第７６号）
（２９）森林法（昭和２６年法律第２４９号）
（３０）環境基本法（平成５年法律第９１号）
（３１）火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）
（３２）大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）
（３３）騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）
（３４）水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）
（３５）湖沼水質保全特別措置法（昭和５９年法律第６１号）
（３６）振動規制法（昭和５１年法律第６４号）
（３７）廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
（３８）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）
（３９）砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）
（４０）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）
（４１）消防法（昭和２３年法律第１８６号）
（４２）測量法（昭和２４年法律第１８８号）
（４３）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）
（４４）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）
（４５）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）
（４６）土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）
（４７）駐車場法（平成１１年１２月改正 法律第１６０号）
（４８）海上交通安全法（昭和４７年法律第１１５号）
（４９）海上衝突予防法（昭和５２年法律第６２号）
（５０）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）
（５１）船員法（昭和２２年法律第１００号）
（５２）船舶職員法（昭和２６年法律第１４９号）
（５３）船舶安全法（昭和８年法律第１１号）
（５４）自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）
（５５）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）
（５６）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）
（５７）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）
（５８）河川法施行法（昭和３９年法律第１６８号）
（５９）緊急失業対策法（昭和２４年法律第８９号）
（６０）技術士法（昭和５８年法律第２５号）
（６１）漁業法（昭和２４年法律第２６７号）
（６２）漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）
（６３）空港整備法（昭和３１年法律第８０号）
（６４）計量法（平成４年法律第５１号）
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（６５）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）
（６６）航路標識法（昭和２４年法律第９９号）
（６７）資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）
（６８）最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）
（６９）職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）
（７０）所得税法（昭和４０年法律第３３号）
（７１）水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）
（７２）船員保険法（昭和１４年法律第７３号）
（７３）著作権法（昭和４５年法律第４８号）
（７４）電波法（昭和２５年法律第１３１号）
（７５）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

（昭和４２年法律第１３１号）
（７６）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８４号）
（７７）農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）
（７８）毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）
２．請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注
者に及ばないようにしなければならない。

３．請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令に
照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に報告
し、その確認を求めなければならない。

１－１－４０ 官公庁等への手続等

１．請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなけれ
ばならない。

２．請負者は、工事施工に当たり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関
への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。

３．請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書
により事前に監督員に報告しなければならない。

４．請負者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを監督員に提出
しなければならない。

５．請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。な
お、請負者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員に報告
し、その指示を受けなければならない。

６．請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めな
ければならない。

７．請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべ
き場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

８．請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任
において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これ
らの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。

９．請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する
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等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従う
ものとする。

１－１－４１ 施工時期及び施工時間の変更

１．請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要
がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜
間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければ
ならない。

１－１－４２ 工事測量

１．請負者は、工事請負契約の締結後速やかに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工
事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。
測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受け
なければならない。なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準とな
る点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。

２．請負者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等
を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければなら
ない。変動や損傷が生じた場合、監督員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等
を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。

３．請負者は、用地幅杭、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点及び重要な工事用測量標
を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承
諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報
告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間
に紛争等が生じないようにしなければならない。

４．請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければなら
ない。

５．請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭
の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任
を負わなければならない。

６．水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準
面を基準として行うものとする。

１－１－４３ 提出書類

１．請負者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集等に基づいて、監督員に提出し
なければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなけれ
ばならない。

２．請負者は、電子納品を行う場合は、「愛媛県工事完成図書の電子納品要領（案）」
（以下「要領」という）に基づき、電子記憶媒体にして提出するものとする。なお、
「要領」で特に記載のない項目については別途監督員と協議するものとする。

１－１－４４ 不可抗力による損害

１．請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第２９
条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知するものとする。
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２．契約書第２９条第１項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げ
るものをいう。

（１）波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等

以上と認められる場合
（２）降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。

� ２４時間雨量（任意の連続２４時間における雨量をいう。）が８０㎜以上
� １時間雨量（任意の６０分における雨量をいう。）が２０㎜以上
� 連続雨量（任意の７２時間における雨量をいう。）が１５０㎜以上
� その他設計図書で定めた基準

（３）強風に起因する場合
最大風速（１０分間の平均風速で最大のものをいう。）が１５ｍ／秒以上あった場合

（４）河川沿いの施設に当たっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずる出水に
より発生した場合

（５）地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたっ
て他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

３．契約書第２９条第２項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基
づくもの」とは、設計図書及び契約書第２６条に規定する予防措置を行ったと認めら
れないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。

１－１－４５ 特許権等

１．請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告
するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、
出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。

２．発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号第２条
第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注
者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、

発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
１－１－４６ 保険の付保及び事故の補償

１．請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金
共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれ
らの保険に加入しなければならない。

２．請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に
対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

３．請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収
納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヵ月以内に、発注者に提出しなけれ
ばならない。

１－１－４７ 臨機の措置

１．請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ
ればならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監
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督員に通知しなければならない。
２．監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動
その他自然的又は人為的事象（以下「天災等」という。）に伴ない、工事目的物の
品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負
者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

１－１－４８ デジタル写真の編集

請負者は、デジタルカメラ等の電子媒体による写真を撮影し、提出する場合は、国
土交通省の「デジタル写真管理情報基準（案）」に準拠した提出を原則としなければ
ならない。ただし、工事写真の編集については、監督員の承諾を得た場合に限り、回
転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は認めることとするが、編集を行う写真につ
いては、補正前の写真データを別途保存しておくことを原則とし、監督員が請求した
場合は速やかにこれを提出しなければならない。なお、補正前の写真データの保存期
間は、納品後３年とする。

１－１－４９ 電子データの提出

請負者は、書類等を電子データで提出する場合は、セキュリティー対策を十分に行
わなければならない。なお、電子データの提出に当たっては、信頼できる最新のウイ
ルス対策ソフトでウイルスチェックを行い、電子データがウイルスに感染していない
ことを確認しなければならない。

１－１－５０ 間伐材の利用促進

１．地球環境保護と環境負荷低減の立場から、間伐材の利用促進を図るため、本工事
に使用する木材については、丁張板や現場立ち入り防止柵等の任意仮設を含め、愛
媛県産間伐材を優先し使用しなければならない。

２．木材の使用がある場合には、第１編１－１－５施工計画書第１項の施工計画書に
記載するとともに、木材利用計画書を作成しなければならない。

３．木材の使用に当たっては、出荷元より産地証明書を受け、監督員に提示しなけれ
ばならない。なお、間伐材にあっては、素材、製材を問わずシール等により、現場
で容易に間伐材であることが判別できるものを使用するよう努めなければならない。

４．工事完成時には、木材利用実績書及び産地証明書の写しを監督員に提出しなけれ
ばならない。

－２７－



第２章 一般施工

第１節 適 用
１．本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積（張）工、
一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類
する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第２編材料編及び第１編第４章無筋・鉄筋
コンクリートの規定によるものとする。

第２節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらな

ければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の
規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（�共通編�鋼橋編）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（�共通編�下部構造編）
日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧
日本道路協会 鋼道路橋塗装便覧
日本道路協会 舗装試験法便覧
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説
建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和４９年７月）
建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について（平成２年９月）
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針
建設省 仮締切堤設置基準（案）（平成１０年６月）
環境庁 水質汚濁に係わる環境基準について（告示）（昭和４６年１２月）
建設省 防護柵の設置基準の改訂について（平成１０年１１月）
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説
日本道路協会 杭基礎施工便覧
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説
日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針
日本道路協会 道路土工－施工指針
日本道路協会 道路土工－のり面・斜面安定工指針
日本道路協会 道路土工－擁壁工指針
日本道路協会 道路土工－カルバート工指針
日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針
日本道路協会 道路土工－排水工指針
日本道路協会 舗装施工便覧
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について（昭和５３年７月）
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建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針
建設省 道路付属物の基礎について（昭和５０年７月）
日本道路協会 道路標識設置基準
日本道路協会 視線誘導標設置基準
建設省 土木構造物設計マニュアル（案）［土工構造物・橋梁編］（平成１１年１１月）
建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）

［ボックスカルバート・擁壁編］（平成１１年１１月）
建設省 建設副産物適正処理推進要綱
労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン

（平成１２年１２月）
国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）［樋門編］（平成１３年１２月）
国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）

（平成１３年１２月）
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン（平成４年１０月）
日本道路協会 舗装設計施工指針
日本道路協会 舗装性能評価法
日本道路協会 舗装設計便覧
日本道路協会 舗装再生便覧

第３節 共通的工種
２－３－１ 一般事項

本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工、矢板工、法枠工、吹付工、
植生工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、
桁製作工、工場塗装工、コンクリート面塗装工、支給運搬工その他これらに類する工
種について定めるものとする。

２－３－２ 材 料

１．縁石工で使用するアスカーブの材料は、第１編２－６－２アスファルト舗装の材
料の規定によるものとする。

２．縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する
材料は、第２編２－７－２セメントコンクリート製品の規定によるものとする。ま
た、長尺物の緑石についてはＪＩＳＡ５３０７に準ずるものとする。

３．小型標識工に使用する反射シートは、ＪＩＳＺ９１１７（保安用反射シート及びテー
プ）又は、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。

４．塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、

その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合請負者は、めっ
き面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をＪＩＳＧ３３０２（溶融亜鉛めっ
き鋼板及び鋼帯）構造用（Ｚ２７）の２７５ｇ／�（両面付着量）以上とし、防錆を施
さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、
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内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負
者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用い
て、２０�以上の塗装厚としなければならない。

（４）請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がＪＩＳＧ
３５２５（ワイヤーロープ）で定めた３００ｇ／�以上の亜鉛めっきを施さなければなら
ない。

（５）請負者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内
外面とも塗装を行わなければならない。

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、
（１）、（２）により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス
製品を用いる場合は、無処理とするものとする。

５．亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるもの
とする。

（１）請負者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施
さなければならない。

（２）請負者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合
ＪＩＳＨ８６４１（溶融亜鉛めっき）２種（ＨＤＺ５５）の５５０ｇ／�（片面の付着量）以上と
し、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は同じく２種（ＨＤＺ３５）の３５０ｇ／�
（片面の付着量）以上としなければならない。

（３）ガードレール用ビームの板厚が３．２㎜未満となる場合については、上記の規定
にかかわらず本条１項の規定によるものとする。また、請負者は、歩行者、自転
車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、
（２）のその他の部材の場合によらなければならない。

（４）請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が３００ｇ／�以上の亜
鉛めっきを施さなければならない。

６．請負者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の
形状及び性能を有するものを使用しなければならない。

（１）反射体
� 請負者は、形状が丸型で直径７０㎜以上１００㎜以下の反射体を用いなければな
らない。また、請負者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入ら
ない構造としなければならない。

� 請負者は、色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなけれ
ばならない。
白色 ０．３１＋０．２５ｘ≧ｙ≧０．２８＋０．２５ｘ

０．５０≧ｘ≧０．４１
橙色 ０．４４≧ｙ≧０．３９

ｙ≧０．９９－ｘ
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ただし、ｘ、ｙはＪＩＳＺ８７０１（色の表示方法－ＸＹＺ表色系及びＸ１０Ｙ１０Ｚ
１０表色系）の色度座標である。
� 請負者は、反射性能がＪＩＳＤ５５００（自動車用ランプ類）に規定する反射性試
験装置による試験で、表２－１に示す値以上である反射体を用いなければなら
ない。

（２）支 柱
� 請負者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなけれ
ばならない。

� 請負者は、白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。
� 使用する支柱の諸元の標準は表２－２に示すものとする。

� 塗装仕上げする鋼管の場合
１）請負者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場に
て仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、請負者は、めっき面に燐
酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。

表２－２ 支柱の諸元

注）（ ）書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。

表２－１ 反射体

（単位：ｃｄ／１０．７６lx）

注）上表は、反射有効径７０㎜の場合の値である。

反射体の色

観測角 入射角

白 色 橙 色

０° １０° ２０° ０° １０° ２０°

０．２° ３５ ２８ ２１ ２２ １８ １３

０．５° １７ １４ １０ １１ ９ ６

１．５° ０．５５ ０．４４ ０．３３ ０．３４ ０．２８ ０．２０

設置
場所

設 置 条 件
長 さ
（㎜）

材 質

鋼 アルミニウム合金 合成樹脂

反射体の
設置高さ
（㎝）

基礎の種類 外径×厚さ
（㎜）×（㎜）

外径×厚さ
（㎜）×（㎜）

外径×厚さ
（㎜）×（㎜）

一般道 ９０
コンクリート基礎 １，１５０ ３４×２．３

以上
４５×３

以上
６０×４．５
（８９）以上土中埋込基礎 １，４５０

自動車
専用道

９０ コンクリート基礎 １，１７５ ３４×１．６
以上

３４×２
以上

６０×３．５
以上１２０ コンクリート基礎 １，５２５
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２）請負者は、亜鉛の付着量をＪＩＳＧ３３０２（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
構造用＜Ｚ２７＞の２７５ｇ／�（両面付着量）以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、請負者は、内面を塗装そ

の他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上
とするものとする。

３）請負者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、２０�以上の塗
装で仕上げ塗装しなければならない。

� 亜鉛めっき地肌のままの場合
請負者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がＪＩＳＨ８６４１

（溶融亜鉛めっき）２種（ＨＤＺ３５）の３５０ｇ／�（片面の付着量）以上の溶融
亜鉛めっきを施さなければならない。請負者は、ボルト、ナットなども溶融亜
鉛めっきで表面処理をしなければならない。

２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）

１．請負者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければ
ならない。

２．請負者は、作業土工における床掘りの施工に当たり、特に指定のない限り、地質
の硬軟、地形及び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘
り下げなければならない。
３．請負者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、
応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が
生じないように施工しなければならない。

５．請負者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を
超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超え
て発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、
修復個所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法
で施工しなければならない。

６．請負者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるな
どして排除しなければならない。

７．請負者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床
掘りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければな
らない。

８．請負者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書におけ
る関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。

９．請負者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層
の仕上り厚を３０�以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。

１０．請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
１１．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固
め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い
場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
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１２．請負者は、埋戻しを行うに当たり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しない
ように、埋戻さなければならない。

１３．請負者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻
しに当たり、埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければ
ならない。

１４．請負者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
２－３－４ 矢板工

１．矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板、及び可とう鋼
矢板をいうものとする。

２．鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。なお、これにより難
い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。

３．請負者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、
設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種
類等に応じたものを選ばなければならない。

４．請負者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒
れを防止し、また、隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。

５．請負者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合
は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

６．請負者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くように締付けを行わ
なければならない。

７．請負者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止め
を併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。

８．請負者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じ
ないようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される
場合は、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。

９．請負者は、鋼矢板の運搬、保管に当たり、変形を生じないようにしなければなら
ない。

１０．請負者は、腹起しの施工に当たり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じ
た場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。

１１．請負者は、腹起しの施工に当たり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するも
のとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。

１２．請負者は、コンクリート矢板の運搬に当たり、矢板を２点以上で支えなければな
らない。

１３．請負者は、コンクリート矢板の保管に当たり、矢板を水平に置くものとし、３段
以上積み重ねてはならない。

１４．請負者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量
以上、錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。

１５．請負者は、鋼矢板防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければ
ならない。

１６．請負者は、鋼矢板防食を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部
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材を傷付けないようにしなければならない。
１７．請負者は、控え版の施工に当たり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索
材に曲げが生じぬように施工しなければならない。

１８．請負者は、控え版の据え付けに当たり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取
付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。

２－３－５ 法枠工

１．法枠工とは、掘削（切土）又は、盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法
枠及び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリー
ト又は、モルタルによる吹付法枠を施工するものである。

２．請負者は、法枠工を盛土面に施工するに当たり、盛土表面を締固め、平滑に仕上
げなければならない。のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し、すべら
ないように積み上げなければならない。

３．請負者は、法枠工を掘削面に施工するに当たり、切り過ぎないように平滑に切取
らなければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなけ
ればならない。

４．請負者は、法枠工の基面処理の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定
のために除去しなければならない。なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合に
は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

５．請負者は、法枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安
定に影響を及ぼさぬようにしなければならない。

６．請負者は、プレキャスト法枠の設置に当たり、枠をかみ合わせ、滑動しないよう
に積み上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用
いる場合は、滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。

７．請負者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて
補強する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。

８．請負者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら
施工しなければならない。

９．請負者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の
下端から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動の
ないように密に施工しなければならない。

１０．請負者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充てんし
ながら施工しなければならない。

１１．請負者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないよ
うに施工しなければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルな
どで充てんしなければならない。

１２．請負者は、吹付けに当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならな
い。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。

１３．請負者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、
吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなけれ
ばならない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬
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化する前に清掃除去しなければならない。
１４．請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれが
あると予測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１５．請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料
の上に吹付けてはならない。

１６．請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモ
ルタル等が付着するように仕上げるものとする。

１７．請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材
料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。

１８．請負者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないよ
うに施工しなければならない。

２－３－６ 吹付工

１．請負者は、吹付工の施工に当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければ
ならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとし、
請負者は、施工前に配合報告書を監督員に提出しなければならない。

２．請負者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、及び浮石等の吹付け材の付
着に害となるものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前
に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土
砂が散乱しないように、打固めなければならない。

３．請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれが
あると予測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を
確保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。
また、金網の継手のかさね巾は、１０㎝以上かさねなければならない。

５．請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部よ
り順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。

６．請負者は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなる
ように施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の
付着に害となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから吹付けなければならな
い。

７．請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモ
ルタル等が付着するように仕上げるものとする。

８．請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材
料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。

９．請負者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないよ
うに施工しなければならない。

１０．請負者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によるもの
とする。

１１．請負者は、法肩の吹付けに当たっては、雨水などが浸透しないように地山に沿っ
て巻き込んで施工しなければならない。
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２－３－７ 植生工

１．種子散布は、ポンプを用いて基盤材（木質繊維ファイバー）等を厚さ１㎝未満に
散布するものとする。客土吹付は、ポンプ又はモルタルガンを用いて客土（黒ボク
等）を厚さ１～３㎝に吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプ又はモルタ
ルガンを用いて植生基材（土、木質繊維等）又は有機基材（バーク堆肥、ピートモ
ス等）等を厚さ１～１０㎝に吹付けるものとする。

２．請負者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなけれ
ばならない。また、工事実施の配合決定に当たっては、発芽率を考慮のうえ決定し、
設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

３．請負者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌
特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督員の
確認を受けなければならない。

４．請負者は、芝付けを行うに当たり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上
げなければならない。

５．請負者は、現場に搬入された芝は、すみやかに芝付けするものとし、直射光、雨
露にさらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、請負
者は、芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。なお工事完了引渡し
までに枯死した場合は、請負者は、その原因を調査し、監督員に報告するとともに、
再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。

６．請負者は、張芝、筋芝、人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝
とは、堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾１０～１５㎝程度に張
る芝をいうものとする。

７．請負者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を
用いて地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布
し、土羽板等で打ち固めるものとする。

８．請負者は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当り２～３本の芝串で固定しな

図２－１ 耳 芝
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ければならない。また、張付けに当たっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通
さず施工しなければならない。

９．請負者は、筋芝の施工に当たり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに
従い所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。
芝片は、法面の水平方向に張るものとし、間隔は３０�を標準とし、これ以外による
場合は設計図書によるものとする。

１０．夏季における晴天時の散水は、日中を避け朝又は夕方に行うものとする。
１１．請負者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなけ
ればならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから
施工しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場
合は、請負者は、その原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し、施工結
果を監督員に報告しなければならない。

１２．種子吹付工及び客土吹付工の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
（１）種子吹付に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）を行い、

その結果を監督員に提出した後、着手するものとする。
（２）施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されていない場

合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も
継続した散水養生を行うものとする。

（３）請負者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければ
ならない。

（４）請負者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければな
らない。

（５）請負者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。
（６）請負者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、

吹付け面を荒らさないようにしなければならない。
１３．厚層基材吹付の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
（１）請負者は、施工する前及び施工に当たり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害

となるものを、除去しなければならない。
（２）請負者は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。
１４．植生ネット工の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
（１）請負者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。
（２）請負者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取

付けなければならない。
１５．請負者は、種子帯の施工に当たり、種子帯の切断が生じないように施工しなけれ
ばならない。

１６．請負者は、種子帯の施工に当たり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければ
ならない。

１７．請負者は、植生穴の施工に当たり、あらかじめマークした位置に、所定の径と深
さとなるように削孔しなければならない。

１８．請負者は、植生穴の施工に当たり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなけ
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ればならない。
１９．請負者は、芝の植栽及び種子による植生工において、工事が完成し引渡しがあっ
た後１年以内に発芽せず、又は枯死した場合は、請負者の費用負担により、これと
同じ又は同等以上の規格のもので、再施工をしなければならない。

２０．前項の場合において、請負者は、施工の時期について監督員と協議しなければな
らない。

２－３－８ 縁石工

１．縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付
けるものとする。敷モルタルの配合は、１：３（セメント：砂）とし、この敷モル
タルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合
うよう十分注意して据付けなければならない。

２．アスカーブの施工については、第１編２－６－５アスファルト舗装工の規定によ
るものとする。

３．アスカーブの施工に当たり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄
で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき、又は雨天時
には施工してはならない。

２－３－９ 小型標識工

１．請負者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射
材料を用いなければならない。

２．請負者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色
部分は無反射としなければならない。

３．請負者は、標示板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）しラッカーシ
ンナー又は表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、
反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。

４．請負者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。
やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を
記載し、使用に当たっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業に
よる貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴム
ローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が１０℃以下における屋外
での貼付け及び０．５�以上の貼付けは行ってはならない。

５．請負者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを
行わなければならない。

６．請負者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふ
くれのないよう均一に仕上げなければならない。

７．請負者は、２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使
用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行
い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしな
ければならない。

８．請負者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、５～１０㎜程度重
ね合わせなければならない。
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９．請負者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シー
ト表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー
処理の必要はないものとする。

１０．請負者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を
円弧に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。

１１．請負者は、取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において
溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。

１２．請負者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）
などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。

１３．請負者は、支柱素材についても本条１２項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止め
ペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。

１４．請負者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたっ
て変色、退色しないものを用いなければならない。

１５．請負者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合、その付着
量をＪＩＳＨ８６４１（溶融亜鉛メッキ）２種の（ＨＤＺ５５）５５０ｇ／�（片面の付着量）以上
としなければならない。ただし、厚さ３．２㎜未満の鋼材については２種（ＨＤＺ３５）
３５０ｇ／�（片面の付着量）以上とするものとする。

１６．請負者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、メッキ及び後処理作業をＪＩＳＨ
９１２４（溶融亜鉛メッキ作業標準）の規定により行わなければならない。なお、ネジ
部はメッキ後ネジさらい、又は遠心分離をしなければならない。

１７．請負者は、メッキ後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去
し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。

１８．ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで４００
～５００ｇ／�、又は塗装厚は２回塗りで、４０～５０�とするものとする。

１９．ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾
燥状態になっていることを確認して行うものとする。

２－３－１０ 防止柵工

１．請負者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるとき、
又は位置が明示されていない場合には、監督員と設計図書に関して協議しなければ
ならない。

２．請負者は、支柱の施工に当たって、地下埋設物に破損や障害を発生させないよう
にするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。

３．塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に請負者は、ケー
ブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをＪＩＳＨ８６４１（溶融亜鉛めっき）２種（ＨＤＺ
３５）の３５０ｇ／�（片面付着量）以上となるよう施工しなければならない。

２－３－１１ 路側防護柵工

１．請負者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固
に建て込まなければならない。この場合請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生さ
せないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
２．請負者は、支柱の施工に当たって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支
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柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
３．請負者は、支柱の施工に当たって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防
護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき、又は位置が明
示されていない場合、監督員と設計図書に関して協議して定めなければならない。

４．請負者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対して
ビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなけれ
ばならない。

５．請負者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンク
リートが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にか
かる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。

６．請負者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こ
さないようにするとともに所定の張力（Ａは２０ｋＮ、Ｂ種及びＣ種は９．８ｋＮ）を与
えなければならない。

２－３－１２ 区画線工

１．請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の
水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。

２．請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、
施工時間帯、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打
ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。

３．請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図
を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。

４．請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、塗料の路面への接着をよ
り強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。

５．請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、やむを得ず気温５℃以下
で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しな
ければならない。

６．請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、常に１８０℃～２２０℃の温度
で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。

７．請負者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビー
ズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなけれ
ばならない。

８．請負者は、区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面
への影響を最小限にとどめなければならない。また、請負者は消去により発生する
塗料粉じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。

２－３－１３ 道路付属物工

１．請負者は、視線誘導標の施工に当たって、設置場所、建込角度が安全かつ、十分
な誘導効果が得られるように設置しなければならない。

２．請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を打込む方法によって施工する場
合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込ま
なければならない。また、請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないよう
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に施工しなければならない。
３．請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によっ
て施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

４．請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンク
リート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、そ
の位置に支障があるとき、また、位置が明示されていない場合は、設計図書に関し
て監督員と協議しなければならない。

５．請負者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければ
ならないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならな
い。ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関し
て監督員と協議しなければならない。

６．請負者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければ
ならないが、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議
しなければならない。

２－３－１４ 桁製作工

１．製作加工については、下記の規定によるものとする。
（１）原寸

� 請負者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障
がないかどうかを確認しなければならない。

� 請負者は、原寸図の一部又は全部を省略する場合は、設計図書に関して監督
員の承諾を得なければならない。

� 請負者は、ＪＩＳＢ７５１２（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用しな
ければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承
諾を得なければならない。

� 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用に当たって、温度補正を行わなけれ
ばならない。

（２）工作
� 請負者は、主要部材の板取りは、主たる応力の方向と圧延方向とが一致する
ことを確認し、行わなければならない。
ただし、圧延直角方向について、ＪＩＳＧ３１０６（溶接構造用圧延鋼材）の機

械的性質を満足する場合は、除くものとする。
また、連結板などの溶接されない部材についても除くものとする。
なお、板取りに関する資料を保管し、完成検査時に提出しなければならない。

ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は、直ちに提示しなければ
ならない。

� 請負者は、けがきに当たって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ
傷をつけてはならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承
諾を得なければならない。

� 請負者は、主要部材の切断を自動ガス切断により行うものとする。なお、自
動ガス切断以外の切断方法とする場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得
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なければならない。なお、フィラー・タイプレート、形鋼、板厚１０㎜以下のガ
セット・プレート、補剛材は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、
かえり、不揃い等のある場合は縁削り又はグラインダー仕上げを行って平滑に
仕上げるものとする。

� 請負者は、塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の
角は１～２㎜の直線又は曲面状に面取りを行わなければならない。

� 請負者は、鋼材の切断面の表面のあらさを、５０�以下にしなければならない。
� 請負者は、孔あけに当たって、設計図書に示す径にドリル又はドリルとリー
マ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材（道示による）
で板厚１６�以下の材片は、押抜きにより行うことができるものとする。
また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、型

板を使用するものとする。ただし、ＮＣ穿孔機を使用する場合は、型板を使用
しなくてもよいものとする。
なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。

� 請負者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の１５
倍以上にしなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関し
て監督員の承諾を得なければならない。
ただし、ＪＩＳＺ２２４２（金属材料衝撃試験法）に規定するシャルピー衝撃試

験の結果が表２－３に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が０．００６％を
こえない材料については、内側半径を板厚の７倍以上又は５倍以上とすること
ができる。

� 請負者は、調質鋼（Ｑ）及び熱加工制御鋼（ＴＭＣ）の熱間加工を行っては
ならない。

（３）溶接施工
� 請負者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、
次の事項を記載した施工計画書を提出した上で施工しなければならない。
１）鋼材の種類と特性
２）溶接材料の種類と特性
３）溶接作業者の保有資格
４）継手の形状と精度
５）溶接環境や使用設備

表２－３ シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値

注）１番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率
２番目の記号：曲げ加工方向（Ｌ：最終圧延方向と同一方向 Ｃ：最終圧延方向と直下方向）

シャルピー吸収エネルギー（Ｊ） 冷間曲げ加工の内側半径 付記記号注）

１５０以上 板厚の７倍以上 －７Ｌ，－７Ｃ

２００以上 板厚の５倍以上 －５Ｌ，－５Ｃ
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６）溶接施工条件や留意事項
７）溶接部に検査方法
８）不適合品の取り扱い

� 請負者は、ＪＩＳＺ３８０１（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）
に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験、又はこれと同等以
上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させなければならない。
ただし、半自動溶接を行う場合は、ＪＩＳＺ３８４１（半自動溶接技術検定にお

ける試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当
する試験、又はこれと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させる
ものとする。
また、サブマージアーク溶接を行う場合は、Ａ－２Ｆ又はこれと同等以上の

検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。
なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事し、か

つ工事前２ヶ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなけ
ればならない。また、現場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事
に従事し、かつ適用する溶接施工方法の経験がある者又は十分な訓練を受けた
者でなければならない。

（４）溶接施工試験
� 請負者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなけ
ればならない。
ただし、二次部材については、除くものとする。
なお、すでに過去に同等若しくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、か

つ施工経験をもつ工場では、その時の溶接施工試験報告書について、設計図書
に関して監督員の承諾を得た上でその時の溶接施工試験を省略することができ
るものとする。
１）ＳＭ５７０又はＳＭＡ５７０Ｗ、ＳＭ５２０及びＳＭＡ４９０Ｗにおいてにおいて１パ
スの入熱量が７，０００Ｊ／㎜を超える場合

２）ＳＭ４９０、ＳＭ４９０Ｙにおいて、１パスの入熱量が１０，０００Ｊ／㎜を超える場合。
３）被覆棒アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（ＣＯ２
ガスあるいはＡｒとＣＯ２の混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外の溶
接を行う場合

４）鋼橋製作の実績がない場合
５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合
６）採用する溶接方法の施工実績がない場合

� 請負者は、溶接施工試験に当たって、品質管理基準に規定された溶接施行試
験項目から該当する項目を選んで行わなければならない。
なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、下記によるものとする。

１）供試鋼板には、同じような溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪い
ものを用いるものとする。

２）溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に
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行う姿勢のうち、最も不利なもので行なうものとする。
３）異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行な
うものとする。なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の
鋼材で行うことができるものとする。

４）再試験は、最初の個数の２倍とする。
（５）組立て

請負者は、部材の組立てに当たって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿
勢で仮付け溶接できるように考慮しなければならない。また、支材やストロング
バック等の異材を母材に仮付けすることは避けるものとする。やむを得ず仮付を
行って母材を傷つけた場合は、本項（１２）欠陥部の補修により補修するものとする。

（６）材片の組合わせ精度
請負者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性

能が満足されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は下記の値とす
るものとする。
ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得たうえで下記の値以上とすることができるものとする。
� 開先溶接

ルート間隔の誤差：規定値±１．０㎜以下
板厚方向の材片偏心：ｔ≦５０薄い方の板厚の１０％以下
５０＜ｔ５㎜以下
ｔ：薄い方の板厚
裏当金を用いる場合の密着度：０．５㎜以下
開先角度：規定値±１０゚

� すみ肉溶接
材片の密着度：１．０㎜以下

（７）組立溶接
請負者は、本溶接の一部となる仮付け溶接に当たって、本溶接を行う溶接作業

者と同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理
しなければならない。
仮付け溶接のすみ肉（又は換算）脚長は４㎜以上とし、長さは８０㎜以上とする

ものとする。ただし、厚い方の板厚が１２㎜以下の場合、又は次の式により計算し
た鋼材の溶接われ感受性組成ＰＣＭが０．２２％以下の場合は、５０㎜以上とすることが
できるものとする。

Ｓｉ Ｍｕ Ｃｕ Ｎｉ Ｃｒ Ｍｏ Ｖ
ＰＣＭ ＝ Ｃ ＋──＋──＋──＋──＋──＋──＋──＋５Ｂ（％）

３０ ２０ ２０ ６０ ２０ １５ １０

（８）予熱
請負者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側１００㎜及びアークの前方

１００㎜範囲の母材を表２－４により予熱しなければならない。

－４４－



（９）溶接施工上の注意
� 請負者は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールやわれを発生させるお
それのある黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。
また、請負者は溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。

� 請負者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工に当
たって、原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け溶接の始端
及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。
なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、そのあとをグ

ラインダー仕上げするものとする。
� 請負者は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を２種の溶
接法で施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認し
てから次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接若しくは半自動溶接
で、クレータの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。

� 請負者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして
連続的に施工しなければならない。

表２－４ 予熱温度の標準

［注１］「予熱なし」については、気温（室内の場合は室温）が５℃以下の場合は２０℃以
上に加熱する。

鋼 種 溶 接 方 法

予 熱 温 度（℃）
板 厚 区 分（㎜）

２５以下 ２５をこえ
４０以下

４０をこえ
５０以下

５０をこえ
１００以下

ＳＭ４００

低水素系以外の溶接棒に
よる被覆アーク溶接 予熱なし ５０ － －

低水素系の溶接棒による
被覆アーク溶接 予熱なし 予熱なし ５０ ５０

サブマージアーク溶接
ガスシールドアーク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

ＳＭＡ
４００Ｗ

低水素系の溶接棒による
被覆アーク溶接 予熱なし 予熱なし ５０ ５０

サブマージアーク溶接
ガスシールドアーク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

ＳＭ４９０
ＳＭ４９０Ｙ

低水素系の溶接棒による
被覆アーク溶接 予熱なし ５０ ８０ ８０

サブマージアーク溶接
ガスシールドアーク溶接 予熱なし 予熱なし ５０ ５０

ＳＭ５２０
ＳＭ５７０

低水素系の溶接棒による
被覆アーク溶接 予熱なし ８０ ８０ １００

サブマージアーク溶接
ガスシールドアーク溶接 予熱なし ５０ ５０ ８０

ＳＭＡ
４９０Ｗ
ＳＭＡ
５７０Ｗ

低水素系の溶接棒による
被覆アーク溶接 予熱なし ８０ ８０ １００

サブマージアーク溶接
ガスシールドアーク溶接 予熱なし ５０ ５０ ８０
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� 請負者は、サブマージアーク溶接法又はその他の自動溶接法を使用する場合、
継手の途中でアークを切らないようにしなければならない。
ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端部をは

つり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。
（１０）開先溶接の余盛と仕上げ

請負者は、設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、品質管
理基準の規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、
特に止端部を滑らかに仕上げなければならない。

（１１）溶接の検査
� 請負者は、工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放
射線透過試験、超音波探傷試験で、表２－５に示す１グループごとに１継手の
抜取り検査を行わなければならない。
ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。

� 請負者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚の
はり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部につ
いては、表２－６に示す非破壊試験に従い行わなければならない。
また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を

工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、
継手全長にわたって非破壊試験を行なうものとする。

表２－５ 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率

部 材
１検査ロットをグルー
プ分けする場合の１グ
ループの最大継手数

撮 影 枚 数
超音波探
傷試験検
査継手数

引 張 部 材 １ １枚（端部を含む） １

圧 縮 部 材 ５ １枚 １

曲
げ
部
材

引張フランジ １ １枚 １

圧縮フランジ ５ １枚 １

腹

板

応力に直角な
方向の継手 １ １枚（引張側） １

応力に平行な
方向の継手 １ １枚（端部を含む） １

鋼 床 版 １ １枚（端部を含む） １
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ただし、請負者は、設計図書に関して監督員の承諾を得て放射線透過試験の
かわりに超音波探傷試験を用いることができるものとする。

� 請負者は、放射線透過試験による場合で板厚が２５㎜以下の試験の結果につい
ては、次の規定を満足する場合に合格とする。
引張応力を受ける溶接部ＪＩＳＺ３１０４ 付属書４「透過写真によるきずの像

の分類方法」に示す２類以上
圧縮応力を受ける溶接部ＪＩＳＺ３１０４ 付属書４「透過写真によるきずの像

の分類方法」に示す３類以上
なお、上記規定を満足しない場合で、検査ロットのグループが１つの継手か

らなる場合には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロットの
グループが２つ以上の継手から成る場合は、そのグループの残りの各継手に対
し、非破壊試験を行い合否を判定するものとする。
請負者は、不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し、

欠陥の範囲を確認のうえ、本項（１２）の欠陥部の補修の規定に従い補修しなけ
ればならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
請負者は、現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上

記の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。
継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項

（１２）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。
また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各１ｍの範囲につい

て検査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合に
は、その１継手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった
箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項（１２）の欠陥部の補修の規定に基づいて補
修するものとする。
また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。なおここでいう継手と

は、継手の端部から交差部あるいは交差部から交差部までを示すものとする。
� 請負者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合もわれを発生させてはな

表２－６ 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率

部 材
放射線透過試験 超音波探傷試験

撮影箇所 検査長さ

鋼製橋脚のはり及び柱
継手全長とする主桁のフランジ（鋼床版を

除く）及び腹板

鋼床版のデッキプレート

継手の始終端で連続して
５０㎝（２枚）、中間部で
１ｍに つ き１箇 所（１
枚）およびワイヤ継部で
１箇所（１枚）とする。

継手全長を原則とする
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らない。われの検査は肉眼で行うものとするが、疑わしい場合には、磁粉探傷
法又は浸透液探傷法により検査するものとする。

� 請負者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するＴ継手、かど継手に
関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。
その他のすみ肉溶接又は部分溶込みグルーブ溶接に関しては、１継手につき

３個、又は継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。
ただし、ピットの大きさが１㎜以下の場合には、３個を１個として計算する

ものとする。
１）請負者は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ２５㎜の範囲における高低差で
表し、３㎜を超える凹凸を発生させてはならない。

２）請負者は、アンダーカットの深さを、０．５㎜以下とし、オーバーラップは
あってはならない。

（１２）欠陥部の補修
請負者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母

材に与える影響を検討し、注意深く行なうものとする。
補修方法は、表２－７に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお、補修溶接のビードの
長さは４０㎜以上とし、補修に当たっては予熱等の配慮を行なうものとする。

（１３）ひずみとり
請負者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス又はガス炎加熱法等

によって矯正しなければならない。ただし、ガス炎加熱法によって、矯正する場
合の鋼材表面温度及び冷却法は、表２－８によるものとする。

表２－７ 欠陥の補修方法

欠 陥 の 種 類 補 修 方 法

１ アークストライク
母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りの後グライン
ダー仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグラ
インダー仕上げのみでよい

２ 組立溶接の欠陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要であれ
ば再度組立溶接を行う。

３ 溶接われ われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに
応じた再溶接を行う。

４ 溶接ビード表面のピット アークエアガウジングでその部分を除去し、再溶接する。

５ オーバーラップ グラインダーで削りを整形する。

６ 溶接ビード表面の凸凹 グラインダー仕上げする。

７ アンダーカット 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、又は溶接後、
グラインダー仕上げする。
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Ｍｎ Ｓｉ Ｎｉ Ｃｒ Ｍｏ Ｖ Ｃｕ
ｃｅｑ ＝ Ｃ ＋──＋──＋──＋──＋──＋──＋

�
�
�
──

�
�
�
（％）

６ ２４ ４０ ５ ４ １４ １３

ただし、（ ）の項はＣｕ≧０．５（％）の場合に加えるものとする。
（１４）仮組立て

� 請負者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下
「実仮組立」という。）を基本とする。
ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、

監督員の承諾を得て実施できるものとする。
� 請負者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を
設けなければならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計
図書に関して監督員と協議しなければならない。

	 請負者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部又は連結部を、ボルト
及びドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。


 請負者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた
場合、設計図書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。

２．ボルトナット
（１）ボルト孔の径は、表２－９に示すとおりとする。

ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼
び径＋４．５㎜までの拡大孔をあけてよいものとする。なお、この場合は、設計の
断面控除（拡大孔の径＋０．５㎜）として改めて継手の安全性を照査するものとする。
� 仮組立て時リーミングが難しい場合

表２－８ ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法

表２－９ ボルト孔の径

鋼 種 鋼材表面温度 冷 却 法

調質鋼（Ｑ） ７５０℃以下 空冷又は空冷後６００℃以下で水冷

熱加工
制御鋼
（ＴＭＣ）

Ｃｅｑ＞０．３８ ９００℃以下 空冷又は空冷後６００℃以下で水冷

Ｃｅｑ≦０．３８ ９００℃以下 加熱直後水冷又は空冷

その他の鋼材 ９００℃以下 赤熱状態からの水冷をさける

ボルトの呼び
ボルトの孔の径（㎜）

摩擦／引張接合 支圧接合

Ｍ２０ ２２．５ ２１．５

Ｍ２２ ２４．５ ２３．５

Ｍ２４ ２６．５ ２５．５
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１）箱型断面部材の縦リブ継手
２）鋼床版橋の縦リブ継手

� 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合
鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手

（２）ボルト孔の径の許容差は、表２－１０に示すとおりとする。
ただし、摩擦接合の場合は１ボルト群の２０％に対しては＋１．０㎜まで良いとする。

（３）仮組立て時のボルト孔の精度
� 請負者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは１．０㎜以下と
しなければならない。

� 請負者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは０．５㎜以下に
しなければならない。

� 請負者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、
表２－１１のとおりにしなければならない。

２－３－１５ 工場塗装工

１．請負者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させな
ければならない。

２．請負者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うもの
とし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなけ
ればならない。

１種ケレン
塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレードは、ＳＩＳ

規格でＳａ２．５以上）し、鋼肌を露出させたもの。

表２－１１ ボルト孔の貫通率及び停止率

表２－１０ ボルト孔の径の許容差

ねじの呼び 貫通ゲージ
の径（㎜）

貫 通 率
（％）

停止ゲージ
の径（㎜）

停 止 率
（％）

摩擦／
引張接合

Ｍ２０ ２１．０ １００ ２３．０ ８０以上
Ｍ２２ ２３．０ １００ ２５．０ ８０以上
Ｍ２４ ２５．０ １００ ２７．０ ８０以上

支圧接合
Ｍ２０ ２０．７ １００ ２１．８ １００
Ｍ２２ ２２．７ １００ ２３．８ １００
Ｍ２４ ２４．７ １００ ２５．８ １００

ボルトの呼び
ボルトの孔の径許容差（㎜）

摩擦／引張接合 支圧接合

Ｍ２０ ＋０．５ ±０．３

Ｍ２２ ＋０．５ ±０．３

Ｍ２４ ＋０．５ ±０．３
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３．請負者は、気温、湿度の条件が表２－１２の制限を満足しない場合、塗装を行って
はならない。これ以外の場合は、監督員と協議しなければならない。

４．請負者は、新橋、鋼製ダムの素地調整に当たっては、第１種ケレンを行わなけれ
ばならない。

表２－１２ 塗布作業時の気温・湿度の制限

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。
低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については５℃以下、２０℃以上、湿度
については８５％以上とする。

塗 装 の 種 類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％）

長ばく形エ ッ チ ン グ プ ラ イ マ ー ５以下 ８５以上

無 機 ジ ン ク リ ッ チ プ ラ イ マ ー ０以下 ５０以下

無 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト ０以下 ５０以下

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト １０以下 ８５以上

鉛 系 さ び 止 め ペ イ ン ト ５以下 〃

フ ェ ノ ー ル 樹 脂 Ｍ Ｉ Ｏ 塗 料 ５以下 〃

エ ポ キ シ 樹 脂 プ ラ イ マ ー １０以下 〃

エ ポ キ シ 樹 脂 Ｍ Ｉ Ｏ 塗 料 ※ １０以下 〃

エポキシ樹脂塗料下塗（中塗）※ １０以下 〃

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 ※ １０以下 〃

超 厚 膜 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 ５以下 〃

タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 １０以下 〃

変性エポキ シ 樹 脂 塗 料 内 面 用 ※ １０以下 〃

無溶剤形タールエポキシ樹脂塗料※ １０以下，３０以上 〃

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料※ １０以下，３０以上 〃

長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 中 塗 ５以下 〃

長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 上 塗 ５以下 〃

シリコンア ル キ ド 樹 脂 塗 料 中 塗 ５以下 〃

シリコンア ル キ ド 樹 脂 塗 料 上 塗 ５以下 〃

塩 化 ゴ ム 系 塗 料 中 塗 ０以下 〃

塩 化 ゴ ム 系 塗 料 上 塗 ０以下 〃

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 中 塗 ５以下 〃

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 上 塗 ０以下 〃

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 中 塗 ５以下 〃

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 上 塗 ０以下 〃
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５．請負者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
６．請負者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装
しなければならない。

７．請負者は、塗り残し、気泡むら、ながれ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装
しなければならない。

８．請負者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてか
ら使用しなければならない。

９．請負者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確
保するように施工しなければならない。

１０．下塗
（１）請負者は、ボルト締め後又は溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじ

め塗装を完了させておくことができるものとする。
（２）請負者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。
（３）請負者は、現地溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅１０�の部分に工場

塗装を行ってはならない。ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を
塗布することができるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものにつ
いては溶接及び塗装前に除去しなければならない。

（４）請負者は、塗装作業にエアレススプレー、又はハケを用いなければならない。
なお、ローラーブラシを使用する場合、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。
（５）請負者は、第１種の素地調整を行ったときは、４時間以内に金属前処理塗装を

施さなければならない。
１１．中塗り、上塗り
（１）請負者は、中塗り、上塗りに当たって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を

確認したうえで行わなければならない。
（２）請負者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の鋼橋の塗装につい

ては、素地調整終了から上塗完了までをすみやかに塗装しなければならない。
１２．検査
（１）請負者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管

し、監督員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出し
なければならない。

（２）請負者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜測定をしなけ
ればならない。

（３）請負者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された５００�単位
毎２５点（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

（４）請負者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿
勢別に測定位置を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。

（５）請負者は、膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。
（６）請負者は、次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。

� 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が、目標塗膜厚（合計値）の９０％以上で
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なければならない。
� 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が、目標塗膜厚（合計値）の７０％以上で
なければならない。

� 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計値）の２０
％を越えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚（合計値）以上の場合は
合格とする。

� 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合は
２倍の測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検
査しなければならない。

（７）請負者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、
塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩、数量、を監督員に書面で提出しなけ
ればならない。また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製
造年月日、ロット番号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員の請
求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

２－３－１６ コンクリート面塗装工

１．請負者は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、以下の項目に従わ
なければならない。

（１）請負者は、コンクリート表面に付着したじんあい、粉化物等塗装に悪影響を及
ぼすものは除去しなければならない。

（２）請負者は、コンクリート表面に小穴、き裂等のある場合、有離石灰を除去し、
穴埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。

２．請負者は、塗装に当たり、塗り残し、気泡、むらのないよう全面を均一の厚さに
塗り上げなければならない。

３．請負者は、次の場合、塗装を行ってはならない。
（１）気温が、エポキシ系塗料を用いる場合で１０℃以下のとき、ポリウレタン系塗料

を用いる場合で０℃以下のとき
（２）湿度が８５％以上のとき
（３）風が強いとき、及びじんあいが多いとき
（４）塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき
（５）コンクリートの乾燥期間が３週間以内のとき
（６）コンクリート面が結露しているとき
（７）コンクリート面の漏水部
（８）その他監督員が不適当と認めたとき
４．請負者は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認し
て行わなければならない。

２－３－１７ 支給品運搬工

１．支給品運搬工とは支給品の引き渡し場所での積込みから、工事現場（仮置き場所
を含む）での取卸しまでの一連の作業をいう。

２．支給品の運搬については、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければなら
ない。
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第４節 基礎工
２－４－１ 一般事項

１．本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工（護岸）、既製杭工、場所打杭工、深
礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工
その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．請負者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完
了後（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充てん材を加え）締
固めながら仕上げなければならない。

２－４－２ 土台基礎工

１．土台基礎工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうもの
とする。

２．請負者は、土台基礎工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなけ
ればならない。

３．請負者は、土台基礎工の施工に当たり、床を整正し締固めた後、据付けるものと
し、空隙には、割ぐり石、砕石等を充てんしなければならない。

４．請負者は、片梯子土台及び梯子土台の施工に当たっては、部材接合部に隙間が生
じないように土台を組み立てなければならない。

５．請負者は、止杭一本土台の施工に当たっては、上部からの荷重の偏心が生じない
ように設置しなければならない。

６．請負者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には、
樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなけれ
ばならない。

７．止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の１．５倍程度とす
るものとする。

２－４－３ 基礎工（護岸）

１．請負者は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施工しな
ければならない。

２．請負者は、基礎工（護岸）のコンクリート施工において、水中打込みを行っては
ならない。

３．請負者は、基礎工（護岸）の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければ
ならない。

４．請負者は、基礎工（護岸）の施工において、裏込め材は、締固め機械等を用いて
施工しなければならない。

５．請負者は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条１項及び３項による他、
沈下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。

２－４－４ 既製杭工

１．既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びＨ鋼杭をいうものとする。
２．既製杭工の工法は、打込み杭工法及び中掘り杭工法とし、プレボーリングの取扱
いは、設計図書によるものとする。

３．請負者は、試験杭の施工に際して、設計図書に示されていない場合には、各基礎
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ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の
一本を試験杭として施工しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に
関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は、あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバウン
ドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定め施工計画書
に記載し、施工に当たり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、
遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。

５．請負者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第１編
２－３－３作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。

６．請負者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなけ
ればならない。

７．請負者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、
立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

８．請負者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したもの
を用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。

９．請負者は、既製杭工の施工に当たり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、
杭の機能を損なわないように、修補又は取り替えなければならない。

１０．請負者は、既製杭工の施工を行うに当たり、設計図書に示された杭先端の深度に達
する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監
督員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持
力に達しない場合は、請負者は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１１．請負者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質
性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないよう
に、沈設しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の打止め条件
に基づいて、最終打止め管理を適正に行わなければならない。

１２．請負者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設
計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

１３．既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
（１）請負者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はＪＩＳＡ７２０１（遠心

力コンクリートくいの施工標準）の規格によらなければならない。
（２）請負者は、杭の打込み、埋込みはＪＩＳＡ７２０１（遠心力コンクリートくいの施

工標準）の規定によらなければならない。
（３）請負者は、杭の継手はＪＩＳＡ７２０１（遠心力コンクリートくいの施工標準）の

規定によらなければならない。
１４．請負者は、杭の施工を行うに当たり、ＪＩＳＡ７２０１�施工６．３各種工法による施工
で、６．３．３埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方
式、又はコンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近
に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、
監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけれ
ばならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、請負者は、過度の掘削や長
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時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、請負者は、根固めを造成する生

コンクリートを打込むに当たり、孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー
管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。

１５．請負者は、既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌
方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術、又はこれと同等の工
法技術によるものとし、請負者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書
に関して監督員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。

１６．請負者は、既製コンクリート杭の施工を行うに当たり、根固め球根を造成するセ
メントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、６０％以上かつ７０
％以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイ
リングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下
させないよう十分注意して掘削しなければならない。
また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場

合には、貧配合の安定液を噴出しながら、ゆっくりと引上げるものとする。
１７．請負者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工に当たっては、杭内に設置さ
れている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなけれ
ばならない。

１８．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理
を行わなければならない。

１９．請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管に当たっては、杭の表面、Ｈ鋼杭のフ
ランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければな
らない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなけ
ればならない。

２０．請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平
かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければな
らない。

２１．既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定に
よるものとする。

（１）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現
場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理
技術者を常駐させるとともに、下記の規定によらなければならない。

（２）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、ＪＩＳＺ３８０１（手溶接技術検定におけ
る試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又
は同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が６ヵ月以上の
者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、ＪＩＳＺ３８４１
（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類
のうち、その作業に該当する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した
者でなければならない。
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（３）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監
督員に提出しなければならない。また、溶接工は資格証明書を常携し、監督員が
資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。

（４）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるも
のとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能
でなければならない。

（５）請負者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行っては
ならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関
して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は
溶接を行ってはならない。ただし、気温が－１０～＋５℃の場合で、溶接部から１００
㎜以内の部分がすべて＋３６℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。

（６）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付
着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。

（７）請負者は、鋼管杭の上杭の建込みに当たっては、上下軸が一致するように行い、
表２－１３の許容値を満足するように施工しなければならない。
なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

（８）請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の
確認を行わなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直し
を要するものについては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、
再溶接して補修しなければならない。

（９）請負者は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接に当たり、自重により継手が引
張りをうける側から開始しなければならない。

（１０）請負者は、本項（７）及び（８）の当該記録を整備・保管し、監督員の要請が
あった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（１１）請負者は、Ｈ鋼杭の溶接に当たり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて
周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を
上杭にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対し
ては片面Ｖ形溶接、ウェブに対しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。ウェブに
継目板を使用する場合、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突

表２－１３ 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容量 摘 要

７００㎜未満 ２㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を２㎜×π以下とする。

７００㎜以上１０１６㎜以下 ３㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を３㎜×π以下とする。

１０１６㎜を超え１５２４㎜以下 ４㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を４㎜×π以下とする。
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合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面Ｖ形溶接を行うものとする。
２２．鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、本条１４項１５項及び１６項の規
定によるものとする。

２３．請負者は、鋼管杭防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければ
ならない。

２４．請負者は、鋼管杭防食の施工を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時など
に部材を傷付けないようにしなければならない。

２－４－５ 場所打杭工

１．請負者は、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし、設計図
書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭
の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。

２．請負者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工に当たり施工
記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検
査時に提出しなければならない。

３．請負者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凸凹や空洞が生じた場合には、第１
編２－３－３作業土工の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなけ
ればならない。

４．請負者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わ
なければならない。

５．請負者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを
確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付
けなければならない。

６．請負者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、周辺地盤及び支持層を乱さないよ
うに掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因
を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。

７．請負者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、常に鉛直を保持し、所定の深度ま
で確実に掘削しなければならない。

８．請負者は、場所打杭工の施工に当たり、地質に適した速度で掘削しなければなら
ない。

９．請負者は、場所打杭工の施工に当たり、設計図書に示した支持地盤に達したこと
を、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を
整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時
に提出しなければならない。また、請負者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈
殿物（スライム）を除去しなければならない。

１０．請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落
座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保で
きるように、スペーサーを同一深さ位置に４箇所以上、深さ方向５ｍ間隔以下で取
付けなければならない。

１１．請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。
これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
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１２．請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てに当たっては、アークすみ肉溶
接により接合する場合溶接に際しては、断面減少などを生じないよう注意して作業
を行わなければならない。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように
堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生
じないようにしなければならない。

１３．請負者は、場所打杭工のコンクリート打込みに当たっては、トレミー管を用いた
プランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければな
らない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければなら
ない。また、請負者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー
管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打
込み開始時を除き、２ｍ以上入れておかなければならない。

１４．請負者は、場所打杭工の施工に当たり、連続してコンクリートを打込み、レイタ
ンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面よ
り５０�以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。

１５．請負者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きに
当たり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、
ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入
しておかなければならない。

１６．請負者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び
大口径ボーリングマシン工法の施工に当たり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないよ
うに、孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、
孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況につい
て管理しなければならない。

１７．請負者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び
大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるに当たり、孔壁に接触
させて孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。

１８．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

１９．請負者は、泥水処理を行うに当たり、水質汚濁に係わる環境基準について（環境
庁告示）、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。

２０．請負者は杭土処理を行うに当たり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければ
ならない。

２１．請負者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼ
す恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について監督員と設計図書に関
して協議しなければならない。

２２．請負者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければな
らない。

２－４－６ 深礎工

１．請負者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンクリート
はライナープレートと隙間無く打設しなければならない。
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２．請負者は、深礎掘削を行うに当たり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘
削するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を
行うものとする。

３．請負者は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならない。こ
れにより難い場合は、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。なお、
掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、すみや
かに孔底をコンクリートで覆うものとする。

４．請負者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、
地質柱状図などにより確認し、その資料を整備・保管し、監督員の請求があった場
合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

５．請負者は、コンクリート打設に当たっては、打込み量及び打込み高を常に計測し
なければならない。

６．請負者は、深礎工において鉄筋を組立てる場合は、曲がりやよじれが生じないよ
うに、土留材に固定しなければならない。

７．鉄筋かごの継手は、重ね継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得
なければならない。

８．請負者は、鉄筋かごの組立てに当たり、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かな
いように堅固なものとすること、山留め材を取り外す場合はあらかじめ主鉄筋の間
隔、かぶりに十分な配慮がなされていることを確認しておかなければならない。

９．請負者は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入
をおこなわなければならない。なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場
合には、監督員の承諾を得なければならない。

１０．裏込材注入圧力は、低圧（０．１Ｎ／�程度）とするが、これにより難い場合は、
施工に先立って監督員の承諾を得なければならない。

１１．請負者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、監督員と設計図書に関し
て協議しなければならない。

１２．請負者は、ライナープレートの組立に当たっては、偏心と歪みを出来るだけ小さ
くするようにしなければならない。

１３．請負者は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工に当たっ
ては施工記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、
検査時に提出しなければならない。

１４．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理
を行わなければならない。

２－４－７ オープンケーソン基礎工

１．請負者は、オープンケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長さ、ケーソン
内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。

２．請負者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。
３．請負者は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっ
ては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。

４．請負者は、オープンケーソンの施工に当たり、施工記録を整備・保管し、監督員
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の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
５．請負者は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うに当たり、火薬類を使用す
る必要が生じた場合は、事前に監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。

６．請負者は、オープンケーソンの沈下促進を行うに当たり、全面を均等に、中央部
からできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生
じないように、矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及
び沈下量は、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急
激な沈下を生じないように施工しなければならない。

７．請負者は、オープンケーソンの沈下促進に当たり、刃先下部に過度の掘り起こし
をしてはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その
処理方法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削に当たっては、刃口周辺部か
ら中央部に向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。

９．請負者は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソ
ン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基
づき底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備・保
管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出し
なければならない。

１０．請負者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなけれ
ばならない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければなら
ない。また、陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水
位の変動がないことを確認したうえ、トレミー管又はコンクリートポンプ等を用い
て打込むものとする。この場合、管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入
された状態にしておかなければならない。

１１．請負者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与
えないようにしなければならない。

１２．請負者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排除して
はならない。

１３．請負者は、中詰充てんを施工するに当たり、オープンケーソン内の水位を保った
状態で密実に行わなければならない。

１４．請負者は、止水壁取壊しを行うに当たり、構造物本体及びオープンケーソンを損
傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。

１５．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

２－４－８ ニューマチックケーソン基礎工

１．請負者は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長さ、ケー
ソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。

２．請負者は、ニューマチックケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要
によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
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３．請負者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、施工記録を整備・保管し、
監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけれ
ばならない。

４．通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン１基につき、作業員の出入り
のためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロッ
クの２本以上のシャフトが計画されるが、請負者は、１本のシャフトしか計画され
ていない場合で、施工計画の検討により、２本のシャフトを設置することが可能と
判断されるときには、その設置方法について、監督員と設計図書に関して協議しな
ければならない。

５．請負者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うに当たり、ケーソン自重、載
荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に
減圧沈下を併用する場合は、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得るとともに、
施工に当たってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければ
ならない。

６．請負者は、掘削沈設を行うに当たり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係
図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じな
いように施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。

７．請負者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底
面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソ
ンの支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整
備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に
提出しなければならない。

８．請負者は、中埋コンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン
底面地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエア
ロックに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。
９．請負者は、中埋コンクリートを施工するに当たり、室内の気圧を管理しながら、作
業に適するワーカビリティーの中埋コンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向っ
て打込み、打込み後２４時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。

１０．請負者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するに当たり、砂セントルは全荷重
に対して十分に堅固な構造としなければならない。

１１．請負者は、砂セントルを解体するに当たり、打設したコンクリートの圧縮強度が
１４Ｎ／�以上かつコンクリート打設後３日以上経過した後に行わなければならない。

１２．請負者は、止水壁取壊しを行うに当たり、構造物本体及びニューマチックケーソ
ンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければ
ならない。

１３．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理
を行わなければならない。

２－４－９ 鋼管矢板基礎工

１．請負者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼
管矢板を施工しなければならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、
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各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように
最初の一本を試験杭として施工しなければならない。

２．請負者は、あらかじめ杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工に当
たり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示すると
ともに検査時に提出しなければならない。

３．プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。
４．請負者は、鋼管矢板基礎工の施工に当たり、杭頭打込みの打撃等により損傷した
場合は、杭の機能を損なわないように、修補又は取り替えなければならない。

５．請負者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第１編
２－３－３作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。

６．請負者は、鋼管矢板の施工に当たり、打込み方法、使用機械等については打込み
地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

７．請負者は、鋼管矢板の施工に当たり、設計図書に示された深度に達する前に打込
み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議
しなければならない。また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、
設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計図書に関して監督員と協議しな
ければならない。

８．請負者は、鋼管矢板の運搬、保管に当たっては、杭の表面、継手、開先部分など
に損傷を与えないようにしなければならない。また、矢板の断面特性を考えて大き
なたわみ、変形を生じないようにしなければならない。

９．請負者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断
し、鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。

１０．請負者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設
計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

１１．鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規
定によるものとする。

（１）請負者は、鋼管矢板の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に
際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を
常駐させなければならない。

（２）請負者は、鋼管矢板の溶接については、ＪＩＳＺ３８０１（手溶接技術検定におけ
る試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又
は同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が６ヵ月以上
の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、ＪＩＳＺ３８４１
（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類
のうち、その作業に該当する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した
者でなければならない。

（３）請負者は、鋼管矢板の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提
出しなければならない。また、溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明
書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。

（４）請負者は、鋼管矢板の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、
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二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなけれ
ばならない。

（５）請負者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行っては
ならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関
して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は
溶接を行ってはならない。ただし、気温が－１０～＋５℃の場合で、溶接部から１００
㎜以内の部分がすべて＋３６℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。

（６）請負者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワ
イヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。

（７）請負者は、鋼管矢板の上杭の建込みに当たっては、上下軸が一致するように行
い、表２－１４の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、
上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

（８）請負者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指
定された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。なお、確認の結果、
発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラインダー
又はガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。

（９）請負者は、本項（７）及び（８）の当該記録を整備・保管し、監督員の要請が
あった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。

１２．請負者は、鋼管矢板の打込みに当たり、導枠と導杭から成る導材を設置しなけれ
ばならない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。

１３．請負者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設
置し、トランシットで２方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。
請負者は、打込みを行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行
い、建込みや精度を確認後に行わなければならない。建込み位置にずれや傾斜が生
じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならない。

１４．請負者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。
１５．請負者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計
図書の定めによる中詰材を直ちに充てんしなければならない。

１６．請負者は、鋼管矢板の掘削を行うに当たっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与

表２－１４ 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容量 摘 要

７００㎜未満 ２㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を２㎜×π以下とする。

７００㎜上１０１６㎜以下 ３㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を３㎜×π以下とする。

１０１６㎜を超え１５２４㎜以下 ４㎜以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、
その差を４㎜×π以下とする。
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えないようにしなければならない。
１７．請負者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体
内の土砂等を取り除かなければならない。

１８．請負者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を
生じさせないように施工しなければならない。

１９．請負者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土
砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。

２０．請負者は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面
の泥土、水分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気
に配慮して行わなければならない。

２１．請負者は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面
及び頂版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければな
らない。

２２．請負者は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後の仮締
切部鋼管矢板の切断に当たっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工
順序に従い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければならない。

２３．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理
を行わなければならない。

２４．請負者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工に当たり、腹起しと鋼管矢
板の隙間に密実に充てんしなければならない。

２５．請負者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去に当たっては、鋼管矢板へ
の影響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならな
い。

第５節 石・ブロック積（張）工
２－５－１ 一般事項

１．本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工、コンクリートブロック工、緑
化ブロック工、石積（張）工その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．請負者は、石・ブロック積（張）工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したご
み、泥等の汚物を取り除かなければならない。

３．請負者は、石・ブロック積（張）工の施工に当たっては、等高を保ちながら積み
上げなければならない。

４．請負者は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の水抜き孔を設計図書に基
づいて施工するとともに、勾配について定めがない場合には、２％程度の勾配で設
置しなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。
５．請負者は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の施工に当たり、設計図書
に示されていない場合は谷積としなければならない。
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６．請負者は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラッシャラン等で間隙を充て
んしなければならない。

７．請負者は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるもの
とし、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければ
ならない。

８．請負者は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工に当たっては、裏込め
材の流出、地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。

９．請負者は、石・ブロック積（張）工の基礎の施工に当たっては、沈下、壁面の変
形などの石・ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしなければならな
い。

２－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第１編２－３－３作業土工の規定によるものとする。
２－５－３ コンクリートブロック工

１．コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック
張り、連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。

２．コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積
されたもので、法勾配が１：１より急なものをいうものとする。
コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法

勾配が１：１若しくは１：１よりゆるやかなものをいうものとする。
３．請負者は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石又はク
ラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸な
く張込まなければならない。

４．請負者は、コンクリートブロック工の空張の積上げに当たり、胴がい及び尻がい
を用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充てんした後、天端付近に著しい空げき
が生じないように入念に施工し、締固めなければならない。

５．請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張の施工に当たり、合端を合わ
せ尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充てんした後に締固め、合端付近
に空隙が生じないようにしなければならない。

６．請負者は、コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは、設計
図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。
ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておかなけれ

図２－２ 谷 積
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ばならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけ
ればならない。

７．請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張における伸縮目地、水抜き孔
などの施工に当たり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならな
い。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら
ない。

８．請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工に当たり、
設計図書に関して監督員の承諾を得なければ、モルタル目地を塗ってはならない。

９．請負者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りに
おいて、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、
半ブロックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、
縦継目はブロック相互の目地が通らないように施工するものとする。

１０．請負者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りに
おいて、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充てんし、表面
を平滑に仕上げなければならない。

１１．請負者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に
記載しなければならない。

２－５－４ 緑化ブロック工

１．請負者は、緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目
地以外には打継目地なしに一体となるように、打設しなければならない。

２．請負者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行
わなければならない。

３．請負者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生
じないように裏込めを行い、１段ごとに締固めなければならない。

４．請負者は、工事完了引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死し
ないように養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場
合は、請負者はその原因を調査し監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結
果を監督員に報告しなければならない。

図２－３ コンクリートブロック工
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２－５－５ 石積（張）工

１．請負者は、石積（張）工の基礎の施工に当たり、使用する石のうち大きな石を根
石とするなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。

２．請負者は、石積（張）工の施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッシャラン
を敷均し、締固めを行わなければならない。

３．請負者は、石積（張）工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す
厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、
コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。な
お、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

第６節 一般舗装工
２－６－１ 一般事項

１．本節は、一般舗装工として舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装
工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める
ものとする。

２．下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処
理工法を標準とするものとする。

３．上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工
法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。

４．請負者は、路盤の施工に先立って、路床面又は下層路盤面の浮石、その他の有害
物を除去しなければならない。

５．請負者は、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監
督員と協議しなければならない。

２－６－２ アスファルト舗装の材料

１．アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。
（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安

定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安
定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表
層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材
の最大粒径と品質

（３）粒度調整路盤材の最大粒径
（４）石粉以外のフィラーの品質
２．請負者は、以下の材料の試料及び試験結果を、工事に使用する前に監督員に提出
しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、
その試験成績表を監督員が承諾した場合には、請負者は、試料及び試験結果の提出
を省略する事ができるものとする。

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材
（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層

に使用する骨材
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（３）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリー
ト再生骨材

３．請負者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員に提出
しなければならない。

（１）セメント安定処理に使用するセメント
（２）石灰安定処理に使用する石灰
４．請負者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督員に提出
しなければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト
（２）再生用添加剤
（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料

なお、製造後６０日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認する
ものとする。

５．下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。
（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、

表２－１５の規格に適合するものとする。
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６．上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。
（１）粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、又は、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、ス
クリーニングス等を本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。
これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、
その他を有害量含まず、表２－１６、表２－１７、表２－１８の規格に適合するものと
する。

表２－１５ 下層路盤の品質規格

※� 特に指示されない限り最大乾燥密度の９５％に相当するＣＢＲを修正ＣＢＲとする。
� 鉄鋼スラグにはＰＩは適用しない。
� アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、
上層路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正ＣＢＲの規
格値の値は［ ］内の数値を適用する。なお４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は２０％以
上としてよい。
北海道地方─────２０㎝
東北地方──────３０㎝
その他の地域────４０㎝

� 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が
５０％以下とするものとする。
� 鉄鋼スラグのうち、高炉徐冷スラグにおいては、呈色判定試験を行い合格したも
の、また、製鋼スラグにおいては、６ヶ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以
下のものでなければならない。ただし、電気炉スラグを３ケ月以上通常エージング
したあとの水浸膨張比が０．６％以下となる場合、及び製鋼スラグを促進エージング
した場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを確認してエージン
グ期間を短縮することができる。

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値（高級）規格値（簡易）

粒状路盤

クラッシャラン
砂利、砂

再生クラッシャ
ラン等

ＰＩ
舗装試験法便覧
１－３－５（１９８８）
１－３－６（１９８８）

※６以下 ※９以下

修正
ＣＢＲ（％）

舗装試験法便覧
２－３－１（１９８８）

※２０以上
［３０以上］

※１０以上

高炉徐冷スラグ
呈色判定
試験

舗装試験法便覧
２－３－２（１９８８）

呈色なし 呈色なし

製鋼スラグ

水浸膨張比
（％）

舗装試験法便覧
２－３－４（１９８８）

１．５以下 １．５以下

エージング
期間

－ ６ヵ月以上 ６ヵ月以上
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表２－１６ 上層路盤の品質規格

（注）� 粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材はすりへ
り減量が５０％以下とするものとする。

� アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正ＣＢＲは、
［ ］内の数値を適用する。ただし、４０℃でＣＢＲ試験を行った場合は８０以上と
する。

表２－１７ 上層路盤の品質規格

種 別 試 験 項 目 試験方法 規格値（高級） 規格値（簡易）

粒 度 調 整 砕 石

ＰＩ
舗装試験法便覧
１－３－５（１９８８）
１－３－６（１９８８）

４以下 ４以下

修正ＣＢＲ（％）
舗装試験法便覧
２－３－１（１９８８）

８０以上 ６０以上

再生粒度調整砕石

ＰＩ
舗装試験法便覧
１－３－５（１９８８）
１－３－６（１９８８）

４以下 ４以下

修正ＣＢＲ（％）
舗装試験法便覧
２－３－１（１９８８）

８０以上
［９０以上］

６０以上
［７０以上］

種 別 試験項目 試験方法 規格値（高級）

粒度調整鉄鋼スラグ

呈色判定試験
舗装試験法便覧
２－３－２（１９８８）

呈色なし

水浸膨張比（％）
舗装試験法便覧
２－３－４（１９８８）

１．５以下

エージング期間 － ６ヵ月以上

一軸圧縮強さ
（ＭＰａ）

舗装試験法便覧
２－３－３（１９８８）

－

修正ＣＢＲ
（％）

舗装試験法便覧
２－３－１（１９８８）

８０以上

単位容積質量
（㎏／ｌ）

舗装試験法便覧
４－９－５（１９８８）

１．５以上

－７１－



（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は、表２－１９の規格に適合するものとする。

７．上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第
２編２－８－１一般瀝青材料の舗装用石油アスファルトの規格のうち、１００～１２０を
除く４０～６０、６０～８０及び８０～１００の規格に適合するものとする。

８．加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート
再生骨材は表２－２０、表２－２１の規格に適合するものとする。

表２－１８ 上層路盤の品質規格

（注）表２－１７、表２－１８に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正ＣＢＲ、一軸圧縮
強さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定について
は高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用
する。

表２－１９ 粒度調整路盤材の粒度範囲

種 別 試験項目 試験方法 規格値（高級）

水硬性粒度調整

鉄鋼スラグ

呈色判定試験
舗装試験法便覧
２－３－２（１９８８）

呈色なし

水浸膨張比（％）
舗装試験法便覧
２－３－４（１９８８）

１．５以下

エージング期間 － ６ヵ月以上

一軸圧縮強さ［１４日］
（ＭＰａ）

舗装試験法便覧
２－３－３（１９８８）

１．２以上

修正ＣＢＲ
（％）

舗装試験法便覧
２－３－１（１９８８）

８０以上

単位容積質量
（㎏／ｌ）

舗装試験法便覧
４－９－５（１９８８）

１．５以上

ふるい目

粒度範囲
呼び名

通過質量百分率（％）

５３㎜ ３７．５㎜ ３１．５㎜ ２６．５㎜ １９㎜ １３．２㎜ ４．７５㎜ ２．３６㎜ ４２５� ７５�

粒
度
調
盤
砕
石

Ｍ－４０ ４０～０ １００ ９５～１００ － － ６０～９０ － ３０～６５ ２０～５０ １０～３０ ２～１０

Ｍ－３０ ３０～０ － １００ ９５～１００ － ６０～９０ － ３０～６５ ２０～５０ １０～３０ ２～１０

Ｍ－２５ ２５～０ － － １００ ９５～１００ － ５５～８５ ３０～６５ ２０～５０ １０～３０ ２～１０

－７２－



９．請負者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機
物等を有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。

１０．アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第２編
２－８－１一般瀝青材料に示す１００～１２０を除く４０～６０、６０～８０、８０～１００の規格に
適合するものとする。

１１．請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、
以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場
合、プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監
督員の承諾を得なければならない。

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は石油潤滑
油系とする。

１２．再生アスファルト混合物及び材料の規格は、プラント再生舗装技術指針による。
１３．剥離防止対策
（１）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファ

ルト混合物全質量に対して１～３％を標準とする。

表２－２０ 鉄鋼スラグの品質規格

（注）水浸膨張比の規格は、３ヵ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。
また、試験方法は舗装試験法便覧３－７－８（１９８８）を参照する。

表２－２１ アスファルトコンクリート再生骨材の品質

（注）（１）各項目は、１３～０㎜の粒度区分のものに適用する。
（２）アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び
７５�ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百
分率で表したものである。

（３）洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗
い前の７５�ふるいにとどまるものと水洗い後の７５�ふるいにとどまるものを、
気乾若しくは６０℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求めたものである。
（旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、７５�ふるい通過分に含まれ
る旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う。）

材 料 名 呼び名 表乾密度
（ｇ／�）

吸 水 率
（％）

すりへり減量
（％）

水浸膨張比
（％）

クラッシャラン
製鋼スラグ ＣＳＳ － － ５０以下 ２．０以下

単粒度製鋼スラグ ＳＳ ２．４５以上 ３．０以下 ３０以下 ２．０以下

項目
名称

旧アスファルト
含有量（％）

旧アスファルトの針入度
（２５℃）１／１０㎜

洗い試験で失われる量
（％）

アスファルト
コンクリート
再 生 骨 材

３．８以上 ２０以上 ５以下

－７３－



（２）剥離防止剤を用いる場合は、その使用量は、アスファルト全質量に対して０．３
％以上とする。

１４．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼ス
ラグ、砂及び再生骨材とするものとする。

１５．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニング
ス、高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、又はそれらを混合したものとする。

１６．アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石
を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするもの
とする。

１７．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の
各規定に従わなければならない。

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表２
－２２、２－２３の規格に適合するものとする。

（２）密粒度アスファルトコンクリートの骨材の最大粒径は車道部２０㎜、歩道部及び
車道部のすりつけ舗装は２０㎜又は１３㎜とする。

（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。
１８．表２－２２、２－２３に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び
粒度範囲は、設計図書によるものとする。

表２－２２ マーシャル安定度試験基準値

〔注１〕Ｔ：舗装計画交通量（台／日・方向）
〔注２〕積雪寒冷地域の場合や、１，０００≦Ｔ＜３，０００であっても流動によるわだち掘れの恐

れが少ないところでは突き固め回数を５０回とする。
〔注３〕（ ）内は、１，０００≦Ｔで突固め回数を７５回とする場合の基準値を示す。
〔注４〕水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混合物

は、次式で求めた残留安定度７５％以上が望ましい。
残留安定度（％）＝（６０℃、４８時間水浸後の安定度（ｋＮ）／安定度（ｋＮ））×１００

混 合 物
の 種 類

�
粗粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
密粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
細粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
密粒度ギ
ャップア
スファル
ト混合物

�
密粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
細粒度ギ
ャップア
スファル
ト混合物

�
細粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
密粒度ギ
ャップア
スファル
ト混合物

	
開粒度
アスフ
ァルト
混合物

２０ ２０ １３ １３ １３ （２０Ｆ）（１３Ｆ） （１３Ｆ） （１３Ｆ） （１３Ｆ） １３

突固め
回 数

１，０００≦Ｔ ７５
５０

７５

Ｔ＜１，０００ ５０ ５０

空隙率（％） ３～７ ３～６ ３～７ ３～５ ２～５ ３～５ －

飽和度（％） ６５～８５ ７０～８５ ６５～８５ ７５～８５ ７５～９０ ７５～８５ －

安定度 ｋＮ
４．９０
以上

４．９０
（７．３５）
以上

４．９０
以上

３．４３
以上

４．９０
以上

３．４３
以上

フロー値
（１／１００㎝）

２０～４０ ２０～８０ ２０～４０

－７４－



１９．プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、
ＪＩＳＫ２２０８（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合するものとする。

２０．タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、
ＪＩＳＫ２２０８（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するものとする。

２－６－３ コンクリート舗装の材料

１．コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。
（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類
（２）転圧コンクリート舗装の使用材料
２．コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第１編２－６－２アスファルト
舗装の材料の規格に適合するものとする。

（１）上層・下層路盤の骨材
（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料

及び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物
３．コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除
き、材令２８日において求めた曲げ強度で４．５Ｎ／�（４５ｋｇｆ／�）とするものとする。

４．転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合の
コンクリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、Ｌ、Ａ及びＢ交
通においては４．５Ｎ／�（４５ｋｇｆ／�）、またＣ交通においては５．０Ｎ／�（５０ｋｇｆ／�）
とするものとする。

２－６－４ 舗装準備工

１．請負者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工

表２－２３ アスファルト混合物の種類と粒度範囲

混合物の種類

�
粗粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
密粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
細粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
密粒度
ギャッ
プアス
ファル
ト混合
物

�
密粒度
アスフ
ァルト
混合物

�
細粒度
ギャッ
プアス
ファル
ト混合
物

	
細粒度
アスフ
ァルト
混合物



密粒度
ギャッ
プアス
ファル
ト混合
物

�
開粒度
アスフ
ァルト
混合物

（２０） （２０） （１３） （１３） （１３） （２０Ｆ） （１３Ｆ） （１３Ｆ） （１３Ｆ） （１３Ｆ） （１３）

仕上がり厚㎝ ４～６ ４～６ ３～５ ３～５ ３～５ ４～６ ３～５ ３～５ ３～４ ３～５ ３～４

最大粒径 ２０ ２０ １３ １３ １３ ２０ １３ １３ １３ １３ １３

通
過
質
量
百
分
率
（
％
）

２６．５㎜ １００ １００ １００

１９ ㎜ ９５～１００ ９５～１００ １００ １００ １００ ９５～１００ １００ １００ １００ １００ １００

１３．２㎜ ７０～９０ ７５～９０ ９５～１００ ９５～１００ ９５～１００ ７５～９５ ９５～１００ ９５～１００ ９５～１００ ９５～１００ ９５～１００

４．７５㎜ ３５～５５ ４５～６５ ５５～７０ ６５～８０ ３５～５５ ５２～７２ ６０～８０ ７５～９０ ４５～６５ ２３～４５

２．３６㎜ ２０～３５ ３５～５０ ５０～６５ ３０～４５ ４０～６０ ４５～６５ ６５～８０ ３０～４５ １５～３０

６００� １１～２３ １８～３０ ２５～４０ ２０～４０ ２５～４５ ４０～６０ ４０～６５ ２５～４０ ８～２０

３００� ５～１６ １０～２１ １２～２７ １５～３０ １６～３３ ２０～４５ ２０～４５ ２０～４０ ４～１５

１５０� ４～１２ ６～１６ ８～２０ ５～１５ ８～２１ １０～２５ １５～３０ １０～２５ ４～１０

７５� ２～７ ４～８ ４～１０ ４～１０ ６～１１ ８～１３ ８～１５ ８～１２ ２～７

アスファルト量％ ４．５～６ ５～７ ６～８ ４．５～６．５ ６～８ ６～８ ７．５～９．５５．５～７．５３．５～５．５

－７５－



に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならな
い。

２．請負者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先
立って上層路盤面又は基層面の異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と
協議しなければならない。

３．請負者は降雨直後及びコンクリート打設２週間以内は防水層の施工を行ってはな
らない。また、防水層は気温５℃以下で施工してはならない。

２－６－５ アスファルト舗装工

１．請負者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
（１）請負者は、粒状路盤の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら、１層の仕

上がり厚さで２０㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
（２）請負者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適

含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。
２．請負者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
（１）請負者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固

めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。
（２）請負者は、粒度調整路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕

上がり厚が１５㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振
動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を２０㎝とすることができるもの
とする。

（３）請負者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求め
た最適含水比付近の含水比で締固めなければならない。

３．請負者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定
に従わなければならない。

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
（２）請負者は、施工に先だって、舗装試験法便覧２－４－３（１９８８）に示す安定処

理混合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及
び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合
を除き、表２－２４の規格によるものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量

の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、
一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
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（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及
び石灰量との開きが、±０．７％未満の場合には、契約変更を行わないものとする。

（５）請負者は、舗装試験法便覧１－３－８（１９８８）に示される（突固め試験方法５
－（２））方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、
監督員の承諾を得なければならない。

（６）請負者は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、
施工を行ってはならない。

（７）請負者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安
定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（２）～（５）
により決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回
空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなけれ
ばならない。

（８）請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適
含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材
料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。

（９）請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さ
が３０㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。

（１０）請負者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混
合後２時間以内で完了するようにしなければならない。

（１１）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
（１２）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷

均し、締固めなければならない。

表２－２４ 安定処理路盤の品質規格

下層路盤

上層路盤

工 法 機 種 試 験 項 目 試 験 方 法 規格値（高級） 規格値（簡易）

セ メ ン ト
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［７日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

２．９ＭＰａ ２．４５ＭＰａ

石 灰
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［１０日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．９８ＭＰａ ０．７ＭＰａ

工 法 機 種 試 験 項 目 試 験 方 法 規格値（高級）

セ メ ン ト
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［７日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．９８ＭＰａ

石 灰
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［１０日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．７ＭＰａ
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（１３）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、最小厚
さが最大粒径の３倍以上かつ１０㎝以上、最大厚さの上限は２０㎝以下でなければな
らない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を２５
㎝とすることができるものとする。

（１４）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、
混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。

（１５）請負者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直
に、横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分
の材料を敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与える
ことのないよう保護するものとする。

（１６）請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目
の位置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなけれ
ばならない。

（１７）請負者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰
安定処理層の縦継目の位置を１５㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければ
ならない。

（１８）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
（１９）請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに

行わなければならない。
４．請負者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定
によらなければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表２－２５に示すマーシャル安定度試験基
準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各 ５々０回とするものとする。

（２）請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定
に当たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、
これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱ア
スファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去１年以内に
プラントから生産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督員が承
諾した場合に限り、配合設計を省略することができるものとする。

（３）請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては、
監督員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試

表２－２５ マーシャル安定度試験基準値

注）２５㎜を超える骨材部分は、同重量だけ２５㎜～１３㎜で置き換えてマー
シャル安定度試験を行う。

項 目 基 準 値

安定度 ｋＮ ３．４３以上

フロー値（１／１００㎝） １０～４０

空げき率 （％） ３～１２
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体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とし
なければならない。なお、マーシャル供試体を作製に当たっては、２５㎜を超える
骨材だけ２５～１３㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過
去一年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められ
ている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略
することができるものとする。

乾燥供試体の空中質量（ｇ）密度
（ｇ／�）＝ ──────────────────────── × 常温の水の密度（ｇ／�）表乾供試体の空中質量（ｇ）－供試体の水中質量（ｇ）

（４）材料の混合所は敷地とプラント、材料置き場等の設備を有するもので、プラン
トはその周辺に対する環境保全対策を施したものとするものとする。

（５）プラントは、骨材、アスファルト等の材料を本項（２）号及び設計図書で定め
られた配合、温度で混合できるものとする。

（６）請負者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒
度に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。

（７）請負者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする
粒度に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式
のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、
ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。

（８）請負者は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得
なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±２５℃の範囲内と
しなければならない。

（９）請負者は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯
蔵サイロに貯蔵しなければならない。

（１０）請負者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、１２時間以上加熱ア
スファルト混合物を貯蔵してはならない。

（１１）請負者は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有す
るダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防
止する油、又は溶液を薄く塗布しなければならない。

（１２）請負者は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中は
シート類で覆わなければならない。

（１３）請負者は、加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、
気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均
し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完
了させなければならない。

（１４）請負者は、加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件
に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライ
ムコートの散布は、本条５項（１０）、（１２）～（１４）号によるものとする。

（１５）請負者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷
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均したときの混合物の温度は１１０℃以上、また、１層の仕上がり厚さは１０㎝以下
としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、
設計図書に関して監督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。

（１６）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。
（１７）請負者は、加熱アスファルト混合物の締固めに当たり、締固め機械は施工条件

に合ったローラを選定しなければならない。
（１８）請負者は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラにより締固めなけれ

ばならない。
（１９）請負者は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、

タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。
（２０）請負者は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げな

ければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多
い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

（２１）請負者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなけ
ればならない。

（２２）請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置
を１５㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（２３）請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行
位置の直下からずらして設置しなければならない。

５．請負者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければなら
ない。

（１）請負者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定に当たっ
ては、設計配合を行い監督員の確認を得なければならない。
ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）が

ある配合設計の場合には、これまでの実績又は定期試験による配合設計書を監督
員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。

（２）請負者は、舗設に先立って、（１）号で決定した場合の混合物について混合所
で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表２－２２に示す基礎値と照
合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わな
ければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまで
の実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験
練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。

（３）請負者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、
監督員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。

（４）請負者は表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定に当たっ
ては、（７）号に示す方法によって基準密度をもとめ、監督員の承諾を得なけれ
ばならない。ただし、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使
用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結果を監督
員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。

（５）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督員の承諾を得た現場配
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合により製造した最初の１～２日間の混合物から、午前・午後おのおの３個の
マーシャル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値
を基準密度とする。

開粒度アスファルト混合物以外の場合

乾燥供試体の空中質量（ｇ）密度
（ｇ／�）＝ ──────────────────────── ×常温の水の密度（ｇ／�）表乾供試体の空中質量（ｇ）－供試体の水中質量（ｇ）

開粒度アスファルト混合物の場合

乾燥供試体の空中質量（ｇ）密度
（ｇ／�）＝ ──────────────────────────────

供試体の断面積（�）×ノギスを用いて計測した供試体の厚さ（㎝）

（６）混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件に
ついては本条第４項（５）～（１４）号によるものとする。

（７）請負者は、施工に当たってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥し
ていることを確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければ
ならない。

（８）請負者は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、設計図書
に関して監督員と協議しなければならない。

（９）アスファルト基層工及び表層工の施工に当たって、プライムコート及びタック
コートの使用量は、設計図書によるものとする。

（１０）請負者は、プライムコート及びタックコートの散布に当たって、縁石等の構造
物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンス
プレーヤで均一に散布しなければならない。

（１１）請負者は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪
への付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライム
コートがはく離した場合には、再度プライムコートを施工しなければならない。

（１２）請負者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のア
スファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。

（１３）混合物の敷均しは、本条４項（１５）～（１７）号によるものとする。ただし、設
計図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は７�以下とするものとする。

（１４）混合物の締固めは、本条４項（１８）～（２０）号によるものとする。
（１５）継目の施工は、本条４項（２１）～（２４）号によるものとする。
（１６）アスカーブの施工は、本条５項によるものとする。
６．請負者は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が５０℃以下になってか
ら交通開放を行わなければならない。

２－６－６ コンクリート舗装工

１．請負者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
（１）請負者は、粒状路盤の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら、１層の仕

上がり厚さで２０㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
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（２）請負者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適
含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材
料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。

２．請負者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
（１）請負者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固

めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。
（２）請負者は、粒度調整路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕

上がり厚が１５㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振
動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を２０㎝とすることができるもの
とする。

（３）請負者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求め
た最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。

３．請負者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定
に従わなければならない。

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
（２）請負者は、施工に先立って、舗装試験法便覧２－４－３（１９８８）に示す安定処

理混合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及
び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。

（３）下層路盤、上層路盤にセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定
処理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表２－２６、表２－２７の規
格に適合するものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量

の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、
一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
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（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及
び石灰量との開きが、±０．７％未満の場合には、契約変更を行わないものとする。

（５）請負者は、舗装試験法便覧１－３－８（１９８８）に示される（突固め試験方法５
－（２））方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、
監督員の承諾を得なければならない。

（６）請負者は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、
施工を行ってはならない。

（７）請負者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安
定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（２）～（５）
により決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回
空練りしたのち、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなけ
ればならない。

（８）請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適
含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材
料の性状によりこれにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

（９）請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さ
が３０㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。

（１０）請負者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合
後２時間以内で完了するようにしなければならない。

（１１）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
（１２）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷

均し、締固めなければならない。

表２－２６ 安定処理路盤（下層路盤）の品質規格

表２－２７ 安定処理路盤（上層路盤）の品質規格

工 法 種 別 試験項目 試 験 方 法 規 格 値

セ メ ン ト
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［７日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

２．０ＭＰａ

石 灰
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［１０日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．９８ＭＰａ

工 法 種 別 試験項目 試 験 方 法 規 格 値

セ メ ン ト
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［７日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．９８ＭＰａ

石 灰
安 定 処 理

－
一軸圧縮強さ
［１０日］

舗装試験法便覧
２－４－３（１９８８）

０．５ＭＰａ
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（１３）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、最小厚
さが最大粒径の３倍以上かつ１０㎝以上、最大厚さの上限は２０㎝以下でなければな
らない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を２５
㎝とすることができるものとする。

（１４）請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固め
は、混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。

（１５）請負者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直
に、横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分
の材料を敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与える
ことのないよう保護しなければならない。

（１６）請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目
の位置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなけれ
ばならない。

（１７）請負者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰
安定処理層の縦継目の位置を１５㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければ
ならない。

（１８）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
（１９）請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただち

に行わなければならない。
４．請負者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定
に従わなければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表２－２８に示すマーシャル安定度試験基
準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各 ５々０回とする。

（２）請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定
に当たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、
これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱ア
スファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去１年以内に
プラントから生産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督員が承
諾した場合に限り、配合設計を省略することができるものとする。

（３）請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては、
監督員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試

表２－２８ マーシャル安定度試験基準値

注）２５㎜を超える骨材部分は、同重量だけ２５㎜～１３㎜で置き換えてマー
シャル安定度試験を行う。

項 目 基 準 値

安定度 ｋＮ ３．４３以上

フロー値（１／１００㎝） １０～４０

空げき率 （％） ３～１２
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体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とし
なければならない。なお、マーシャル供試体の作製に当たっては、２５㎜を超える
骨材だけ２５～１３㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過
去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められ
ている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略
することができるものとする。

乾燥供試体の空中質量（ｇ）密度
（ｇ／�）＝ ──────────────────────── ×常温の水の密度（ｇ／�）表乾供試体の空中質量（ｇ）－供試体の水中質量（ｇ）

（４）請負者は、加熱アスファルト安定処理施工に当たって、材料の混合所は敷地と
プラント、材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境
保全対策を施したものでなければならない。

（５）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混
合できるものとする。

（６）請負者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒
度に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。

（７）請負者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする
粒度に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量
式のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。な
お、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。

（８）請負者は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得
なければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±２５℃の範囲内
としなければならない。

（９）請負者は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯
蔵サイロに貯蔵しなければならない。

（１０）請負者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、１２時間以上加熱ア
スファルト混合物を貯蔵してはならない。

（１１）請負者は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有す
るダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防
止する油、又は溶液を薄く塗布しなければならない。

（１２）請負者は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中
はシート類で覆わなければならない。

（１３）請負者は、加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、
気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均
し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完
了させなければならない。

（１４）請負者は、加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件
に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定しなければならない。

（１５）請負者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷
均したときの混合物の温度は１１０℃以上、また、１層の仕上がり厚さは１０㎝以下

－８５－



としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監
督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。

（１６）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。
（１７）請負者は、加熱アスファルト混合物の締固めに当たり、締固め機械は施工条件

に合ったローラを選定しなければならない。
（１８）請負者は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラによって締固めなけ

ればならない。
（１９）請負者は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、

タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。
（２０）請負者は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げ

なければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が
多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

（２１）請負者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなけ
ればならない。

（２２）請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置
を１５㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（２３）請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行
位置の直下をはずして設置しなければならない。

５．請負者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなけれ
ばならない。

（１）アスファルト混合物の種類は、設計図書によるものとする。
（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、５０回とする。
（３）請負者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他

の有害物を除去しなければならない。
（４）請負者は、路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。
（５）請負者は、アスファルト中間層の施工に当たってプライムコートの使用量は、

設計図書によらなければならない。
（６）請負者は、プライムコート及びタックコートの散布に当たって、縁石等の構造

物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンス
プレーヤで均一に散布しなければならない。

（７）請負者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のア
スファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。

（８）混合物の敷均しは、本条４項（１５）～（１７）によるものとする。ただし、設計
図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は７�以下とするものとする。

（９）混合物の締固めは、本条４項（１８）～（２０）によるものとする。
（１０）継目は、本条４項（２１）～（２４）によるものとする。
（１１）請負者は、アスファルト中間層の表面には、コンクリート舗設に先立って、石

粉等を設計図書に示す量を均等に塗布しなければならない。
なお、石粉は水との混合比を１：１にして３Ｌ／�を標準とする。
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６．コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表２－２９の規格に適合
するものとする。

７．コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量
に対し、表２－３０の許容誤差の範囲内とするものとする。

８．請負者は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷
物卸しに当たって、以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は、セメントコンクリート舗装の施工に当たって使用する現場練りコン
クリートの練りまぜには、強度練りミキサ又は可般式ミキサを使用しなければな
らない。

（２）請負者は、セメントコンクリート舗装の施工に当たって、型枠は十分清掃し、
まがり、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計
画高さを確保するものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けな
ければならない。また、コンクリートの舗設後、２０時間以上経過後に取り外さな
ければならない。

（３）請負者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、
練りまぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、１時間
以内、またアジテータトラックによる場合は１．５時間以内としなければならない。

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンク
リートを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続
して、荷卸しを行うものとする。

（５）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの
際コンクリートが分離しないように路盤上に散布した石粉等をコンクリートの中
に巻き込まないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や
変位を与えないように荷卸しをしなければならない。

（６）請負者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油

表２－２９ コンクリートの配合基準

（注）特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。

表２－３０ 計量誤差の許容値

粗骨材の最大寸法 ス ラ ン プ 摘 要

４０㎜

２．５㎝又は沈下度３０秒を標準とする。
舗設位置

において６．５㎝を標準とする。
（特殊箇所のコンクリート版）

材料の種類 水 セメント 骨 材 混 和 材 混 和 剤

許容誤差（％） ±１ ±１ ±３ ±２ ±３
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類を塗布してはならない。
９．請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めに当たって、以下
の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は、アスファルト中間層の上に打設する場合は、石粉等が均一に散布し
ているかどうか、確認しなければならない。

（２）日平均気温が２５℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての
施工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が３０℃
を超える場合には、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が４
℃以下、又は舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合には、寒中コン
クリートとするものとする。
請負者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工に当たっては、日本

道路協会 舗装施工便覧第８章 ８－４－１０ 暑中および寒中におけるコンク

リート版の施工の規定によるものとし、第１編１－１－５施工計画書第１項の施
工計画書に施工・養生方法等を記載しなければならない。

（３）請負者は、コンクリートをスプレッダーを使用して材料が分離しないよう敷均
さなければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場
合は、型枠に沿ったところから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さ
で敷均すものとする。

（４）請負者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりする
ことのないように敷均さなければならない。

（５）請負者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離し
たコンクリートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。

（６）請負者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止
しなければならない。

（７）請負者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないとき
に設ける目地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。
それができない場合は、目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとす

る。この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。
（８）請負者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければなら

ない。
（９）請負者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなど

の締固めのため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなけ
ればならない。

（１０）請負者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならな
い。また、作業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するも
のとする。

１０．請負者は、コンクリート舗装の鉄網の設置に当たって、以下の各規定に従わなけ
ればならない。

（１）請負者は、鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならない。
（２）鉄網は、重ね継手とし、２０㎝以上重ね合わせるものとする。
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（３）請負者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。
（４）請負者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、

下層コンクリートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を３０分以
内としなければならない。

１１．請負者は、コンクリート舗装の表面仕上げに当たって、以下の各規定に従わなけ
ればならない。
（１）請負者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、
緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。

（２）請負者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、又は簡易フィニッシャ
やテンプレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。

（３）請負者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機
械仕上げ又はフロートによる手仕上げを行わなければならない。

（４）請負者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなけ
ればならない。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあ
れば、コンクリートを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げ
なければならない。

（５）請負者は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著し
く乾燥するような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。

（６）請負者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わな
ければならない。

（７）請負者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、
粗面仕上げを機械、又は人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。

１２．請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わ
なければならない。

（１）請負者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光
の直射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生
をしなければならない。

（２）請負者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面
を荒らさないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わ
なければならない。

（３）請負者は、後期養生として、初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲
げ強度が３．５Ｎ／�（３５ｋｇｆ／�）以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコ
ンクリート表面を隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水しなければならない。
また、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメント
の場合は２週間、早強ポルトランドセメントの場合は１週間、中庸熱ポルトラン
ドセメント、フライアッシュセメントＢ種及び高炉セメントＢ種の場合は３週間
とする。ただし、これらにより難い場合は、第１編１－１－５施工計画書第１項
の施工計画書にその理由、施工方法等を記載しなければならない。

（４）請負者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が５Ｎ／�（５０ｋｇｆ／�）、曲げ強
度が１Ｎ／�（１０ｋｇｆ／�）になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防がな
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ければならない。
（５）請負者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得

なければならない。
１３．請負者は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わな
ければならない。

（１）請負者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配
合を定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督員の承諾を得
なければならない。

（２）転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を
使用する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、
表２－２６、表２－２７に適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合
で、設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが
明らかであり監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる
ものとする。

（３）請負者は、舗装施工便覧８章 ８－３－３ 転圧コンクリートの配合条件に基
づいて配合条件を決定し、監督員の承諾を得なければならない。

（４）請負者は、舗装設計施工指針 付録－８施工資料 ２－４ 転圧コンクリート

の配合設計例に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を
求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラント
において試験練りを実施し、所要の品質が得られることを確認して示方配合を決
定し、監督員の承諾を得なければならない。
示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表２－３１によるもの

とする。
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（５）設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は２０㎜とするものする。ただし、
これにより難いときは監督員の承諾を得て２５㎜とすることができるものとする。

（６）請負者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなけ
ればならない。

（７）請負者は、転圧コンクリートの施工に当たって練りまぜ用ミキサとして、２軸
パグミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければ
ならない。

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の２／３程度
とするが、試験練りによって決定し、監督員の承諾を得なければならない。

（９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。
ただし、転圧コンクリートを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は６０分

以内とするものとする。これにより難い場合は監督員の承諾を得て、混和剤又は
遅延剤を使用して時間を延長できるが、９０分を限度とするものとする。

（１０）請負者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。
（１１）型枠は本条８項（２）の規定によるものとする。
（１２）請負者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアス

ファルトフィニッシャによって行わなければならない。
（１３）請負者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、

所定の密度になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければな
らない。

（１４）請負者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリー
トの表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。

表２－３１ 示方配合表

種

別

粗骨材
の
最大
寸法
（㎜）

コンシ
ステン
シーの
目標値
（％、秒）

細骨
材率
ｓ／ａ
（％）

水セメ
ント比
Ｗ／Ｃ
（％）

単位
粗骨材
容積

単位量（�／�）
単位容
積質量
（�／�）

含水比
Ｗ
（％）

水
Ｗ

セメ
ント
Ｃ

細骨材
Ｓ

粗骨材
Ｇ

混和剤

理
論
配
合

－ － － － －

示
方
配
合

備

考

（１）設計基準曲げ強度＝ Ｎ／�
（２）配合強度＝ Ｎ／�
（３）設計空隙率＝ ％
（４）セメントの種類：
（５）混和剤の種類：

（６）粗骨材の種類：
（７）細骨材のＦＭ：
（８）コンシステンシー評価法：
（９）施工時間：
（１０）転圧コンクリート運搬時間： 分
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（１５）請負者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなる
まで続けなければならない。

（１６）請負者は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に
開放しなければならない。

１４．請負者は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなけ
ればならない。

（１）請負者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつよう
に仕上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならな
い。

（２）目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２㎜を超えてはならない。
また、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。

（３）目地の肩は、半径５㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリート
が硬化した後、コンクリートカッター等で目地を切る場合は、面取りを行わなく
ともよいものとする。

（４）目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５㎜
程度の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。

（５）請負者は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンク
リート版の伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなけ
ればならない。

（６）請負者は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエル
バーの中央部約１０㎝程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝
青材料等を２回塗布して、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャッ
プをかぶせなければならない。

（７）請負者は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路
面に対して垂直にコンクリートカッターで切り込み、目地材を注入しなければな
らない。

（８）請負者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリー
ト目地にアスファルトを塗るか、又はアスファルトペーパーその他を挟んで、新
しいコンクリートが付着しないようにしなければならない。

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表２－３２を標準とする。

表２－３２ 注入目地材（加熱施工式）の品質

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ

針入度（円鍵針） ６㎜以下 ９㎜以下

弾性（球針）
初期貫入量 ０．５～１．５㎜
復 元 率 ６０％以上

引 張 量 ３㎜以上 １０㎜以上

流 れ ５㎜以下 ３㎜以下
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１５．転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従うものとする。
１６．請負者は、アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写し
を提出することによって、配合設計、基準密度、試験練りに変えるものとする。

２－６－７ 薄層カラー舗装工

１．請負者は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければ
ならない。

２．請負者は、基盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しな
ければならない。

３．薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、第
１編２－６－５アスファルト舗装工の規定によるものとする。

４．請負者は、使用済み合材等により、色合いが悪くなる恐れのある場合には、事前
にプラント、ダンプトラック、フィニッシャーの汚れを除去するよう洗浄しなけれ
ばならない。

２－６－８ ブロック舗装工

１．ブロック舗装工の施工については、第１編２－６－５アスファルト舗装工の規定
によるものとする。

２．請負者は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じない
よう基礎を入念に締固めなければならない。

３．請負者は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロック、
又はコンクリートなどを用いて施工しなければならない。

４．ブロック舗装工の施工については、舗装施工便覧第９章９－４－８インターロッ
キングブロック舗装の規定、視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説第４章施
工の規定によるものとする。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う

ものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
５．目地材、サンドクッション材は、砂（細砂）を使用するものとする。
６．請負者は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなけれ
ばならない。

第７節 地盤改良工
２－７－１ 一般事項

本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネッ
ト工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これら
に類する工種について定めるものとする。

２－７－２ 路床安定処理工

１．請負者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。
２．請負者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路な
どを設置しなければならない。

３．請負者は、所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければなら
ない。
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４．請負者は、路床安定処理工に当たり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合
しなければならない。また、請負者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合
むらが生じた場合は、再混合を行わなければならない。

５．請負者は、路床安定処理工に当たり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混
合が終了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなけ
ればならない。ただし、粉状の生石灰（０～５㎜）を使用する場合は、一回の混合
とすることができるものとする。

６．請負者は、路床安定処理工における散布及び混合を行うに当たり、粉塵対策につ
いて、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。

７．請負者は、路床安定処理工に当たり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整
形し締固めなければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、
湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラな
どで締固めるものとする。

２－７－３ 置換工

１．請負者は、置換のために掘削を行うに当たり、掘削面以下の層を乱さないように
施工しなければならない。

２．請負者は、路床部の置換工に当たり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で２０㎝以
下としなければならない。

３．請負者は、構造物基礎の置換工に当たり、構造物に有害な沈下及びその他の影響
が生じないように十分に締め固めなければならない。

４．請負者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければな
らない。

２－７－４ 表層安定処理工

１．請負者は、表層安定処理工に当たり、設計図書に記載された安定材を用いて、記
載された範囲、形状に仕上げなければならない。

２．サンドマット及び安定シートの施工については、第１編２－７－６サンドマット
工の規定によるものとする。

３．請負者は、表層混合処理を行うに当たり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する
場合は、地表面５０㎝以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなけれ
ばならない。なお、請負者は、生石灰の貯蔵量が５００�越える場合は、消防法の適
用を受けるので、これによらなければならない。

４．請負者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないよ
うに現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。

５．請負者は、サンドマット（海上）に当たっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ
投下しなければならない。

６．請負者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の
静的締固めによる供試体作製方法、又は安定処理土の締固めをしない供試体の作製
方法（地盤工学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製し、ＪＩＳＡ１２１６（土
の一軸圧縮試験方法）の規準により試験を行うものとする。
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２－７－５ パイルネット工

１．請負者は、連結鉄筋の施工に当たり、設計図書に記載された位置に敷設しなけれ
ばならない。

２．サンドマット及び安定シートの施工については、第１編２－７－６サンドマット
工の規定によるものとする。

３．パイルネット工における木杭の施工については、以下の各号の規定によるものと
する。

（１）請負者は、材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太
で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。

（２）請負者は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の１．５倍程度
としなければならない。

４．パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規
定によるものとする。

（１）請負者は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第１編２－３－３作
業土工の規定により、これを埋戻しなければならない。

（２）請負者は、杭頭処理に当たり、杭本体を損傷させないように行わなければなら
ない。

（３）請負者は、杭の施工に当たり、施工記録を整備保管するものとし、監督員が施
工記録を求めた場合については、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなけ
ばならない。

（４）請負者は、打込みに当たり、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、
クッションは変形のないものを用いなければならない。

（５）請負者は、杭の施工に当たり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、
これを整形しなければならない。

（６）請負者は、杭の施工に当たり、打込み不能となった場合は、原因を調査すると
ともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

（７）請負者は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図
書に関して監督員の承諾を得なければならない。

（８）杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
� 請負者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はＪＩＳＡ７２０１（遠
心力コンクリートくいの施工標準）の規定によらなければならない。

� 請負者は、杭の打込み、埋込みはＪＩＳＡ７２０１（遠心力コンクリートくいの
施工標準）の規定によらなければならない。

� 請負者は、杭の継手はＪＩＳＡ７２０１（遠心力コンクリートくいの施工標準）
の規定によらなければならない。

（９）請負者は、杭のカットオフに当たり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷
つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。

（１０）請負者は、殻運搬処理に当たり、運搬物が飛散しないように行わなければなら
ない。
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２－７－６ サンドマット工

１．請負者は、サンドマットの施工に当たり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷
重をかけるようにしなければならない。

２．請負者は、安定シートの施工に当たり、隙間無く敷設しなければならない。
２－７－７ バーチカルドレーン工

１．請負者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械について
は、施工前に施工計画書に記載しなければならない。

２．請負者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充てんし
たことを確認しなければならない。

３．請負者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設によ
る使用量を計測し、確実に打設されたことを確認しなければならない。

４．請負者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に当たり、切断及
び持ち上がりが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。

５．請負者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持し
なければならない。

２－７－８ 締固め改良工

１．請負者は、締固め改良工に当たり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書に記載
された粒度分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。

２．請負者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさな
いよう施工しなければならない。

３．請負者は、海上におけるサンドコンパクションの施工に当たっては、設計図書に
示された位置に打設しなければならない。

２－７－９ 固結工

１．撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。
２．請負者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験
と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督員に報告し
なければならない。

３．請負者は、固結工法に当たり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物
並びに施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。

４．請負者は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事を中止
し、監督員と協議しなければならない。

５．請負者は、生石灰パイルの施工に当たり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂
又は粘土で埋戻さなければならない。

６．請負者は、薬液注入工の施工に当たり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術
的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得
なければならない。

７．請負者は、薬液注入工事の着手前に下記について監督員の確認を得なければなら
ない。
１）工法関係 １．注入圧

２．注入速度
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３．注入順序
４．ステップ長

２）材料関係 １．材料（購入・流通経路等を含む）
２．ゲルタイム
３．配合

８．請負者は、薬液注入工を施工する場合には、薬液注入工法による建設工事の施工
に関する暫定指針（建設省通達）の規定によらなければならない。

９．請負者は、薬液注入工における施工管理等については、薬液注入工事に係わる施
工管理等について（建設省通達）の規定によらなければならない。なお、請負者は、
注入の効果の確認が判定できる資料を作成し提出するものとする。

第８節 工場製品輸送工
２－８－１ 一般事項

１．本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める
ものとする。

２．請負者は、輸送に着手する前に第１編１－１－５施工計画書第１項の施工計画書
への記載内容に加えて、輸送計画に関する事項を記載し、監督員に提出しなければ
ならない。

２－８－２ 輸送工

１．請負者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければな
らない。

２．請負者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなけ
ればならない。なお、請負者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し、
取り替え又は補修等の処置を講じなければならない。

第９節 構造物撤去工
２－９－１ 一般事項

１．本節は、構造物撤去工として作業土工、構造物取壊し工、防護柵撤去工、標識撤
去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水構造物撤去工、かご撤去
工、落石雪害防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、冬季安全施設撤去工、
骨材再生工、運搬処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。

２－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第１編２－３－３作業土工の規定によるものとする。
２－９－３ 構造物取壊し工

１．請負者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うに当たり、
本体構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工し
なければならない。

２．請負者は、舗装版取壊しを行うに当たり、他に影響を与えないように施工しなけ
ればならない。

３．請負者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行う
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に当たり、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなけれ
ばならない。

４．請負者は、鋼材切断を行うに当たり、本体部材として兼用されている部分におい
て、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。

５．請負者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤
沈下を生じないようにしなければならない。

６．請負者は、根固めブロック撤去を行うに当たり、根固めブロックに付着した土砂、
泥土、ゴミを現場内において取り除いた後、運搬しなければならない。

２－９－４ 防護柵撤去工

１．請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、
立入り防止柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じない
よう施工しなければならない。

２．請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、
立入り防止柵の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を
講じなければならない。

３．請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、
立入り防止柵の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。

２－９－５ 標識撤去工

１．請負者は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じな
いよう施工しなければならない。

２．請負者は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策
を講じなければならない。

３．請負者は、標識撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
２－９－６ 道路付属物撤去工

１．請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去
に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければ
ならない。

２．請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去
に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。

３．請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去
に伴い、適切な工法を検討し施工しなければならない。

４．請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去
において、設計図書による処分方法によらなければならない。

２－９－７ プレキャスト擁壁撤去工

１．請負者は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の
悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損傷を与
えないように施工しなければならない。

３．請負者は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書による処分方法によらな
ければならない。
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２－９－８ 排水構造物撤去工

１．請負者は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響
が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機能上の
悪影響が生じないよう施工しなければならない。

３．請負者は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必
要な対策を講じなければならない。

４．請負者は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置
した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。

２－９－９ かご撤去工

１．請負者は、じゃかご、ふとんかごの撤去に当たっては、ゴミを現場内において取
り除いた後、鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。

２．請負者は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書による処分方法によ
らなければならない。

２－９－１０ 落石雪害防止撤去工

１．請負者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に際して、供用中の施
設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に当たっては、設計図
書による処分方法によらなければならない。

２－９－１１ ブロック舗装撤去工

１．請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンス
リップの撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施
工しなければならない。

２．請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンス
リップの撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じな
ければならない。

３．請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンス
リップの撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。

２－９－１２ 緑石撤去工

１．請負者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、供用中の施
設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、道路交通に
対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。

３．請負者は、歩車道境界ブロックおよび地先境界ブロックの撤去において、設計図
書による処分方法によらなければならない。

２－９－１３ 冬季安全施設撤去工

１．請負者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及
び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に当たっては、第１編２－９－３構造物取壊
し工の規定によるものとする。
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３．請負者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に当たっては、道路交通に対して
支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。

４．請負者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去において、設計図書による処分方
法によらなければならない。

２－９－１４ 骨材再生工

１．骨材再生工の施工については、設計図書に明示した場合を除き、第１編１－１－
２０建設副産物の規定によるものとする。
２．請負者は、構造物の破砕、撤去については、第１編２－９－３構造物取壊し工及
び第１編２－９－６道路付属物撤去工の規定により施工しなければならない。ただ
し、これらの規定により難い場合には、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ
ばならない。

３．請負者は、骨材再生工の施工に当たり、現場状況、破砕物の内容、破砕量や運搬
方法などから、適切な使用機械を選定しなければならない。

４．請負者は、骨材再生工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を
与えないように行なわなければならない。

５．請負者は、作業ヤードの出入り口の設置及び破砕作業に際して、関係者以外の立
ち入りの防止に対して留意しなければならない。

６．請負者は、破砕ホッパーに投入する材質、圧縮強度、大きさ等について使用機械
の仕様、処理能力、選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して、小割及び分別の方
法を施工計画書に記載しなければならない。なお、鉄筋、不純物、ごみや土砂など
の付着物の処理は、再生骨材の品質及び使用機械の適用条件に留意して行なわなけ
ればならない。

７．請負者は、コンクリート塊やアスファルト塊等の破砕や積込みに当たり、飛散、
粉塵及び振動対策の必要性について変更が伴う場合には、事前に監督員と設計図書
に関して協議しなければならない。

８．請負者は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の設備方法について変更が
伴う場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

９．請負者は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については、設
計図書によるものとし、これにより難い場合は、事前に設計図書に関して監督員と
協議しなければならない。

１０．請負者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置
き又は処分する場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２－９－１５ 運搬処理工

１．工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、第１編１－１－１９工事現場
発生品の規定によるものとする。

２．工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第１編１－１－２０建設副産物の
規定によるものとする。

３．請負者は、殻運搬処理、現場発生品の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散し
ないよう適正に処理を行わなければならない。
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第１０節 仮設工
２－１０－１ 一般事項

１．本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮締切工、
砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁式）、地中連続壁工（柱
列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備工、電力設備工、コンクリー
ト製造設備工、トンネル仮設備工、共同溝仮設備工、防塵対策工、汚濁防止工、防
護施設工、法面吹付工その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．請負者は、仮設工については、設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除
き、請負者の責任において施工しなければならない。

３．請負者は、仮設物については、設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除
き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。

２－１０－２ 工事用道路工

１．工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路を
いうものとする。

２．請負者は、工事用道路の施工に当たり、予定交通量・地形・気候を的確に把握し、
周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。

３．請負者は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないよ
うその維持管理に留意しなければならない。

４．請負者は、工事用道路盛土の施工に当たり、不等沈下を起さないように締固めな
ければならない。

５．請負者は、工事用道路の盛土部法面の整形する場合は、法面の崩壊が起こらない
ように締固めなければならない。

６．請負者は、工事用道路の敷砂利を行うに当たり、石材を均一に敷均さなければな
らない。

７．請負者は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定
シートと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。

８．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行
わなければならない。

９．請負者は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造
物に悪影響を与えないようにしなければならない。

２－１０－３ 仮橋・仮桟橋工

１．請負者は、仮橋・仮桟橋工を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合
には、工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。

２．請負者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うに当たり、隅角部の設置に支障があ
るときはその処理方法等の対策を講じなければならない。

３．請負者は、仮設高欄及び防舷材を設置するに当たり、その位置に支障があるとき
は、設置方法等の対策を講じなければならない。

４．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

５．請負者は、杭橋脚の施工に当たり、ウォータージェットを用いる場合には、最後
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の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。
２－１０－４ 路面覆工

１．請負者は、路面覆工を施工するに当たり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の
滑り及び覆工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないようにしなければ
ならない。また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付けな
ければならない。

２．請負者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者以外の
立ち入りの防止に対して留意しなければならない。

３．請負者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにす
ると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。

２－１０－５ 土留・仮締切工

１．請負者は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のない
ように施工しなければならない。

２．請負者は、仮締切工の施工に当たり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に
対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

３．請負者は、河川堤防の開削をともなう施工に当たり、仮締切を設置する場合には、
建設省 仮締切堤設置基準（案）の規定によらなければならない。

４．請負者は、土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障と
なる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認しなければならない。

５．請負者は、溝掘りを行うに当たり、一般の交通を開放する必要がある場合には、
仮復旧を行い一般の交通に開放しなければならない。

６．請負者は、埋戻しを行うに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、
目標高さまで埋戻さなければならない。

７．請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
８．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、十分に締
固めを行わなければならない。

９．請負者は、埋戻しを行うに当たり、埋設構造物がある場合には、偏土圧が作用し
ないように、埋戻さなければならない。

１０．請負者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻
しに当たり、埋戻し材に含まれる石が一ケ所に集中しないように施工しなければな
らない。

１１．請負者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
１２．請負者は、仮設鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工し
なければならない

１３．請負者は、ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合に
は、最後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。

１４．請負者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよ
う空洞を砂等で充てんしなければならない。

１５．請負者は、仮設アンカーの削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等に悪影
響を与えないように行わなければならない。
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１６．請負者は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けに当たって各部材
が一様に働くように締付けを行わなければならない。

１７．請負者は、横矢板の施工に当たり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁
との間に隙間のないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合は、良質な土
砂、その他適切な材料を用いて裏込を行うとともに、土留め杭のフランジと土留め
板の間にくさびを打ち込んで、隙間のないように固定しなければならない。

１８．請負者は、じゃかご（仮設）施工に当たり、中詰用石材の網目からの脱落が生じ
ないよう、石材の選定を行わなければならない。

１９．請負者は、じゃかご（仮設）の詰石に当たり、外廻りに大きな石を配置し、かご
の先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。

２０．請負者は、じゃかご（仮設）の布設に当たり、床ごしらえのうえ、間割りをして
かご頭の位置を定めなければならない。なお、詰石に際しては、請負者は法肩及び
法尻の屈折部が扁平にならないように充てんし、適切な断面形状に仕上げなければ
ならない。

２１．ふとんかご（仮設）の施工については、本条１８～２０項の規定によるものとする。
２２．請負者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与
えないようにしなければならない。

２３．請負者は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように
施工しなければならない。

２４．請負者は、止水シートの設置に当たり、突起物やシートの接続方法の不良により
漏水しないように施工しなければならない。

２５．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

２－１０－６ 砂防仮締切工

１．請負者は、土砂締切、土のう締切、コンクリート締切の施工に当たり、周囲の状
況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工しなければ
ならない。

２．作業土工の施工については、第１編２－３－３作業土工の規定によるものとする。
３．土砂締切の施工については、第１編第３章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工
の規定によるものとする。

４．コンクリート締切工の施工については、第１編第４章無筋・鉄筋コンクリートの
規定によるものとする。

２－１０－７ 水替工

１．請負者は、ポンプ排水を行うに当たり、土質の確認によって、クイックサンド、
ボイリングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を充分に排水し
なければならない。

２．請負者は、本条１項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理し
なければならない。

３．請負者は、河川あるいは下水道等に排水するに場合において、設計図書に明示が
ない場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届
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出、あるいは許可を受けなければならない。
４．請負者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理
を行った後、放流しなければならない。

２－１０－８ 地下水位低下工

１．請負者は、ウェルポイントあるいはディープウェルを行うに当たり、工事着手前
に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなけ
ればならない。

２．請負者は、周辺に井戸がある場合には、状況の把握につとめ被害を与えないよう
にしなければならない。

２－１０－９ 地中連続壁工（壁式）

１．請負者は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、
隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設
置しなければならない。

２．請負者は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、建て込み時に変形が生じないように
しながら、所定の位置に正確に設置しなければならない。

３．連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、請負者は、建て込み時の接続
精度が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。

４．請負者は、後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に、先行エレメントの、連壁
継手部に付着している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止
水性の向上を図らなければならない。

５．請負者は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのないよう
に施工しなければならない。

６．打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、請負者は５０㎝以上の余盛
りを行う等その対応をしなければならない。

７．請負者は、仮設アンカーの削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を
与えないように行わなければならない。

８．請負者は、切梁・腹起しの取付けに当たり、各部材が一様に働くように締付けを
行わなければならない。

９．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

２－１０－１０ 地中連続壁工（柱列式）

１．請負者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、
隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設
置しなければならない。

２．請負者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び掘孔精度
等に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。

３．オーバーラップ配置の場合に、請負者は、隣接杭の材令が若く、固化材の強度が
平均しているうちに掘孔しなければならない。

４．請負者は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯
材を孔心に対して垂直に建て込まなければならない。
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５．請負者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、
固化材の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し、適
切な処置を講じなければならない。

６．請負者は、仮設アンカーの削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を
与えないように行わなければならない。

７．請負者は、切梁・腹起しの取付けに当たり、各部材が一様に働くように締付けを
行わなければならない。

８．請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければ
ならない。

２－１０－１１ 仮水路工

１．請負者は、工事車両等によりヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の破損を受
けないよう、設置しなければならない。

２．請負者は、ヒューム管・コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合
には、埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。

３．請負者は、素掘側溝の施工に当たり、周囲の地下水位への影響が小さくなるよう
に施工しなければならない。また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じ
て周囲の水位観測を行わなくてはならない。

４．請負者は、切梁・腹起しの取付けに当たり、切梁・腹起しが一様に働くように締
付けを行わなければならない。

５．請負者は、仮設の鋼矢板水路を行うに当たり、控索材等の取付けにおいて、各控
索材等が一様に働くように締付けを行わなければならない。

６．請負者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよ
う空洞を砂等で充てんしなければならない。

２－１０－１２ 残土受入れ施設工

１．請負者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を、講
じなければならない。

２．請負者は、コンクリートブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型
擁壁を仮置きする場合には、転倒、他部材との接触による損傷がないようにこれら
を防護しなければならない。

２－１０－１３ 作業ヤード整備工

１．請負者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のないように位置
や規模を検討し造成・整備しなければならない。

２．請負者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均
さなければならない。

２－１０－１４ 電力設備工

１．請負者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するに当たり、必
要となる電力量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければな
らない。

２．請負者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守にお
いて電気事業主任技術者を選び、監督員に報告するとともに、保守規定を制定し適
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切な運用をしなければならない。
３．請負者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、
周辺環境に配慮しなければならない。

２－１０－１５ コンクリート製造設備工

１．コンクリートプラント設備は、練り上がりコンクリートを排出するときに材料の
分離を起こさないものとする。

２．請負者は、コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければなら
ない。

３．ケーブルクレーン設備のバケットの構造は、コンクリートの投入及び搬出の際に
材料の分離を起こさないものとし、また、バケットからコンクリートの排出が容易
でかつすみやかなものとする。

２－１０－１６ トンネル仮設備工

１．請負者は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のため、そ
の保守に努めなければならない。

２．請負者は、トンネル照明設備を設置するに当たり、切羽等直接作業を行なう場所、
保線作業、通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくす
るようにしなければならない。また、停電時等の非常時への対応についても配慮し
た設備としなければならない。

３．請負者は、用水設備を設置するに当たり、さっ孔水、コンクリート混練水、洗浄
水、機械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に支障が生じ
ない設備としなければならない。

４．請負者は、トンネル排水設備を設置するに当たり、湧水量を十分調査し、作業そ
の他に支障が生じないようにしなければならない。また、強制排水が必要な場合に
は、停電等の非常時に対応した設備としなければならない。

５．請負者は、トンネル換気設備の設置に当たり、発破の後ガス、粉じん、内燃機関
の排気ガス、湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定められた許容濃
度以下に坑内環境を保つものとしなければならない。また、停電等の非常時に対応
についても考慮した設備としなければならない。

６．請負者は、トンネル送気設備の設置に当たり、排気ガス等の流入を防止するよう
に吸気口の位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応
についても考慮した設備としなければならない。
請負者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業に

当たり、湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなけれ
ばならない。

７．請負者は、トンネル工事連絡設備の設置に当たり、通常時のみならず非常時にお
ける連絡に関しても考慮しなければならない。

８．請負者は、換気装置の設置に当たり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を
考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定
しなければならない。

９．請負者は、集じん装置の設置に当たり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十
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分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じん
を含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。

１０．請負者は、換気の実施等の効果を確認するに当たって、半月以内ごとに１回、定
期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければ
ならない。この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３�／�以下と
し、中小断面のトンネル等のうち３�／�を達成する事が困難と考えられるものに
ついては、できるだけ低い値を目標レベルにすることとする。また、各測定点にお
ける測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必
要な措置を講じなければならない。
粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。

１１．請負者は、トンネル充電設備を設置するに当たり、機関車台数等を考慮し工事に
支障が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。
また、充電中の換気に対する配慮を行わなければならない。

１２．請負者は、スライドセントル組立解体に当たり、換気管及び送気管等の損傷に留
意し、また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。
組立時には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。

１３．請負者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とす
るとともに、作業台組立解体に当たり、施工済みの防水シートを損傷することのな
いように作業しなければならない。

１４．請負者は、ターンテーブル設備の設置に当たり、その動きを円滑にするため、据
付面をよく整地し不陸をなくさなければならない。

１５．請負者は、トンネル用濁水処理設備の設置に当たり、水質汚濁防止法、関連地方
自治体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。
また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水
の水質変化に対応できるものとしなければなならない。

２－１０－１７ 防塵対策工

１．請負者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出る
恐れがある場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策につ
いて監督員と設計図書に関して協議しなければならない。

２．請負者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそ
れがある場合には、散水あるいは路面清掃について、監督員と設計図書に関して協
議しなければならない。

２－１０－１８ 汚濁防止工

１．請負者は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工方法及
び順序について、工事着手前に検討し施工しなければならない。

２．請負者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がな
い場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、
あるいは許可を受けなければならない。

３．請負者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理
を行った後、放流しなければならない。
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２－１０－１９ 防護施設工

１．請負者は、防護施設の設置位置及び構造の選定に当たり、発破に伴う飛散物の周
辺への影響がないように留意しなければならない。

２．請負者は、仮囲い又は立入防止柵の設置に当たり、交通に支障をきたす場合ある
いは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。

２－１０－２０ 法面吹付工

法面吹付工の施工については、第１編２－３－６吹付工の規定による。

第１１節 軽量盛土工
２－１１－１ 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定めるも
のとする。

２－１１－２ 軽量盛土工

１．請負者は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書によるものとする。
２．請負者は、発砲スチロール等の軽量材の運搬を行なうに当たり損傷を生じないよ
うにしなければならない。仮置き時に当たっては飛散防止に努めるとともに、火気、
油脂類を避け防火管理体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫外線を
受ける場合はシート等で被覆しなければならない。

３．請負者は、基盤に湧水がある場合、設計図書に関して監督員と協議しなければな
らない。

４．請負者は、軽量材の最下層ブロックの設置に当たっては、特に段差が生じないよ
うに施工しなければならない。

５．請負者は、軽量材のブロック間の固定に当たっては、設計図書に示された場合を
除き、緊結金具を使用し固定しなければならない。

６．請負者は、中間床版については、設計図書に示された場合を除き、必要に応じて
監督員と協議しなければならない。
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第３章 土 工

第１節 適 用
１．本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工、港湾土工、その他これらに類
する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第２編材料編の規定によるものとする。

第２節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらな

ければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の
規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 道路土工－施工指針
日本道路協会 道路土工要綱
日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針
日本道路協会 道路土工－のり面工・斜面安定工指針
日本道路協会 道路土工－土質調査指針
土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル
建設省 建設副産物適正処理推進要綱（平成１０年１２月）
建設省 堤防余盛基準について（昭和４４年１月）
土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル

第３節 河川土工・海岸土工・砂防土工
３－３－１ 一般事項

１．本節は、河川土工・海岸土工・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法
面整形工、堤防天端工、残土処理工その他これらに類する工種について定めるもの
とする。

２．地山の土及び岩の分類は、表２－１によるものとする。
請負者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で、

監督員の確認を受けなければならない。
また、請負者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致

しない場合は、契約書第１８条第１項の規定により監督員に通知するものとする。な
お、確認のための資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示
するとともに、検査時に提出しなければならない。
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表２－１ 土及び岩の分類表

名 称
説 明 摘 要

Ａ Ｂ Ｃ

土

礫質土 礫まじり
土

礫の混入があって掘削時
の能率が低下するもの。

礫の多い砂、礫の多い砂
質土、礫の多い粘性土

礫（Ｇ）
礫質土（ＧＦ）

砂質土
及び砂

砂 バケット等に山盛り形状
になりにくいもの。

海岸砂丘の砂
マサ土 砂（Ｓ）

砂 質 土
（普通土）

掘削が容易で、バケット
等に山盛り形状にし易く
空げきの少ないもの。

砂質土、マサ土
粒度分布の良い砂
条件の良いローム

砂（Ｓ）
砂質土（ＳＦ）
シルト（Ｍ）

粘性土

粘 性 土

バケット等に付着し易く
空げきの多い状態になり
易いもの、トラフィカビ
リティが問題となり易い
もの。

ローム
粘性土

シルト（Ｍ）
粘性土（Ｃ）

高含水比
粘 性 土

バケットなどに付着し易
く特にトラフィカビリ
ティが悪いもの

条件の悪いローム
条件の悪い粘性土
火山灰質粘性土

シルト（Ｍ）
粘性土（Ｃ）
火山灰質粘性土（Ｖ）
有機質土（Ｏ）

岩

又

は

石

岩 塊
玉 石

岩 塊
玉 石

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に
空げきのでき易いもの。
岩塊、玉石は粒径７．５�以上とし、まるみのあるの
を玉石とする。

玉石まじり土岩塊起
砕された岩、ごろご
ろした河床

軟 岩 軟岩

�

第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。
風化がはなはだしくきわめてもろいもの。
指先で離しうる程度のものでき裂の間隔は１～５�
くらいのものおよび第三紀の岩石で固結の程度が良
好なもの。
風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割
れるもの、離れ易いもので、き裂間隔は５～１０�程
度のもの。

地山弾性波速度
７００～２８００ｍ／ｓｅｃ

�

凝灰質で堅く固結しているもの。
風化が目にそって相当進んでいるもの。
き裂間隔が１０～３０�程度で軽い打撃により離しうる
程度、異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離し
うるもの。

硬 岩

中 硬 岩

石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくて
も相当の固さを有するもの。
風化の程度があまり進んでいないもの。
硬い岩石で間隔３０～５０�程度のき裂を有するもの。

地山弾性波速度
２０００～４０００ｍ／ｓｅｃ

硬岩

�
花崗岩、結晶片岩等で全く変化していないもの。
き裂間隔が１ｍ内外で相当密着しているもの。
硬い良好な石材を取り得るようなもの。

地山弾性波速度
３０００ｍ／ｓｅｃ以上

�
けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いも
の。風化していない新鮮な状態のもの。
き裂が少なく、よく密着しているもの。
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３．請負者は、工事施工中については、滞水を生じないような排水状態に維持しなけ
ればならない。

４．請負者は、建設発生土については、第１編１－１－２０建設副産物２項の規定によ
り適切に処理しなければならない。

５．請負者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、及び建設発生土の
内容等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。
なお、請負者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土、又は建設

廃棄物を処分する場合には、処分方法を書面により監督員に提出し、事前に設計図
書に関して監督員と協議しなければならない。

６．請負者は、建設発生土処理に当たり第１編１－１－５施工計画書第１項の施工計
画書への記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなけ
ればならない。

（１）処理方法（場所・形状等）
（２）排水計画
（３）場内維持等
７．請負者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受
入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、
請負者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監
督員の承諾を得なければならない。

８．建設発生土受入れ地については、請負者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に
応じて施工しなければならない。

９．請負者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書に
よるものとするが、設計図書に示されていない場合には、設計図書に関して監督員
と協議しなければならない。

１０．請負者は、設計図書に示さない場合には、表２－２に従い施工しなければならない。

３－３－２ 掘削工

１．請負者は、水門等の上流側での掘削工を行うに当たり、流下する土砂その他に
よって河川管理施設、許可工作物等、他の施設の機能に支障を与えてはならない。
請負者は、特に指定されたものを除き水の流れに対して影響を与える場合には、掘
削順序、方向又は高さ等についてあらかじめ設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。水中掘削を行う場合も同様とするものとする。

表２－２ 伐開除根作業

区 分
種 別

雑草・ささ類 倒木 古根株 立木

盛土箇所全部 根からすきとる 除去 抜根除去 同左
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２．請負者は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石等が残
らないようにしなければならない。

３．請負者は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいは
それらを生ずるおそれがあるときは、工事を中止し、必要に応じ災害防止のための
措置をとらなければならない。請負者は、災害防止のための措置をとった後、速や
かにその措置内容を監督員に報告しなければならない。

４．請負者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
５．請負者は、砂防土工における斜面対策としての掘削工（排土）を行うに当たり、
設計図書で特に定めのある場合を除き、原則として掘削を斜面上部より下部に向
かって行わなければならない。

６．請負者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民
に迷惑がかからないようにつとめなければならない。

３－３－３ 盛土工

１．請負者は、盛土工の開始に当たって、地盤の表面を本条３項に示す盛土層厚の１
／２の厚さまで掻き起こしてほぐし、盛土材料とともに締固め、地盤と盛土の一体
性を確保しなければならない。

２．請負者は、１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示
する場合を除き、段切を行い、盛土と現地盤の密着を図り、滑動を防止しなければ
ならない。

３．請負者は、築堤の盛土工の施工において、一層の仕上り厚を３０�以下とし、平坦
に締固めなければならない。

４．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ
等の小型締固め機械により締固めなければならない。
また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、

締固めなければならない。
５．請負者は、盛土材料に石が混入する場合には、その施工に当たって石が一ヶ所に
集まらないようにしなければならない。

６．請負者は、盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合は、表面に３～５％程度
の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなけ
ればならない。

図２－１ 盛土基礎地盤の段切
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７．請負者は、締固め作業の実施に当たり、適切な含水比の状態で施工しなければな
らない。

８．請負者は、盛土工の作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合
に、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、
緊急を要する場合には、応急処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。

９．請負者は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、資料を
監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は、実測困難な場合等には、こ
れに代わる資料により、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

１０．請負者は、土の採取に当たり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件
に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設
計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１１．請負者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工に当たって、採取土及び購入土を運
搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用
土盛土及び発生土盛土の施工に当たっても、一般道を運搬に利用する場合も同様と
するものとする。

１２．請負者は、軟弱地盤上の盛土の施工に当たり、沈下のおそれのある場所の盛土の
丁張を、常時点検しなければならない。

１３．請負者は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設計図書に
よらなければならない。

１４．請負者は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、すみや
かに排水施設を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。

１５．軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の盛土高さは設計図書によるものとし、請負
者は、その沈下や周囲の地盤の水平変位等を監視しながら盛土を施工し、監督員の
承諾を得た後、次の盛土に着手しなければならない。

１６．請負者は、軟弱地盤上の盛土工の施工中、予期できなかった沈下又は滑動等が生
ずるおそれがあると予測された場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員
と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置を施すとと
もに、監督員に報告しなければならない。

１７．請負者は、砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うに当た
り、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照
査した上で、それらを施工計画に反映しなければならない。

３－３－４ 盛土補強工

１．盛土補強工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、盛土体の安定を
図ることをいうものとする。

２．盛土材については設計図書によるものとする。請負者は、盛土材のまきだしに先
立ち、予定している盛土材料の確認を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。

３．請負者は、第１層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を
行なうとともに、設計図書に関して監督員と協議のうえ、基盤面に排水処理工を行
なわなければならない。
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４．請負者は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に
敷設しなければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸がないように
敷設し、ピンや土盛りなどにより適宜固定するものとする。

５．請負者は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図
書で特に定めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。ただし、
やむを得ない事情がある場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

６．請負者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、設計
図書で特に定めのある場合を除き、面状補強材に５㎝程度の重ね合せ幅を確保する
ものとする。

７．請負者は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示された方法
で補強材を敷設することが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ
ばならない。なお、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じる場合にお
いても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならない。

８．請負者は、盛土材のまき出し及び締固めについては、第１編３－３－３盛土工の
規定により一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及び締固めは、壁
面工側から順次奥へ行なうとともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材に
ずれや損傷を与えないように注意しなければならない。

９．請負者は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしなければ
ならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ
ればならない。

１０．請負者は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおい
ては、各補強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振動ローラなど
を用いて人力によって入念に行わなければならない。これにより難い場合は、設計
図書に関して監督員と協議しなければならない。

１１．請負者は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土のり面や接合部
での巻込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければ
ならない。

１２．請負者は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しながら施
工しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場合は、ただちに作
業を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１３．請負者は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化をきた
さないようにしなければならない。

１４．補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって
強度が低下することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管に当
たっては直射日光を避け、紫外線による劣化を防がなければならない。

３－３－５ 法面整形工

１．請負者は、掘削（切土）部法面整形の施工に当たり、ゆるんだ転石、岩塊等は、
整形法面の安定のために取り除かなければならない。なお、浮石が大きく取り除く
ことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は、盛土部法面整形の施工に当たり、法面の崩壊が起こらないように締固
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めを行わなければならない。
３．請負者は、平場仕上げの施工に当たり、平坦に締固め、排水が良好に行うように
しなければならない。

４．請負者は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工に当たり、掘削法面は、
肥沃な表土を残すようにしなければならない。

５．請負者は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工に当たり、崩壊のおそ
れのある箇所、あるいは湧水、軟弱地盤等の不良個所の法面整形は、設計図書に関
して監督員と協議しなければならない。

３－３－６ 堤防天端工

請負者は、堤防天端に砕石材を平坦に敷均さなければならない。
３－３－７ 残土処理工

１．残土処理工とは作業土工で生じた残土の工区外への運搬及び受入れ地の整形処理
までの一連作業をいう。

２．残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないようつとめな
ければならない。

第４節 道路土工
３－４－１ 一般事項

１．本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処
理工その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削（切土）部においては掘削仕
上り面下１ｍ以内の部分をいう。
路体とは盛土における路床以外の部分をいう。

３．地山の土及び岩の分類は、表２－３によるものとする。
請負者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点

で、監督員の確認を受けなければならない。なお、確認のための資料を整備・保管
し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけ
ればならない。
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４．請負者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施
工しなければならない。

５．請負者は、工事箇所で工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期でき
なかった湧水が発生した場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議
しなければならない。ただし緊急を要する場合には応急措置を施すとともに、監督
員に報告しなければならない。

６．請負者は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維
持しなければならない。

表２－３ 土及び岩の分類表

名 称
説 明 摘 要

Ａ Ｂ Ｃ

土

礫質土 礫まじり
土

礫の混入があって掘削時
の能率が低下するもの。

礫の多い砂、礫の多い砂
質土、礫の多い粘性土

礫（Ｇ）
礫質土（ＧＦ）

砂質土
及び砂

砂 バケット等に山盛り形状
になりにくいもの。

海岸砂丘の砂
マサ土 砂（Ｓ）

砂 質 土
（普通土）

掘削が容易で、バケット
等に山盛り形状にし易く
空げきの少ないもの。

砂質土、マサ土
粒度分布の良い砂
条件の良いローム

砂（Ｓ）
砂質土（ＳＦ）
シルト（Ｍ）

粘性土

粘 性 土

バケット等に付着し易く
空げきの多い状態になり
易いもの、トラフィカビ
リティが問題となり易い
もの。

ローム
粘性土

シルト（Ｍ）
粘性土（Ｃ）

高含水比
粘 性 土

バケットなどに付着し易
く特にトラフィカビリ
ティが悪いもの

条件の悪いローム
条件の悪い粘性土
火山灰質粘性土

シルト（Ｍ）
粘性土（Ｃ）
火山灰質粘性土（Ｖ）
有機質土（Ｏ）

岩

又

は

石

岩 塊
玉 石

岩 塊
玉 石

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に
空げきのでき易いもの。
岩塊、玉石は粒径７．５�以上とし、まるみのあるの
を玉石とする。

玉石まじり土
岩塊起砕された岩、
ごろごろした河床

軟 岩 軟岩

�

第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。
風化がはなはだしくきわめてもろいもの。
指先で離しうる程度のものでき裂の間隔は１～５�
くらいのものおよび第三紀の岩石で固結の程度が良
好なもの。
風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割
れるもの、離れ易いもので、き裂間隔は５～１０�程
度のもの。

地山弾性波速度
７００～２８００ｍ／ｓｅｃ

�

凝灰質で堅く固結しているもの。
風化が目にそって相当進んでいるもの。
き裂間隔が１０～３０�程度で軽い打撃により離しうる
程度、異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離し
うるもの。

硬 岩

中 硬 岩

石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくて
も相当の固さを有するもの。
風化の程度があまり進んでいないもの。
硬い岩石で間隔３０～５０�程度のき裂を有するもの。

地山弾性波速度
２０００～４０００ｍ／ｓｅｃ

硬岩

�
花崗岩、結晶片岩等で全く変化していないもの。
き裂間隔が１ｍ内外で相当密着しているもの。
硬い良好な石材を取り得るようなもの。

地山弾性波速度
３０００ｍ／ｓｅｃ以上

�
けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの。
風化していない新鮮な状態のもの。
き裂が少なく、よく密着しているもの。
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７．請負者は、建設発生土については、第１編１－１－２０建設副産物の規定により、
適切に処理しなければならない。

８．請負者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容
等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。
なお、請負者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土、又は建設

廃棄物を処分する場合には、処分方法を書面により監督員に提出し、事前に設計図
書に関して監督員と協議しなければならない。

９．請負者は、建設発生土処理に当たり第１編１－１－５施工計画書第１項の施工計
画書への記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなけ
ればならない。

（１）処理方法（場所・形状等）
（２）排水計画
（３）場内維持等
１０．請負者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受
入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、
請負者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監
督員の承諾を得なければならない。

１１．建設発生土受入れ地については、請負者は、建設発生土受入れ地ごとの特定条件
に応じて施工しなければならない。

１２．請負者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書に
よるものとするが、設計図書に示されていない場合には、適正な方法により処理す
るものとする。なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督員と協議す
るものとする。

１３．請負者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表２－４に従い
施工しなければならない。

１４．請負者は、軟弱地盤上の盛土の施工に当たり、沈下のおそれのある場所の盛土の
丁張を、常時点検しなけれならない。

１５．請負者は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設計図書に
よらなければならない。

１６．請負者は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、すみや
かに排水施設を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。

１７．軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の高さは設計図書によるものとし、請負者は、

表２－４ 伐開除根作業

区 分
種 別

雑草・ささ類 倒木 古 根 株 立木

盛土高１ｍを越え
る場合 地面で刈りとる 除去 根元で切りとる 同左

盛土高１ｍ以下の
場合 根からすきとる 〃 抜根除去 〃
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その沈下や周囲の地盤の水平変化等を監視しながら盛土を施工し、監督員の承諾を
得た後、次の盛土に着手しなければならない。

１８．請負者は、軟弱地盤上の盛土の施工中、予期できなかった沈下又は滑動等が生ず
るおそれがあると予測された場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員と
協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置を施すとともに
監督員に報告しなければならない。

３－４－２ 掘削工

１．請負者は、掘削の施工に当たり、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、
又は埋設物を発見した場合は、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しな
ければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置を施すとともに監督員
に報告しなければならない。

２．請負者は、掘削の施工に当たり、現場の地形、掘削高さ、掘削量、地層の状態（岩
の有無）、掘削土の運搬方法などから、使用機械を設定しなければならない。

３．請負者は、掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそ
れらを生ずるおそれがあるときは、工事を中止し、必要に応じ災害防止のための措
置をとらなければならない。請負者は、災害防止のための措置をとった後、速やか
にその措置内容を監督員に報告しなければならない。

４．請負者は、路床面において、設計図書に示す支持力が得られない場合、又は均等
性に疑義がある場合には、監督員と協議しなければならない。

５．請負者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
６．請負者は、硬岩掘削における法の仕上り面近くでは過度な発破をさけるものとし、
浮石等が残らないようにしなければならない。
万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合には、請負者は監督員の承諾を得

た工法で修復しなければならない。
７．請負者は、掘削工により発生する残土を受入れ地に運搬する場合には、沿道住民
に迷惑をかけないようにしなければならない。

３－４－３ 路体盛土工

１．請負者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような
予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工
法等の処置工法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は、水中で路体盛土工を行う場合の材料については、設計図書によるもの
とする。

３．請負者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行ない偏圧
のかからないよう締固めなければならない。

４．請負者は、路体盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面に３～５
％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるように
しなければならない。

５．請負者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するも
のとし、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

６．請負者は、路体盛土工の施工においては、一層の仕上り厚を３０�以下とし、各層
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ごとに締固めなければならない。
７．請負者は、路体盛土工の主材料が岩塊、玉石である場合は、空隙を細かい材料で
充てんしなければならない。止むを得ず３０�程度のものを使用する場合は、路体の
最下層に使用しなければならない。

８．請負者は、１：４より急な勾配を有する地盤上に路体盛土工を行う場合には、特
に指示する場合を除き段切を行い、盛土と現地盤との密着を図り、滑動を防止しな
ければならない。

９．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、
振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなけれ

ばならない。
１０．請負者は、路体盛土工の締固め作業の実施に当たり、適切な含水比の状態で施工
しなければならない。

１１．請負者は、路体盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場
合に、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、
緊急を要する場合には、応急処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。

１２．請負者は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、資料を
監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は、実測困難な場合等には、こ
れに代わる資料により、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

１３．請負者は、土の採取に当たり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件
に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設
計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１４．請負者は採取土盛土及び購入土盛土の施工に当たって、採取土及び購入土を運搬
する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土
盛土及び発生土盛土の施工に当たっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様と

図２－２ 盛土基礎地盤の段切
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するものとする。
３－４－４ 路床盛土工

１．請負者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような
予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工
法などの処理方法について監督員と協議しなければならない。

２．請負者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行ない偏圧
のかからないよう締固めなければならない。

３．請負者は、路体盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面に３～５
％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるように
しなければならない。

４．請負者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するも
のとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

５．請負者は、路床盛土の施工においては一層の仕上り厚を２０�以下とし、各層ごと
に締固めなければならない。

６．路床の盛土材料の最大寸法は２０�程度とするものとする。
７．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、
振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。

８．請負者は、路床盛土工の締固め作業の実施に当たり、適切な含水比の状態で施工
しなければならない。

９．請負者は、路床盛土工の作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった
場合に工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、
緊急を要する場合には応急処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。

１０．路床盛土の締固め度については、第１編１－１－２７施工管理第９項の規定による
ものとする。

１１．請負者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には１：４程度の
勾配をもって緩和区間を設けるものとする。また、掘削（切土）部、盛土部の縦断
方向の接続部には岩の場合１：５以上、土砂の場合１：１０程度のすり付け区間を設
けて路床支持力の不連続をさけなければならない。

（ａ）掘削部路床に置き換えのないとき
（ｂ）掘削部路床に置き換えのあるとき
（ｃ）現地盤がすりつけ区間を長く取ることが不経済となる場合
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１２．請負者は、歩道・路肩部分等の締固めについては、タンパ、振動ローラ等の小型
締固め機械等を用いて、一層の仕上り厚を２０�以内で行わなければならない。

１３．請負者は、路床盛土工の施工中に降雨や湧水によって路床面に水が滞水する場合
は、路肩部分などに仮排水路を設け、道路外へすみやかに排水できるようにしてお
かなければならない。

１４．請負者は、土の採取の搬入に先立ち、指定された採取場、建設発生土の受入れ地
について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負者
は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監督員の
承諾を得なければならない。

１５．請負者は、土の採取に当たり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件
に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設
計図書に関して監督員と協議しなければならない。

１６．請負者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工に当たって、採取土及び購入土を運
搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用
土盛土及び発生土盛土の施工に当たっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様
とするものとする。

３－４－５ 法面整形工

１．請負者は、掘削（切土）部法面整形の施工に当たり、ゆるんだ転石、岩塊等は、
整形した法面の安定のために取り除かなければならない。なお、浮石が大きく取り
除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は、盛土部法面整形の施工に当たり、法面の崩壊が起こらないように締固
めを行わなければならない。

３－４－６ 残土処理工

残土処理工については、第１編３－３－７残土処理工の規定によるものとする。

図２－３ 掘削（切土）部、盛土部接続部のすり付け
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第４章 無筋・鉄筋コンクリート

第１節 適 用
１．本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使
用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用す
るものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第２編材料編の規定によるものとする。
３．請負者は、コンクリートの施工に当たり、土木学会 コンクリート標準示方書（施

工編）のコンクリートの品質の規定によらなければならない。これ以外による場合は、
施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

４．請負者は、コンクリートの使用に当たって「コンクリートの耐久性向上の施工実施
要領」（平成１４年８月２８日土第１０１４１号）を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合
を確認しなければならない。

第２節 適用すべき諸基準
１．請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によら
なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図
書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。
土木学会 コンクリート標準示方書【施工編】
土木学会 コンクリート標準示方書【構造性能照査編】
土木学会 コンクリートのポンプ施工指針
土木学会 鉄筋継手指針
土木学会 鉄筋継手指針（その２）－鉄筋のエンクローズ溶接継手
（社）日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書

２．請負者は、コンクリートの使用に当たって、以下に示す許容塩化物量以下のコンク
リートを使用しなければならない。

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部
材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材にお
ける許容塩化物量（Ｃｌ－）は、０．３０�／�以下とする。

（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及
びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量（Ｃｌ－）は０．３０�／�以下
とする。

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食の恐れがある場合等は、試験結果等から適
宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量（Ｃｌ－）は０．３０�／�以下
とする。

３．請負者は、海水又は潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化
物の影響を受ける箇所において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の品質・性能
に重大な影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の
措置方法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
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４．１００�以上のコンクリートを使用する工事は、１日ごとのコンクリートの打設状況
について、コンクリート打設日報により記録し、整理しておかなければならない。

第３節 レディーミクストコンクリート
４－３－１ 一般事項

１．本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うも
のとする。なお、本節に規定していない製造に関する事項は、「ＪＩＳＡ５３０８レディー
ミクストコンクリート」を適用する。

２．請負者は、レディーミクストコンクリ－トを使用するときは、レディーミクスト
コンクリ－ト配合報告書を監督員に提出しなければならない。

３．請負者は、１００�以上のレディミクストコンクリ－トを使用する場合は、レディ
ミクストコンクリ－トの使用届を施工前に、監督員に提出しなければならない。

４－３－２ 工場の選定

１．請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、新ＪＩＳマーク表示
制度の認証を受けた製品の製造工場（平成２０年９月３０日までは、ＪＩＳマーク表示認
定工場を含む。）（「以下ＪＩＳマーク表示認証工場」という。）で、かつ、コンクリート
の製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者
（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施
できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した
工場等）から選定し、ＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコンクリート）に適合するもの
を用いなければならない。これ以外の場合は、本条３、４項の規定によるものとする。

２．請負者は、ＪＩＳマーク表示認証工場で製造されＪＩＳＡ５３０８（レディーミクストコ
ンクリート）により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強
度等が指定されるレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するととも
に製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、監督員の
請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

３．請負者は、ＪＩＳマーク表示認証工場が工事現場近くにない場合は、使用する工場
について、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実
施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施で
きる工場から選定しなければならない。また、コンクリートの品質については、製
造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料により、設計図書に指定した
品質が得られることを確認の上、その資料により監督員の承諾を得なければならない。
なお、使用に当たっては、第１編４－３－４材料の計量及び練混ぜ、配合に臨場

しなければならない。
４．請負者は、ＪＩＳマーク表示認証工場が製造したレディーミクストコンクリートで
あっても「ＪＩＳＡ５３０８レディーミクストコンクリート」以外のレディーミクスト
コンクリートを用いる場合は、第１編４－３－４材料の計量及び練混ぜ、配合に臨
場するとともに製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を提出し、
監督員の承諾を得なければならない。

５．請負者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を「ＪＩＳ
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Ａ５３０８レディーミクストコンクリート」により実施しなければならない。なお、
生産者等に検査のため試験を代行させる場合は請負者がその試験に臨場しなければ
ならない。また、現場練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。

４－３－３ 配 合

１．請負者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的
に必要な強度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に
適するワーカービリティーをもつ範囲内で単位水量を少なくするように定めなけれ
ばならない。

２．請負者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表３－１の示方配合表を
作成し、その資料により監督員の確認を得なければならない。ただし、すでに使用
実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず、他工事（公共工事
に限る）の配合表によることができるものとする。

３．請負者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件
の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コン
クリートについては５５％以下、無筋コンクリートについては６０％以下とするものと
する。

４．請負者は、示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、５㎜ふるいに
留まる細骨材の量、５㎜ふるいを通る粗骨材の量、および混和剤の希釈水量等を考
慮しなければならない。

５．請負者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合
には、本条２項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督員の確認を得なけ
ればならない。

６．請負者は、セメント混和材料を、使用する場合には、材料の品質に関する資料に
より使用前に監督員の確認を得なければならない。

４－３－４ 材料の計量及び練混ぜ

１．計量装置
（１）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量誤

差内で計量できるものとする。なお、請負者は、施工に先立ち各材料の計量方法
及び計量装置について、監督員に報告しなければならない。

（２）請負者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行い、その結果を監督
員に提出しなければならない。

２．材料の計量
（１）計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試

表３－１ 示方配合表

粗骨材の

最大寸法

（㎜）

スランプ

（㎝）

水セメン

ト比

Ｗ／Ｃ（％）

空気量

（％）

細骨材率

（％）

単位量（�／�）

水

Ｗ

セメント

Ｃ

混和材

Ｆ

細骨材

Ｓ

粗骨材

Ｇ

混和剤

Ａ
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験は、「ＪＩＳＡ１１１１細骨材の表面水率試験方法」若しくは「ＪＩＳＡ１１２５骨材の含
水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法」又は監督員の承諾を得た
方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値
は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。

（２）請負者は、第１編４－３－３配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容
をその都度、監督員に通知しなければならない。

（３）計量誤差は、１回計量分に対し、「表３－２計量の許容誤差」の値以下とする。
（４）連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。

その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分
を質量に換算して、「表３－２計量の許容誤差」の値以下とする。なお、請負者
は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切
に定めなければならない。

（５）材料の計量値は、自動記録装置により記録しなければならない。

（６）請負者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、
水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工
事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定め
なければならない。

（７）請負者は、混和剤を溶かすのに用いた水又は混和剤をうすめるのに用いた水は、
練り混ぜ水の一部としなければならない。

３．練混ぜ
（１）請負者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミキサ及

び連続ミキサを使用するものとする。
（２）請負者は、ミキサの練混ぜ試験を、「ＪＩＳＡ１１１９ミキサで練り混ぜたコンクリー

ト中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法」及び土木学会規準「連続ミキ
サの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。

（３）請負者は、「ＪＩＳＡ８６０３コンクリートミキサ」に適合するか、又は同等以上の
性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でか
つ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、請負者は、設計図書に関して
監督員の承諾を得なければならない。

（４）請負者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。

表３－２ 計量の許容誤差

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内

材料の種類 許容誤差（％）

水 １

セメント １

骨材 ３

混和材 ２※

混和剤 ３
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やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッ
チミキサを用いる場合１分３０秒、強制練りバッチミキサを用いる場合１分とする
ものとする。

（５）練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の３倍以内で、行わなければならない。
（６）請負者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後にミキサ内に新たに材

料を投入しなければならない。
（７）請負者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
（８）ミキサは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造

でなければならない。
（９）請負者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンク

リートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキ
サ部の容積以上とする。

（１０）請負者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保され
た練り台の上で行わなければならない。

（１１）請負者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練りま
ぜなければならない。

第４節 コンクリートミキサー船
４－４－１ 一般事項

本節は、コンクリートミキサー船によりコンクリートを製造することに関する一般
的事項を取り扱うものとする。なお、本節に規定していない製造に関する事項は、「ＪＩＳ
Ａ５３０８レディーミクストコンクリート」を準用するものとする。

４－４－２ コンクリートミキサー船の選定

請負者は、施工に先立ちコンクリート製造能力、製造設備、品質管理状態等を考慮
してコンクリートミキサー船を選定し、監督員の承諾を得なければならない。

第５節 現場練りコンクリート
４－５－１ 一般事項

本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。
４－５－２ 材料の貯蔵

１．請負者は、防湿性のあるサイロに、セメントを貯蔵しなければならない。また、
貯蔵中にわずかでも固まったセメントは使用してはならない。

２．請負者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器又は防湿性のあるサイロ
等に、混和材料を分離、変質しないように貯蔵しなければない。また、貯蔵中に分
離、変質した混和材料を使用してはならない。

３．請負者は、ゴミ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分離しな
いように、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならない。
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第６節 運搬・打設
４－６－１ 一般事項

本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。
４－６－２ 準 備

１．請負者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経路、荷
下し場所等の状況を把握しておかなければならない。

２．請負者は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時間と潮位
の関係を十分に把握し、施工しなければならない。

３．請負者は、コンクリートの打込み前に型わく、鉄筋等が設計図書に従って配置さ
れていることを確かめなければならない。

４．請負者は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定しなけれ
ばならない。また、コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは、あらかじめ
湿らせておかなければならない。

４－６－３ 運 搬

１．請負者は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。
２．請負者は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように、コ
ンクリートを運搬しなければならない。

３．請負者は、運搬車の使用に当たって、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、
材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しな
ければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ
ばならない。

４－６－４ 打 設

１．請負者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、十分に締固めなけれ
ばならない。練混ぜてから打ち終わるまでの時間は、原則として外気温が２５℃を超
える場合で１．５時間、２５℃以下の場合で２時間を超えないものとする。これ以外で
施工する可能性がある場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな
い。なお、この時間中、コンクリートを日光、風雨等に対し保護しなければならない。

２．請負者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が４℃を超え２５℃以下の範囲に
予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場
合には、第１編第３章９節暑中コンクリート、１０節寒中コンクリートの規定によら
なければならない。

３．請負者は、監督員が指示した工事（設計図書に明記した場合を含む）については、
１回の打設で完了するような小規模構造物を除いて１回（１日）のコンクリート打
設高さを施工計画書に明記しなければならない。ただし、請負者は、これを変更す
る場合には、変更施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。

４．請負者は、コンクリートの打設作業中、型枠のずれ、浮上り、目地材の離れ及び
鉄筋の配置を乱さないように注意しなければならない。

５．請負者はコンクリートポンプを用いる場合は、土木学会コンクリートのポンプ施
工指針（案）５章圧送の規定によらなければならない。また、請負者はコンクリー
トプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれ
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らを配置しなければならない。
６．請負者は、ベルトコンベヤを使用する場合、適切な速度で十分容量のある機種を
選定し、終端にはバッフルプレート及びシュートを設け、材料が分離しない構造の
ものとしなければならない。なお、配置に当たっては、コンクリートの横移動がで
きるだけ少なくなるようにしなければならない。

７．請負者は、バケット及びスキップを使用する場合、コンクリートに振動を与えな
いよう適切な処置を講じなければならない。また、排出口は、排出時に材料が分離
しない構造のものとしなければならない。

８．請負者は、打設にシュートを使用する場合には縦シュートを用いるものとし、漏
斗管、フレキシブルなホース等により、自由に曲がる構造のものを選定しなければ
ならない。なお、これにより難い場合は、事前に監督員の承諾を得なければならな
い。

９．請負者は、打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。
１０．請負者は、一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して打設し
なければならない。

１１．請負者は、コンクリートの表面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなけれ
ばならない。なお、締固め能力等を考慮して、コンクリート打設の１層の高さを定
めなければならない。

１２．請負者は、型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口
を設けるか、縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコ
ンクリートを打ち込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、バケッ
ト、ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは１．５ｍ以下とするものとする。

１３．請負者は、著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。
１４．請負者は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの
打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体になる
ように施工しなければならない。

１５．請負者は、コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合には、
これを取り除いてからコンクリートを打たなければならない。

１６．請負者は、コンクリートの打上りに伴い、不要となったスペーサを可能なかぎり
取除かなければならない。

１７．請負者は、壁又は柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打
込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするよう
に、コンクリートの１回の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。

１８．請負者は、アーチ形式のコンクリートの打込みに当たって、その端面がなるべく
アーチと直角になるように打込みを進めなければならない。

１９．請負者は、アーチ形式のコンクリートの打込みに当たって、アーチの中心に対し、
左右対称に同時に打たなければならない。

２０．請負者は、アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は、アーチ軸に直角
となるように設けなければならない。また、打込み幅が広いときはアーチ軸に平行
な方向の鉛直打継目を設けてもよいものとする。
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４－６－５ 締固め

１．請負者は、コンクリートの締固めに際し、バイブレーターを用いなければならな
い。なお、薄い壁等バイブレーターの使用が困難な場所には、型枠振動機を使用し
なければならない。

２．請負者は、コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設
し、速やかにコンクリートを十分締め固めなければならない。

３．請負者は、コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下
層のコンクリート中に１０�程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締め
固めなければならない。

４－６－６ 沈下ひびわれに対する処置

１．請負者は、スラブ又は梁のコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続してい
る構造の場合、沈下、ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下が
ほぼ終了してからスラブ又は梁のコンクリートを打設しなければならない。また、
張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならない。

２．請負者は、沈下ひびわれが発生した場合、直ちにタンピングを行い、これを消さ
なければならない。

４－６－７ 打継目

１．打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、請負者は、や
むを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久
性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図
書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け打継面を部材
の圧縮力の作用する方向と直角になるよう施工しなければならない。

３．請負者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目
に、ほぞ、又は溝を造るか、鋼材を配置して、これを補強しなければならない。

４．請負者は、硬化したコンクリートに、新コンクリートを打継ぐ場合には、その打
込み前に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨
材粒、品質の悪いコンクリート、雑物などを取り除き吸水させなければならない。
また、請負者は構造物の品質を確保する必要がある場合には、旧コンクリートの

打継面を、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により粗にして十分吸水さ
せ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後、
新コンクリートを打継がなければならない。

５．請負者は、床組みと一体になった柱又は壁の打継目を設ける場合には、床組みと
の境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続
してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にし
て施工するものとする。

６．請負者は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブ、又ははりのスパン
の中央付近に設けなければならない。ただし、請負者は、はりがそのスパンの中央で
小ばりと交わる場合には、小ばりの幅の約２倍の距離を隔てて、はりの打継目を設け、
打継目を通る斜めの引張鉄筋を配置して、せん断力に対して補強しなければならない。
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７．目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。
８．請負者は、伸縮継目の目地の材質、厚、間隔については設計図書によるものとす
るが、特に定めのない場合は瀝青系目地材料厚は１�、施工間隔１０ｍ程度とする。

９．請負者は、温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる目的で、
必要に応じてひび割れ誘発目地を設ける場合は監督員と協議の上、設置するものと
する。ひび割れ誘発目地は、構造物の強度および機能を害さないように、その構造
および位置を定めなければならない。

４－６－８ 表面仕上げ

１．請負者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げに当たっては、平
らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めをしなければならない。

２．請負者は、せき板に接しない面の仕上げに当たっては、締固めを終り、ならした
コンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるか又は上面の水を処理した後でなけ
れば仕上げ作業にかかってはならない。

３．請負者は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除いて平らにし、
豆板、欠けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後、本体コン
クリートと同等の品質を有するコンクリート、又はモルタルのパッチングを施し平
らな表面が得られるように仕上げなければならない。

４－６－９ 養 生

１．請負者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿度条件
を保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。

２．請負者は、コンクリートの露出面を養生用マット、ぬらした布等で、これを覆う
か、又は散水、湛水を行い、少なくとも表３－３の期間、常に湿潤状態を保たなけ
ればならない。

３．請負者は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生日数についてコ
ンクリートの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を施工計画書に記載
しなければならない。

４．請負者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響
を及ぼさないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び
養生時間などの養生方法を施工計画書に記載しなければならない。なお、膜養生を
行う場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

表３－３ コンクリートの養生期間

〔注〕寒中コンクリートの場合は、第１編第３章第１０節寒中コンクリートの規定による。

日平均気温
普通ポルトランド

セメント
混合セメントＢ種

早強ポルトランド
セメント

１５℃以上 ５日 ７日 ３日

１０℃以上 ７日 ９日 ４日

５℃以上 ９日 １２日 ５日
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第７節 鉄筋工
４－７－１ 一般事項

１．本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類す
る事項について定めるものとする。

２．請負者は、施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、
また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査し、不備を発見
したときは監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し確認を求めなけ
ればならない。

３．請負者は、亜鉛メッキ鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適切な方法でこ
れを行わなければならない。

４．請負者は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装並びに鉄筋の
材質を害さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確認しな
ければならない。

５．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組立にともなう
有害な損傷部を確認した場合、請負者は、十分清掃した上、コンクリートの打込み
前に適切な方法で補修しなければならない。

４－７－２ 貯 蔵

請負者は、鉄筋を直接地表に置くことを避け、倉庫内に貯蔵しなければならない。
また、屋外に貯蔵する場合は、雨水等の侵入を防ぐためシート等で適切な覆いをしな
ければならない。

４－７－３ 加 工

１．請負者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。
２．請負者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱
して加工するときには、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影
響を及ぼさないことを確認した上で施工方法を定め、施工しなければならない。な
お、調査・試験及び確認資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞
なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。

３．請負者は、鉄筋の曲げ形状の施工に当たり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示され
ていない場合は、土木学会 コンクリート標準示方書（構造性能照査編）第９章一

般構造細目の規定によらなければならない。
４．請負者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。
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５．請負者は、設計図書に示されていない鋼材（組立用鉄筋など）を配置する場合は、
その鋼材についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材と他の鉄筋とのあきを粗
骨材の最大寸法の４／３以上としなければならない。

４－７－４ 組立て

１．請負者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、
油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これ
を除かなければならない。

２．請負者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かない
よう十分堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて図面に示されたも
の以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。請負者は、鉄筋の交点の要所を、直
径０．８㎜以上のなまし鉄線、又はクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしな
ければならない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、
それに従うものとする。

３．請負者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペー
サーを設置するものとし、構造物の側面については１�当たり２個以上、構造物の
底面については、１�当たり４個以上設置しなければならない。鉄筋のかぶりとは
コンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から
主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また、請負者は、型枠に接するスペーサーに
ついてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質
を有するものを使用しなければならないこれ以外のスペーサーを使用する場合は使
用前に監督員の承諾を得なければならない。

４．請負者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打ち込むまでに鉄筋の位置がずれ
たり、どろ、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打
たなければならない。

５．請負者は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後２４時間以上経過
した後に行わなければならない。

図３－１ 鉄筋のかぶり
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４－７－５ 継 手

１．請負者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置
及び方法について、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、
直径０．８㎜以上のなまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。

３．請負者は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはならない。
また、請負者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずら
す距離は、継手の長さに鉄筋直径の２５倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長
さ以上としなければならない。

４．請負者は、鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ加工継手、溶接金属充填継手、
モルタル充てん継手、自動ガス圧接継手、エンクローズ溶接継手などを用いる場合
には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明す
る資料を監督員に提出しなければならない。

５．請負者は、将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損
傷、腐食等をうけないようにこれを保護しなければならない。

６．請負者は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。
７．請負者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、又は継手部相互のあきを粗骨材の最
大寸法以上としなければならない。

４－７－６ ガス圧接

１．圧接工は、ＪＩＳＺ３８８１（ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に
定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験又はこれと同等以上（社団
法人日本圧接協会が実施する手動ガス圧接工技量資格検定（２種以上）の検定試験
に、自動ガス圧接装置を取り扱う者は、社団法人日本圧接協会が実施する自動ガス
圧接工技量資格検定試験に合格した者でなければならない。
なお、ガス圧接の施工方法は、熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関して

監督員の承諾を得るものとする。
また、資格証明書の写しを施工前に監督員に提出するとともに資格証明書を常携

し、監督員の求めに応じ、提示しなければならない。
２．請負者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処
置方法について施工前に監督員と協議しなければならない。

３．請負者は、規格又は形状の著しく異なる場合及び径の差が７㎜を超える場合は圧
接してはならない。ただし、Ｄ４１とＤ５１の場合はこの限りではない。

４．請負者は、圧接面を圧接作業前にグラインダ等でその端面が直角で平滑となるよ
うに仕上げるとともに、さび、油、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着
物を完全に除去しなければならない。

５．突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺のすき間は３㎜以下とするものと
する。

６．軸心の食い違いは、鉄筋径（径の異なる場合は、細い方の鉄筋径）の５分の１以
下とする。

７．圧接部には、突き合わせた圧接面の条こうが残ってはならない。
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８．請負者は、降雪雨、又は強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可
能なように、遮へいした場合は作業を行うことができるものとする。

９．請負者は、ＪＩＳＺ３１２０（鉄筋コンクリート用棒鋼ガス圧接継手の検査方法）に
準じてガス圧接の検査を行わなければならない。ただし、監督員の承諾を得て、引
張試験を超音波探傷試験ＪＩＳＺ３０６２（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の
超音波探傷試験方法及び判断基準）に変えることができる。

第８節 型枠・支保
４－８－１ 一般事項

本節は、型枠・支保として構造、組立て、取外しその他これらに類する事項につい
て定めるものとする。

４－８－２ 構 造

１．請負者は、型枠・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確に保つた
めに十分な強度と安定性を持つ構造としなければならない。

２．請負者は、特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる型枠を使
用しなければならない。

３．請負者は、型枠を容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板又はパネルの
継目はなるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルのもれない構造にしなければ
ならない。

４．請負者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用すると
ともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選
定しなければならない。

５．請負者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければ
ならない。

４－８－３ 組立て

１．請負者は、型枠を締付けるに当たって、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。
また、外周をバンド等で締め付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記
載しなければならない。なお、請負者は、これらの締付け材を型枠取り外し後、コ
ンクリート表面に残しておいてはならない。

２．請負者は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離剤が、鉄
筋に付着しないようにしなければならない。

３．請負者は、型枠・支保の施工に当たり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法
が確保され工事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得ら
れるように施工しなければならない。

４－８－４ 取外し

１．請負者は、型枠・支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定められて
いない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、
セメントの性質、コンクリートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及
び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等を考慮して、取外しの時期及
び順序の計画を、施工計画書に記載しなければならない。
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２．請負者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な
強度に達するまで、型枠・支保を取外してはならない。

３．請負者は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本体コンク
リートと同等以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならない。

第９節 暑中コンクリート
４－９－１ 一般事項

１．本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。な
お、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコンクリート、
第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート及び第６節運搬・打
設の規定によるものとする。

２．請負者は、日平均気温が２５℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリー
トとしての施工を行わなければならない。

３．請負者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなけ
ればならない。

４－９－２ 施 工

１．請負者は、暑中コンクリートにおいて、減水剤、及びＡＥ減水剤を使用する場合
はＪＩＳＡ６２０４（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使
用しなければならない。また、遅延剤、流動化剤等を使用する場合は、土木学会
ＪＳＣＥ－Ｄ１０１によるものとし、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの
品質を確認し、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならな
い。

２．請負者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する
恐れのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄筋等が直射日
光を受けて高温になる恐れのある場合は、散水及び覆い等の適切な処置を講じなけ
ればならない。

３．打設時のコンクリート温度は、３５℃以下とする。
４．請負者は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せられたりす
ることの少ない装置及び方法により運搬しなければならない。

５．請負者は、コンクリートの練混ぜから打設終了までの時間は、１．５時間を超えて
はならない。

６．請負者は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わなけれ
ばならない。

４－９－３ 養 生

請負者は、コンクリートの打設を終了後、速やかに養生を開始し、コンクリートの
表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場合には、
打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等
を防ぐために必要な処置を施さなければならない。
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第１０節 寒中コンクリート
４－１０－１ 一般事項

１．本節は、寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。な
お、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコンクリート、
第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート及び第６節運搬・打
設の規定によるものとする。

２．請負者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリー
トとしての施工を行わなければならない。

３．請負者は、寒中コンクリートの施工に当たり、材料、配合、練りまぜ、運搬、打
込み、養生、型枠・支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下
においても設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。

４－１０－２ 施 工

１．請負者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。
（１）請負者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材をそのまま用いては

ならない。
（２）請負者は、材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントは

どんな場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、か
つ過度に乾燥しない方法によるものとする。

（３）請負者は、ＡＥコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合
は、使用前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練りまぜ、運搬及び打
込みを行わなければならない。

３．請負者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件
等を考慮して、５～２０℃の範囲に保たなければならない。

４．請負者は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサに投入す
る順序を設定しなければならない。

５．請負者は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設してはなら
ない。また、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に除去した後に
打設しなければならない。

６．請負者は、凍結融解によって害をうけたコンクリートを除かなければならない。
４－１０－３ 養 生

１．請負者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大き
さ、その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。

２．請負者は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い、
養生を始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。

３．請負者は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、特に風を
防がなければならない。

４．請負者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥又は熱せ
られることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリー
ト温度を急速に低下させてはならない。
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５．請負者は、養生中のコンクリートの温度を５℃以上に保たなければならない。ま
た、養生期間については、特に監督員が指示した場合のほかは、表３－４の値以上
とするものとする。
なお、表３－４の養生期間の後、さらに２日間はコンクリート温度を０℃以上に

保たなければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表３－３に示す期間
も満足する必要がある。

第１１節 マスコンクリート
４－１１－１ 一般事項

本節は、マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
４－１１－２ 施 工

１．請負者は、マスコンクリートの施工に当たって、事前にセメントの水和熱による
温度応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。

２．請負者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフ
ト高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。

３．請負者は、あらかじめ計画した温度を超えて打ち込みを行ってはならない。
４．請負者は、養生に当たって、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンク
リート温度を制御しなければならない。

５．請負者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、型枠の材料及び構造を選定
するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。

第１２節 水中コンクリート
４－１２－１ 一般事項

本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。
なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコンクリー

ト、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート、第６節運搬・打

表３－４ 寒中コンクリートの養生期間

注：Ｗ／Ｃ＝５５％の場合を示した。Ｗ／Ｃがこれと異なる場合は増減する。

養
生
温 度

断面

セメントの
種類

構造物の露出状態

普 通 の 場 合

普通

ポルトランド

早強ポルトランド

普通ポルトランド

＋

促進剤

混合

セメントＢ種

（１）連続してあるいはしば
しば水で飽和される部分

５℃ ９ 日 ５ 日 １２ 日

１０℃ ７ 日 ４ 日 ９ 日

（２）普通の露出状態にあり
（１）に属さない部分

５℃ ４ 日 ３ 日 ５ 日

１０℃ ３ 日 ２ 日 ４ 日
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設及び第８節型枠・支保の規定によるものとする。
４－１２－２ 施 工

１．請負者は、コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の場合で
あっても、流速は０．０５ｍ／ｓ以下でなければ打設してはならない。

２．請負者は、コンクリートを水中落下させないようにし、かつ、打設開始時のコン
クリートは水と直接接しないような工夫をしなければならない。

３．請負者は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、規定の高さに達す
るまで連続して打設しなければならない。なお、やむを得ず打設を中止した場合は、
そのコンクリートのレイタンスを完全に除かなければ次のコンクリートを打設して
はならない。

４．請負者は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中のコンクリートをかきみ
ださないようにしなければならない。

５．請負者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。な
お、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

６．請負者は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天端高が、
水面より上にある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の各面に水抜き穴を
設けなければならない。

７．コンクリートは、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、ト
レミー又はコンクリートポンプを使用して打設しなければならない。これにより難
い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得た代替工法で施工しなければならない。

８．ケーシング打設（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）
（１）請負者は、打込み開始に当たって、ケーシングの先端にプランジャーや鋼製蓋

を装着し、その筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水密性を確認してか
ら輸送管を通してコンクリートを打ち込まなければならない。

（２）請負者は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げている場合
は、できるだけ船体の動揺を少なくしなければならない。

（３）打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリート中に挿
入しなければならない。

（４）請負者は、打込み時のケーシング引き上げに当たって、既に打ち込まれたコン
クリートをかき乱さないように垂直に引き上げなければならない。

（５）請負者は、１本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリートの水中流
動距離を考慮して過大であってはならない。

（６）請負者は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧コンクリー
ト表層の材料分離を起こしているコンクリートを完全に除去してから新コンク
リートを打ち込まなければならない。

（７）請負者は、打込みが終り、ほぼ所定の高さに均したコンクリートの上面が、し
み出た水がなくなるか、又は上面の水を処理した後でなければ、これを仕上げて
はならない。

９．トレミー打設
（１）トレミーは、水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし、打設中は常に
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コンクリートで満たさなければならない。また、トレミーは、打設中水平移動し
てはならない。

（２）請負者は、１本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動
距離を考慮して過大であってはならない。

（３）請負者は、トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳しく検討し、
打込み中のコンクリートに対して好ましくない状態が起こらないよう、予防措置
を講じなければならない。

（４）請負者は、特殊なトレミーを使用する場合には、その適合性を確かめ、使用方
法を十分検討しなければならない。

１０．コンクリートポンプ打設
（１）コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。
（２）打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。
１１．請負者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開
き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しでき
る構造のものを用いるものとする。また、打設に当たっては、底開き箱及び底開き
袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き出した後は、コンクリートから相当
離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底開き箱又は底開き袋を使用す
る場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。

４－１２－３ 海水の作用を受けるコンクリート

１．請負者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工に当たり、品質が確保できる
ように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。

２．請負者は、設計図書に示す最高潮位から上６０�及び最低潮位から下６０�の間のコ
ンクリートに水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さ
が非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場
合には、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

３．請負者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材令５日以上、高炉セメント、
フライアッシュセメントを用いた場合、Ｂ種については、材令７日以上とし、さら
に、日平均気温が１０℃以下となる場合には、９日以上になるまで海水にあらわれな
いよう保護しなければならない。

第１３節 水中不分離性コンクリート
４－１３－１ 一般事項

本節は、水中コンクリート構造物に用いる水中不分離性コンクリートの施工に関す
る一般的事項を取り扱うものとする。なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章
第３節レディーミクストコンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場
練りコンクリート、第７節鉄筋工及び第８節型枠・支保の規定によるものとする。

４－１３－２ 材料の貯蔵

材料の貯蔵は、第１編４－５－２材料の貯蔵の規定によるものとする。
４－１３－３ コンクリートの製造

１．請負者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コンクリー

－１３９－



トの各材料を正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。
２．計量装置は、第１編４－３－４材料の計量及び練混ぜの規定によるものとする。
３．材料の計量
（１）請負者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。

ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
（２）計量誤差は、１バッチ計量分に対し、「表３－５計量の許容誤差（水中不分離

性コンクリート）」の値以下とするものとする。

４．練混ぜ
（１）請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合、本節によるほか、

「ＪＩＳＡ５３０８レディーミクストコンクリート」に準じるものとする。
（２）請負者は、強制練りバッチミキサを用いてコンクリートを練り混ぜるものとする。
（３）請負者は、コンクリート製造設備の整ったプラントで練り混ぜなければならな

い。なお、やむを得ず現場で水中不分離性混和剤及び高性能減水剤を添加する場合
は、事前に次の項目を検討し設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
� 混和剤の添加方法・時期
� アジテータトラック１車輌の運搬量
� コンクリート品質の試験確認

（４）請負者は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。
（５）請負者は、練混ぜ開始に当たって、あらかじめミキサにモルタルを付着させな

ければならない。
５．ミキサ、運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理
（１）請負者は、ミキサ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければならない。
（２）請負者は、洗浄排水の処理方法をあらかじめ定めなければならない。

４－１３－４ 運搬打設

１．準備
（１）請負者は、フレッシュコンクリートの粘性を考慮して、運搬及び打設の方法を

適切に設定しなければならない。
（２）請負者は、打設されたコンクリートが均質となるように、打設用具の配置間隔

及び１回の打上り高さを定めなければならない。
２．運搬

表３－５ 計量の許容誤差（水中不分離性コンクリート）

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内

材料の種類 許容誤差（％）
水 １

セメント １
骨材 ３
混和材 ２※

水中不分離性混和剤 ３
混和剤 ３
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請負者は、コンクリートの運搬中に骨材の沈降を防止し、かつ、荷下しが容易な
アジテータトラック等で運搬しなければならない。

３．打設
（１）請負者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置されて

いることを確認しなければならない。
（２）請負者は、コンクリートをコンクリートポンプ又はトレミーを用いて打ち込ま

なければならない。
（３）請負者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低下を生

じさせないように行わなければならない。
（４）請負者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断面寸法

を持ち、トレミーの継手は水密なものを使用しなければならない。
（５）請負者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリートの打

込みを連続的に行わなければならない。
（６）請負者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ５０㎝以下で打ち込まなければ

ならない。
（７）請負者は、水中流動距離を５ｍ以下としなければならない。
（８）請負者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコンクリー

トの施工や品質に悪影響を与えないことを確認しなければならない。
４．打継ぎ
（１）請負者は、せん断力の小さい位置に打継目を設け、新旧コンリートが十分に密

着するように処置しなければならない。
（２）請負者は、打継面を高圧ジェット、水中清掃機械等を用い清掃し、必要に応じ

て補強鉄筋等により補強しなければならない。
５．コンクリート表面の保護

請負者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失又はコンクリートが洗掘
される恐れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければならない。

第１４節 プレパックドコンクリート
４－１４－１ 一般事項

本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとす
る。なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコンクリー
ト、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート、第６節運搬・打
設、第７節鉄筋工及び第８節型枠・支保の規定によるものとする。

４－１４－２ 施工機器

１．施工機械
（１）請負者は、５分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることのできるモ

ルタルミキサを使用しなければならない。
（２）請負者は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了するまで

規定の品質を保てるアジテータを使用しなければならない。
（３）請負者は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、空気を混

－１４１－



入させないで注入できるモルタルポンプを使用しなければならない。
２．輸送管

請負者は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければならない。
３．注入管

請負者は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなければなら
ない。なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。

４－１４－３ 施 工

１．型枠
（１）請負者は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時の外力に

十分耐える構造に組み立てなければならない。
（２）請負者は、事前に型枠の取外し時期について、監督員の承諾を得なければなら

ない。
２．モルタルの漏出防止

請負者は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタルが漏れ
ないように処置しなければならない。

３．粗骨材の投入
（１）請負者は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査管等を規定の位置に配

置しなければならない。
（２）請負者は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しないように

投入しなければならない。
（３）請負者は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態に管理し

なければならない。
４．注入管の配置
（１）請負者は、鉛直注入管を水平間隔２ｍ以下に配置しなければならない。なお、

水平間隔が２ｍを超える場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。
（２）請負者は、水平注入管の水平間隔を２ｍ程度、鉛直間隔を１．５ｍ程度に配置し

なければならない。また、水平注入管には、逆流防止装置を備えなければならない。
５．練混ぜ
（１）請負者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られ

るまで練り混ぜなければならない。
（２）請負者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確認し、規定の流動

性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な
処置をしなければならない。

（３）請負者は、モルタルミキサ１バッチの練混ぜを、ミキサの定められた練混ぜ容
量に適した量で練り混ぜなければならない。

６．注入
（１）請負者は、管の建込み終了後、異常がないことを確認した後、モルタルを注入

しなければならない。
（２）請負者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。

なお、やむを得ず注入を中断し、打継目を設ける場合には、事前に設計図書に関
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して監督員の承諾を得なければならない。
（３）請負者は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタル上面の

上昇速度は０．３～２．０ｍ／ｈとしなければならない。
（４）請負者は、鉛直注入管を引き抜きながら注入するものとし、注入管の先端を、
０．５～２．０ｍモルタル中に埋込まれた状態に保たなければならない。

（５）請負者は、注入が完了するまで、モルタルの攪拌を続けなければならない。
７．注入モルタルの上昇状況の確認

請負者は、注入モルタルの上昇状況を確認するため、注入モルタルの上面の位置
を測定できるようにしておかなければならない。

８．寒中における施工
請負者は、寒中における施工の場合、粗骨材及び注入モルタルの凍結を防ぐ処置

をしなければならない。また、注入モルタルの膨張の遅延が起こるのを防ぐため、
必要に応じて、適切な保温給熱を行わなければならない。

９．暑中における施工
請負者は、暑中における施工の場合、注入モルタルの温度上昇、注入モルタルの

過早な膨張及び流動性の低下等が起こらないよう施工しなければならない。

第１５節 袋詰コンクリート
４－１５－１ 一般事項

本節は、袋詰コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。なお、
本節に定めのない事項は、第１編第４章１２節水中コンクリートの規定によるものとす
る。

４－１５－２ 施 工

１．請負者は、袋の容量の２／３程度にコンクリートを詰め、袋の口を確実に縛らな
ければならない。

２．請負者は、袋を長手及び小口の層に交互に、１袋づつ丁寧に積まなければならな
い。また、水中に投げ込んではならない。
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